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凡例  

 

１．本稿で使用したテキストおよびその省略記号は以下の通りである。  

（１） 『 ライ プニッ ツ哲 学 著作集 』（ Die philosophischen Schriften von Gottfried 

Wilhelm Leibniz, hrsg.v. C. I. Gerhardt, Berlin 1875-1890; Nachdruck: 

Hildesheim, 1960-61）からの引用は GP.という略号を付して、書名、巻数（ロー

マ数字）、頁数（アラビア数字）を註で表記した。それ以外の著作は書名、頁数を

註で表記した。  

（２） 『ヴォルフ全集』（Christian Wolff, Gesammelte Werke, hrsg.u.bearb.v. Jean 

École, Joseph Ehrenfried Hofmann, Marcel Thomann, Hans Werner Arndt, 

Hildesheim, 1962ff.）からの引用は WW.という略号を付して、書名（略称）、部門

（ローマ数字）、巻数（アラビア数字）、頁数（アラビア数字）を註で表記した。  

（３） 『ランベルト哲学著作集』（Johann Heinrich Lambert, Philosophische Schriften,  

hrsg.v. Hans-Werner Arndt, Hildesheim, 1965ff.）からの引用は LP.という略号を

付して、巻数（ローマ数字）、頁数（アラビア数字）を本文中と註で表記した。  

（４） 『ヤーコプ・ベルヌーイ著作集』（Die Werke von Jakob Bernoulli, hrsg.v.der 

Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 1969ff.）からの引用は WB.という略号

を付して、巻数（アラビア数字）、頁数（アラビア数字）を本文中で表記した。  

（５） 『クルージウス哲学主要著作集』（Christian August Crusius, Die philosophischen 

 Hauptwerke,hrsg.v.Giorgio Tonelli, repr. Hildesheim, 1964ff.）からの引用は CP.

という略号を付して、巻数（ローマ数字）、分冊数（アラビア数字）、頁数（アラビ

ア数字）を本文中と註で表記した。  

（６） 『アカデミー版カント全集』（Kant’s gesammelte Schriften, hrsg.v.der Königlich  

Preußischen Akademie der Wissenschaften (und Nachfolgern), Berlin, 1900ff.）

からの引用は Ak.という略号を付して、巻数（ローマ数字）、分冊数（アラビア数字）、

頁数（アラビア数字）を本文中で、これに書名（略称）を加えて註で表記した。『純

粋理性批判』からの引用は第一版（1781 年）を A、第二版（1787 年）を B とし、

頁数を付して本文中と註で表記した。またレフレクシオーンは Refl.という略号を付

して、編者Ｅ．アディッケスによる整理番号（アラビア数字）を本文中で表記した。  

以上のテキストのうち邦訳、独訳のあるものについては文献表で表記した。また註で
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略称を表記した書名の詳細は文献表で表記した。  

２．章節の表記について、たとえば目次・表題の２．１．１．という表記は、本文中では

第２章１．１節と表記する。  

３．引用の中で太字や隔字体、イタリック体などで強調された部分には傍点を付した。た

だし引用箇所全部がその字体である場合は省略した。  

４．引用語・書名のスペリングは、現代とは異なる場合には原文にしたがって表記した。  
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序章  
 

 本稿の目的はドイツ啓蒙主義哲学における「蓋然性」（Wahrscheinlichkeit, probabili- 

tas）の概念の解明にある。蓋然性とは真理や確実性そのものではないにしろ、それに準ず

る人間の認識の「真らしさ」や「確からしさ」を表す概念である。Ｉ．ハッキングの歴史

的研究（１）によれば、古代・中世哲学において蓋然性は知識から区別された「通念」（endoxa）

に属していた。知識が必然的な論証から得られるのに対して、通念は権威ある書物や人の

証言によってその確からしさが是認されるに過ぎず、知識よりも劣るものと考えられてい

た。ルネサンス期になると通念を支持する「徴」（sign）という概念が医学や錬金術などの

低い次元の科学で登場した。徴は自然を書物同様に権威あるものと見なし、そこから読み

取られる「自然の証言」であったが、他方それは「しばしば信頼される」ものであるため

に、その規則性や頻度が問題とされた。やがてこの徴から「証拠」（evidence）の概念が生

まれた。それまでの証拠が権威ある書物や人の証言に見出される「外的証拠」であったの

に対して、新しい証拠はあるがままの事物に見出される「内的証拠」を意味する。それは

徴の規則性や頻度の側面を受け継いだ「帰納的証拠」でもあった。17 世紀になると徴に由

来する内的証拠から統計的な「確率」の概念が生まれる。それは一説によると、パスカル

がシュバリエ・ド・メレから勝負事の掛け金の分け方についての質問を受け、その解法に

ついてフェルマーに手紙を書いた 1654 年のことと言われている。パスカルは『パンセ』

の中で以下のように述べる。 

 

  人は明日のために、そして不確実なことのために働くとき、理性に適って行動してい

るのである。というのも、ひとはすでに証明済みの分け前の規則（ la règle des partis）

にしたがって、不確実なもののために働かなければならないからである（２）。 

 

この「分け前の規則」こそ「確率の規則」に他ならない（３）。そしてパスカルは「不確実

なことのために働く」ことが「理性に適って行動している」と述べている。このことは「確

率」の概念の発見によって、それまで「不確実なもの」として真理から区別されていた蓋

然性が、合理的に把握可能なものとして扱われるようになったことを示すのみならず、「合

理性」そのものの意味に変化が齎らされたことをも示している（４）。すなわち真なる前提

から論理の規則にしたがって確実に推理することのみが「合理的」なのではなく、不確実
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な情報から可能な限り健全な推測を行うことも「合理的」と見なされるようになったので

ある。 

こうして蓋然性には、古くからの通念に由来する認識論的で、統計的背景を欠いた信念

の信憑性の度合いという意味と、新しい統計的な確率という２つの意味とが混在すること

になる。この二面性はときにはまったく意識されず、ときには厳格に区別されながらも、

どちらか一方に吸収されることなく今日に至っている。統計的な確率は 18 世紀になると

モンモール、ド・モワブル、コンドルセ、ヤーコプ・ベルヌーイらの数学者によって展開

され、ラプラスにおいて「古典的確率論」として最初の集大成を見出すことになる。イギ

リスやフランスにおいて蓋然性は数学的概念として展開され、自然科学や社会科学の方法

に多大な影響を及ぼしたのである（５）。一方こうした確率論の展開に応じて認識論的な蓋

然性にも主観的な通念に由来する信念の度合いから、客観的な証拠に基づく仮説の信憑性

の度合いへと改善する試みが加えられたのである。その試みの一端がライプニッツの「蓋

然性の論理学」（ logica probabilium, Logik der Wahrscheinlichkeit）の構想であり、その

後のドイツ啓蒙主義哲学における展開であった。17-18 世紀のドイツ啓蒙主義哲学におい

ては、依然としてアリストテレス―スコラ哲学の伝統を受け継いだ「存在論」をその核心

とする形而上学の理論が展開されていた。そこで探究されたのは事物の「必然的真理」で

あり、そのためにもっぱら論証による認識の「確実性」が志向され、蓋然性は低次元の認

識の特徴と見なされたと考えられている。確かにドイツではイギリスやフランスのような

実証科学と結びついた確率論の積極的な展開は見出されなかった。上述の二つの蓋然性の

意味が、半ば並列的に混在している状態が続いていたとも言える（６）。しかしその一方で

ドイツでは、蓋然性の理論は論理学や形而上学の方法の問題との密接な関わりにおいて特

色ある理論としても展開されたのである。本稿の意図は第一にこれまであまり注目されて

こなかったドイツ啓蒙主義哲学における蓋然性の理論的展開を考察することにある。とり

わけ矛盾律や充足根拠律といった理性原理に基づくドイツ啓蒙主義哲学に蓋然性がどのよ

うに組み込まれているかを考察することによって、その「合理性」の意味を再検討するこ

とが課題となる。  

ところで「蓋然性の論理学」は確率の定理に基づいて仮説の信憑性の度合いを測定する

論理学の構想である。この構想の実現の可否は第一に「蓋然性」をどう解釈するかに依存

している。ヴォルフのように統計的な確率という意味での蓋然性を認めても、これを証拠

に基づく仮説の信憑性の度合いに適用することに難色を示す場合もある。逆に反ヴォルフ
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学派の思想家のようにそもそも数学的な確率という意味での蓋然性を全く認めず、専ら認

識論的な蓋然性のみを展開する場合もある。こうした蓋然性の解釈の相違は各々の思想家

の哲学的立場の相違を反映している。第二に「論理学」にどのような機能を認めるかに依

存している。論理学は一方では矛盾律を大原則とする「論証」にその機能の大半があると

見なされていた。しかし他方まだ見出されていない真理の「発見」にその機能を見出す思

想家も存在した（７）。もし論理学を専ら論証のための規則の学と解釈するならば、この規

則を具体的な対象に適用することを意図する「蓋然性の論理学」は成立せず、蓋然性は論

理学とは別の原理に基づくことになる。しかし論理学を未知の真理を発見し認識を拡張す

るための道具と解釈すれば、「蓋然性の論理学」はこれまでのたんなる規則の学とは異なる

新しい「発見の論理学」として成立することになる。「蓋然性の論理学」の評価は論理学の

区分の仕方によっても大きく異なるのである。本稿の第二の意図はこうした相違に着目す

ることで、各思想家における「蓋然性の論理学」の位置づけを明らかにすることにある。  

では蓋然性の哲学的意味はどこにあるのだろうか。一言でいえば、その意味はこの概念

が「懐疑論」と「決定論」、もしくは「偶然性」と「必然性」の間にその位置を占めている

ことにある。蓋然性は存在論的には事象の「可能性の度合い」を意味する。数学的な確率

においてはこの可能性の度合いが定理に基づいて予め「決定」される。しかし蓋然性は論

理的にその反対を思考する可能性を含意している。もし蓋然性が存在論的にも予め「決定」

されているとすれば、この概念はその本来の意味を喪失するであろう。また認識論的な蓋

然性においては「確実性」との関係が問題になる。論理的にその反対を思考することが不

可能な「論証的確実性」とは異なり、その反対を思考する可能性を含意する確実性とはい

かなる確実性であろうか。またそうした確実性はまったくの偶然を含意する不確実性から

原理的に区別できるであろうか。こうして蓋然性はその解釈によって、一方では懐疑論に

他方では決定論に限りなく接近するのである。「蓋然性の論理学」の実現の困難さは、こう

した二極分裂的な特徴を持つ蓋然性の哲学的基礎づけの困難さを意味するのである。本稿

の第三の意図はこうした蓋然性の哲学的基礎の問題を解明することにある。特に本稿では

蓋然性の基礎を、存在論的には絶対的必然性とは異なる「仮定的必然性」（hypothetische 

Notwendigkeit）にまで、認識論的には論証的確実性とは異なる「モラーリッシュな確実

性」（moralische Gewißheit）にまで射程を拡げて考察する（８）。これによって或る思想家

においては蓋然性として扱われているが、他の思想家においては蓋然性として扱われてい

ない領域も考察の対象とすることが可能となるであろう。 
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次に本稿の全体の構成を概観する。第１章ではドイツにおいて蓋然性の理論を最初に積

極的に展開したライプニッツの哲学を考察する。ライプニッツは数学的な確率の定理に基

づく推理法である「蓋然性の論理学」を構想した。この構想はその後のドイツ啓蒙主義哲

学における展開の方向を決定づけることになるが、同時にその哲学的基礎づけという困難

な問題をも提起した。すなわち「可能性の度合い」として解釈された蓋然性がいかなる根

拠に基づいて規定されるのかという問題が提起されたのである。 

第２章ではライプニッツの構想を受け継いだヴォルフの哲学を考察する。ヴォルフは

「蓋然性の論理学」を積極的に展開しなかったが、それは「可能性の度合い」としての蓋

然性を存在論の原理である矛盾律や充足根拠律に基づいて規定することが、決定論的な困

難を招くことを自覚したためであると考えられる。しかしその一方で哲学的認識の方法に

おいて蓋然性は理性原理と経験とを媒介する重要な機能を担うのである。 

第３章では「蓋然性の論理学」の構想のひとつの実現された姿を見出したランベルトの

哲学を考察する。ランベルトはライプニッツ、ヴォルフの哲学を継承しこれを独自の方向

に展開した。彼は蓋然性を推理において命題間に生じる「論理的仮象」と解釈し、推理全

体の蓋然性を三段論法の結論の繋辞に分数を付加することで表した。この論理学には「非

加法的蓋然性」や「異種的な論拠の組合せ」といった極めて特異な思想も見出される。ラ

ンベルトが「蓋然性の論理学」を積極的に展開した背景には、すべての真理は思考の究極

的な構成要素である原子概念や原理の組み合わせから生じるという「結合法」（ ars 

combinatoria）の思想的伝統があると考えられる。 

第４章ではトマジウス以降の反ヴォルフ学派の系譜において、独自の蓋然性の理論を展

開したクルージウスの哲学を考察する。クルージウスは同時代に展開された数学的な確率

論とは無縁の哲学者であり、もっぱら認識論的な蓋然性を探究した。彼はヴォルフ学派の

「論証の方法」に対抗して、「蓋然性の方法」を形而上学の方法として採用した。それが最

も効果的に適用されるのが「デザイン論証」と称する神の存在証明である。その背景には

ヴォルフ学派の充足根拠律を批判し、ア・ポステリオリな根拠に基づく認識の重要性を主

張した彼の「自由の哲学」がある。 

第５章ではライプニッツ以降の「蓋然性の論理学」の展開にひとつの終止符を打ったカ

ントの哲学を考察する。前批判期においては「蓋然性の論理学」の効用を認めていたカン

トは、批判期に至って論理学を思考の形式的基準であるカノンとして位置づけ、「蓋然性の

論理学」をオルガノンあるいは弁証論として否定した。しかしその一方で蓋然性を「仮象
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性」から区別して「部分的真理」として位置づけ、「蓋然性の数学」の超越論的基礎を明ら

かにしたのである。またカントはクルージウスの蓋然性の方法によるデザイン論証を否定

したが、神の存在を論証ではなく「理性信仰」の対象として位置づけることでその確実性

を主張したのである。 

ドイツ啓蒙主義哲学における蓋然性については、Ｌ．Ｃ．マドンナの一連の研究（９）、

船木祝氏による概念史的研究（ 10）があり、これらの先駆的業績を随時参照した。また蓋然

性の源泉を近世初期のスコラ哲学における「モラーリッシュな必然性」（moralische 

Notwendigkeit）の概念に見出したＳ．Ｋ．クネーベルの研究も見逃せない（ 11）。これらの

研究に対する本研究の独創性は蓋然性の概念そのものの概念史、源泉史研究のみならず、

各思想家の哲学体系におけるこの概念の位置づけを解明する原理的研究にある。すなわち

その体系の「合理性」と蓋然性との関係を明らかにすることが本研究の主題なのである。

そのためには各哲学体系の全体像を把握するのみならず、それらの体系を比較検討するこ

とで、蓋然性の位置づけの相違点を明確にすることを目指した。 

ところで哲学史研究にはいわゆる空白地帯がいくつか存在する。大哲学者の狭間にあっ

て、これと言ってめぼしい思想的発展が存在しないと見なされている時期である。勿論空

白地帯と言ってもまったく哲学者が存在していなかったわけではない。しかしそれらの哲

学者の思想は多くの場合大哲学者の思想の側から一方的に解釈されることによって、その

独創性が正当に評価されていない。ライプニッツとカントの間のドイツ啓蒙主義の哲学者

たちにもそのことがあてはまる。たとえばヴォルフの哲学は従来「ライプニッツ=ヴォル

フ学派」と称されてライプニッツの哲学と一括りにされ、そのたんなる継承者と見なされ

る一方、カントの批判哲学に対しては克服されるべき独断論の権化として否定的に評価さ

れてきた。本稿の意図は哲学史に対する視点を変えることで、こうした哲学者の思想を正

当に評価することを目指すことにもあると言えよう。  
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第１章  ライプニッツにおける蓋然性の哲学的基礎 

 

 本章においてはライプニッツにおける「蓋然性の論理学」の構想を概観し、そこにおい

て「可能性の度合い」として解釈された蓋然性の基礎が、「可能的なものは現実存在を要求

する」というライプニッツの形而上学思想にあるというＩ．ハッキングの解釈を検討する。 

 

１．１． 「蓋然性の論理学」の構想 

 

ライプニッツは 1678 年の小論『不確実性の算定について』の中で、公平な賭けの計算

における期待の正当化の問題に取り組んでいる（１）。彼は蓋然性を「可能性の度合い」あ

るいは「平等に可能な場合の総数に対する好適な場合の割合」と捉え、その基礎が「相互

に独立した事象の起こる可能性の等しさ」にあると考えた。たとえば１つの骰子を振って

３が出る確率が６分の１であることは、６つの目の出る可能性が等しいことを前提として

いる。これがいわゆる「等確率」もしくは「等可能性」の原理である。しかし彼は蓋然性

をたんに数学においてのみならず、論理学においても展開しようとしていた。それがいわ

ゆる「蓋然性の論理学」の構想である。 

ライプニッツは確率の理論を学ぶ以前に、法律問題における「仮説」と「証拠」の関係

の問題に取り組んでいた（２）。そこで彼は蓋然性を、仮説が証拠によって支持される度合

いと考えていた。「蓋然性の論理学」の構想は、この二つの蓋然性の意味を結合し、数学的

な確率の定理に基づいて、仮説が証拠によって支持される度合いを推理計算するというも

のであった。すなわちわれわれは一方において、ある事象が一定の頻度で生じる傾向性を

統計的に把握している。他方われわれはこの傾向性に基づいて、次回の試行でその事象が

生じる可能性の度合いを推理する。たとえばデータ r が、繰り返される試行において結果

E が一定の頻度 f で生じる傾向性を示すとする。すると「次回の試行で E が生じる」とい

う仮説の蓋然性は、r という証拠によれば f となる。このようにしてわれわれが複数の仮

説の蓋然性を比較し、そこから最も高い蓋然性を持つ仮説を選択できるならば、われわれ

にとってきわめて有益であるだろう。この構想についてライプニッツは『人間知性新論』

の中で、テオフィルの口を借りて次のように述べている。 

 

私は蓋然性の度合いを扱う新しい種類の論理学
．．．．．．．．．

が必要になるであろう、と何度か申し
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上げました。アリストテレスが『トピカ』の中で少しもそれをしていないからです。彼

は共通の場所に従って配置されたいくつかの通俗的な諸規則を秩序づけることで満足

してしまったのです。…もっともらしさを量り、その上に確固とした判断を形作るのに

必要な考量をわれわれに与えることに骨を折りもせずにです。このような題材を扱って

みたい人は、運まかせの
．．．．．

勝負事
．．．

に関する研究を追うとよいでしょう。そして一般に有能

な数学者が、あらゆる種類の遊びについて詳細で十分に論証された大著を書いてくれる

といいのですが。それは発見の技法を改善するのに大いに役立つでしょう。人間精神が

よりよく現れるのは、最もまじめな題材の中というよりも遊びにおいてなのですから（３）。 

 

アリストテレスは通念や経験的知識に基づいて討論の形式で行われる弁証法的推論の探究

を論理学の一部門である『トピカ』で行っており、これを「蓋然性の論理学」と見なして

いる。ライプニッツの「蓋然性の論理学」の構想は主観的な通念に基づく推理のみを展開

したアリストテレスの『トピカ』を改善し、客観的なデータに基づいて事象の可能性を推

理する新しい「発見の論理学」の構築を意図するものであった（４）。I．ハッキングによれ

ば、「蓋然性の論理学」の構想は 20 世紀の帰納論理学のプログラムを先取りしたものであ

るが、その哲学的基礎はライプニッツの形而上学に見出される（５）。次にこの解釈を検討

する。 

 

１．２． 「蓋然性の論理学」の哲学的基礎 

―Ｉ．ハッキングの解釈とその批判 

 

われわれが数学的な確率の定理に基づいて、次の試行である事象が生じる仮説を立てる

場合、その事象が生じる「可能性の度合い」を考慮する。問題はこの可能性の度合いがい

かなる根拠に基づいて規定されるか、という点にある。ハッキングはその根拠をライプニ

ッツの「可能的なものは現実存在を要求する」という思想に求める（６）。ライプニッツは

この思想について、『普遍学・記号法』で次のように述べる。 

 

…われわれが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄが本質に関しては等しく完全に、現実存在に関して

は等しく要求に応じて、等しく存在すると見なすならば、そしてＤはＡともＢとも両

立できないが、ＡはＤを除いてどれとも両立可能であり、ＢはＣと両立可能であると
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見なすならば、Ｄを除いたＡ、Ｂ、Ｃという結合が結果として現実に存在する。Ｄが

現実に存在することを要求するならば、Ｃのみが共在可能であろう。したがって、Ｃ

Ｄの結合はＡＢＣの結合よりは不完全に現実に存在するであろう。したがって、物が

最大完全性の度合いにしたがって現実に存在することは明らかである（７）。 

 

ここではＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという、それぞれ独立には等しく起こりうる可能性を持っている

要素が、「両立可能性」という性質にしたがって、その可能性に優劣が生じることが説明さ

れている。これらの要素が存在する可能性を決定しているのは「完全性の度合い」である。

つまり各要素間の両立可能性の程度が高いほど、個々の要素の完全性の度合いが高まり、

最大の完全性を有するものが現実に存在しうるのである。ライプニッツはこの完全性の度

合いを「本質ないしは実在性の量」と見なしている（８）。この思想は『弁神論』において

も展開されている。すなわち神は無数の「可能的諸世界」の中から「最善の世界」を選び

現実化したが、それは完全性の度合いにおいて最大である世界こそが最善の世界であった

からである（９）。 

このようなライプニッツの思想が「蓋然性の論理学」の哲学的基礎を与えうるというハ

ッキングの解釈は、事象の可能性の度合いがその現実化以前に規定可能であることを説明

できるという利点を持っていると思われる。たとえば２つの骰子を１度投げた時に出る目

の合計が９になる可能性は７になる可能性の３分の２であることは、実際に骰子を振る以

前に出る目の組合せによって予め決まっているとも言える。しかしこの思想には事象の完

全性の度合いが可能性の度合いのみならず、現実化までも決定しているという疑いがある。

もし神が自らの自由な意志で最善の世界を選んで現実化したとすれば、あらゆる可能的諸

世界は等しい程度に可能でなければならなかったはずである。確かに先の両立可能性の例

においては、独立した個々の要素は等しく存在する可能性を持っていた。しかしこうした

要素の相互関係によって、予めその可能性に優劣が生じるとすれば、神の意志もそのメカ

ニズムに必然的に従わざるをえないのではないだろうか。 

このような疑問に対しては、ライプニッツは次のように考えている。神が最善の世界を

選択する必然性は、「その反対が矛盾を含む」という意味での絶対的必然性ではなく、「そ

の反対が矛盾を含まない」という意味での「モラーリッシュな必然性」である（ 10）。すな

わち神には完全性において劣った世界を選択する自由があったのである。さらにこの選択

はしかるべき理由に促されているが、それは「傾かせるだけで強いることはない」理由で
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あり、神は強いられたのではなく、自発的に最善の世界を選択したのである（ 11）。 

確かにライプニッツは複数の可能的諸世界の存在を認めている点で、スピノザの宿命論

を緩和しているとも言える。しかし現実に存在しうるのは唯一最善の世界のみである。す

なわち完全性において劣った世界は、「存在する可能性が低い」のではなく、「その可能性

を持たない」のである（ 12）。しかも各要素間の両立可能性を決定しているのは「無矛盾性」

の原理である（ 13）。したがって完全性の度合いも、各要素がどこまで矛盾なく共在しうる

かによって決定される。神が自発的に最善の世界を選択したとしても、その根拠が無矛盾

性に基づくとすれば、その選択の必然性は限りなく絶対的必然性に近づくであろう。蓋然

性が「その反対が矛盾を含まない」という「モラーリッシュな必然性」を含意する概念で

あるとすれば、ハッキングの解釈は困難であると言わざるをえないであろう。 
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第２章  ヴォルフにおける蓋然性の哲学的基礎 

 

 本章においてはまずヴォルフの論理学思想における蓋然性の意味を考察し、「蓋然性の論

理学」の位置づけについて解明する。次に「蓋然性の論理学」の存在論的な基礎について、

前章で明らかになったライプニッツの基礎づけの困難に対してどのような取り組みが行わ

れているかを考察する。最後にヴォルフの哲学的方法における蓋然性の意義について考察

する。 

 

２．１．  「蓋然性の論理学」の位置づけ 

 

２．１．１．  「不十分な根拠」と蓋然性 

 

ヴォルフは『ドイツ語形而上学』において、「われわれがある命題について若干の、し

かしながら十分ではない根拠を持っているとき、その命題を蓋然的であると称する」（１）

と述べる。『ラテン語論理学』によれば、命題において述語が主語に属するように「決定す

る」ものが「真理のための要件」である。個々の真理の要件は「部分的な根拠」であり、

これらが一緒になって「十分な根拠」を形成する。これに対して「不十分な根拠」によっ

て述語が主語に帰せられるとき、その命題は「蓋然的」である（２）。ライプニッツの等確

率もしくは等可能性の原理では、起こる事象の未決定性が諸事象の起こる可能性の等しさ

によって説明されたが、ヴォルフはこれを「不十分な根拠」という論理的原理によって説

明するのである。  

しかし蓋然性は単独の不十分な根拠だけによって評価されることはできない。不十分な

根拠が十分な根拠と比較されることによってはじめて蓋然性は評価可能なのであり、「あら

ゆる真理のための要件あるいは十分な根拠を知っている人が与えられた個別の場合におい

て蓋然性を評価できる」（３）のである。これは数学的確率が可能な場合の総数という「全体」

に対する好適な場合の数という「部分」の関係によって評価されることに対応する。不十

分な根拠に基づく蓋然性は十分な根拠に基づく「確実性」を尺度としてのみ評価可能なの

である（４）。  

ヴォルフによれば定義、公理、疑われていない経験、すでに証明された命題を前提とす

る三段論法が本来の「論証」（demonstratio）であるが、大前提であれ小前提であれ、蓋
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然的な前提が入ると結論は蓋然的になり、「証明」（Probatio）は蓋然的になる。すなわち

蓋然的証明は形式的には論証と同一の三段論法に規則にしたがうのであり、「ただ前提によ

ってのみ」論証から区別されるのである（５）。しかし蓋然的証明が三段論法の規則にした

がうとしても、それだけではまだ「蓋然性の論理学」とは言えない。なぜなら「蓋然性の

論理学」には蓋然性そのものを評価する原理も必要だからである。  

 

２．１．２．  発見法としての「蓋然性の論理学」  

 

ヴォルフは『ラテン語論理学』で「蓋然性の論理学」の原理が「発見法」（ars inveniendi）

の中にあり、そこでは「蓋然的真理の発見の仕方や蓋然性の度合いの調べ方が明らかにさ

れる」と述べる（６）。発見法とは「認識された真理から、他の認識されていないことを推

測する練達性（habitus）」である（７）。たとえば公式を論証できない人でも、正確に暗記

していればこれを用いて方程式の解を求めることができる。すなわち発見法は習熟するこ

とで身につく技術であるために練達性と言われる。ヴォルフにしたがえば、「蓋然性の論理

学」は「認識された事象の頻度」から「将来事象が起こる可能性の度合い」を推測し、そ

れらを比較することで最も可能性の高い事象を「発見する」技術であり、数学的確率の原

理の導入によってその練達性が高められるのである（８）。  

ところでヴォルフは『ラテン語論理学』で自らの論理学を「理論的部門」と「実践的部

門」とに区別し、「蓋然性の論理学」については「実践的部門」において論じている（９）。

この区分についてヴォルフは『ドイツ語著作詳解』において次のように説明している。  

 

理論において私は、よく一括して悟性の３つの働きと言われるもの、すなわち概念、

判断、理性推理を扱っている。実施においてわたしは、感官の正しい使用を介した経験

によるのと同様に、悟性の正しい使用を介した理性による真理の発見におけるこの（概

念、判断、理性推理の）学説の効用、さらには真理の判定、書物の判定と読み方、証明、

論駁、討論における効用を示している（ 10）。  

 

「理論的論理学」（ logica theoretica）と「実践的論理学」（ logica practica）という論理学

の区分は、18 世紀のドイツ啓蒙主義哲学において広範に採用されていた。前者は概念、判

断、推理の規則について理論的に論じる部門であり、後者は理論的部門で明らかにされた
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概念、判断、推理の規則を実際の認識において使用する際の効用について論じる部門であ

る。すなわちまだ見出されていない真理の発見やすでに見出されている真理の判定におい

て、これらの規則にしたがってより完全な認識に至る手段を具体的に示す部門である。『ラ

テン語論理学』においてはこの区分に加えて、伝統的な「教授論理学」（ logica docens）

と「実施論理学」（ logica utens）という区分も見出される（ 11）。ヴォルフは「判明な教授

論理学」（ logica artificialis docens）のみが「学」（scientia）として「教えられる」（docere）

のに対して、「すべての実施論理学」は「練達性」あるいは「術」（ars）であり、「教えら

れない」とも述べている（ 12）。後に見るようにこの指摘はカントの論理学思想にも継承さ

れる（ 13）。そして「蓋然性の論理学」が「実践的部門」において論じられているのは、言

うまでもなくこの論理学が発見法の一部だからであり、習熟することで身につく「練達性」

という性格を持つからである。  

 しかしヴォルフは「蓋然性の論理学」の構想を積極的には展開しなかった。ライプニッ

ツの「蓋然性の論理学」の構想は数学的な確率の定理と、仮説が証拠によって支持される

度合いという蓋然性の二つの意味を結合するものであった。確かにヴォルフにおいてもこ

の二つの意味が見い出される。Ｌ．Ｃ．マドンナによれば、ヴォルフの蓋然性にはまず主

観的な蓋然性と客観的な蓋然性の区別がある。主観的な蓋然性は個人的な認識の制約性に

由来する通念を意味する。客観的な蓋然性は本来事物そのものの性質に由来するが、ヴォ

ルフにおいては人間の知性一般に課せられた制約性に由来すると見なされている。客観的

な蓋然性にはさらに二つの意味の区別がある。ひとつは賭けごとの結果の考察において注

目されるような、ある特定の出来事の物理的条件を問題とする「賭博的」（aleatorisch）

な側面。もうひとつは仮説とこれを立証する証拠との関係という「認識論的」（erkenntnis- 

theoretisch）な側面（ 14）。この客観的な蓋然性の二つの側面が、「蓋然性の論理学」におけ

る蓋然性の二つの意味に相当する。しかしヴォルフは『神の認識と創造物の統治における

自然の認識の効用について』と題する小論で、この二つの意味を明確に区別している。  

 

われわれはつねに蓋然性のみを持つ諸命題を、仮説や恣意的な諸命題と混同しては

ならない。というのも、前者は蓋然性の法則にしたがって、他の根拠から導出される

のに対して、後者はたんに、それが真として確定される場合に、経験が教えることが

いかに生じるかが、そこから説明されるのを見いだすがゆえに、想定されるからであ

る（ 15）。 
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ヴォルフによれば不十分に証明された命題は「意見」（opinio）であり、そのひとつが「哲

学的仮説」（hypothesis philosophica）である（ 16）。哲学的仮説は「実際にそうであること

がまだ論証されていない事柄を、弁明のためにあたかもそうであるかのように想定するこ

と」を意味する（ 17）。蓋然的命題においては真理の要件は「部分的な根拠」であったが、

哲学的仮説においては真理の要件は「現象」（phaenomenon）であり、現象を説明する根

拠が仮説のうちに保持される。ある現象に対して仮説が承認されるとき、仮説は蓋然的で

ある。仮説が観察された現象に対立するならば、その仮説は偽である。仮説が真理である

ためにはすべての現象の根拠がそこから説明できなければならないが、その根拠が仮説に

よって明らかではない現象が観察されたら、その仮説は非蓋然的である（ 18）。哲学的仮説

と真理の要件としての現象との間には、一見蓋然的命題と根拠との間に成立する関係と同

様の関係が成立しているように思われる。しかし哲学的仮説においては、われわれは現象

によって事象が「存在すること」（quod）を観察するが、「いかに存在するか」（quomodo）

については「混雑した（confusa）概念」しか持ちえないのである（ 19）。混雑した概念とは

ある事象を他の事象から識別するのに十分な「特色」（nota）を枚挙できない概念であり、

「判明な（distincta）概念」と対をなしている（ 20）。たとえば「赤色」についての概念は

明晰ではあるが混雑している。なぜならわれわれは赤色を他の色から感覚的に区別できる

が、他の色から区別された赤色の特色が何であるかを視覚障害者に説明できないからであ

る。仮説の真理の要件としての現象について混雑した概念しか持ちえない以上、仮説に蓋

然性の法則をそのまま適用することはできない。したがってヴォルフは蓋然性の二つの意

味を明確に区別するのである。  

さらにヴォルフは「論理学の原理に依存する蓋然性」を正当に評価するためには、論理

学のみならず、「存在論や他の哲学の原理に依存する特殊な原理が必要である」（ 21）と述べ

ており、「蓋然性の論理学はその存在論的概念なしには決して論証されえない」（ 22）とも述

べている。しかしヴォルフは蓋然性の評価がこうした原理に依存している側面を必ずしも

明らかにはしていない（ 23）。またヴォルフは「蓋然性の論理学」の原理が発見法の中にあ

ることを指摘しているが、発見法は論理学と混同されてはならず、論理学とは別のところ

に由来する特殊な技法を必要とするのであり、とりわけ存在論が発見法において大きな効

用を持つと述べている（ 24）。しかしヴォルフは発見法の原理が存在論に依存している側面

も明らかにはしていない。このことはヴォルフがライプニッツと比較して、発見法の原理

に基づく「蓋然性の論理学」や「記号結合法」（ars characteristica combinatoria）の構
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想において懐疑的である、という評価に対応すると思われる（ 25）。そこでわれわれはハッ

キングが取り上げた「可能的なものは現実存在を要求する」というライプニッツの思想が

ヴォルフの哲学にあるかどうか、またあるとすればそれはどう解釈されているかを考察し、

ヴォルフにおける蓋然性の哲学的基礎について検討したい。 

 

２．２．  蓋然性の存在論的基礎 

 

２．２．１．  内的可能性と外的可能性の区別 

 

ヴォルフの主要公刊著作を見る限り、ライプニッツのような、「可能的なものが、現実

に存在する以前に、現実存在を要求する」という思想そのものは見いだされない。その代

わり「可能的なもの」が「現実性にも至る」という記述が見いだされる。『ドイツ語形而上

学注解』によれば、「可能的であるもの」の広義の定義は「いかなる矛盾をも含まないもの」

であるが、狭義の定義は「現実性にも至るもの」であり、「この世界において可能的なもの」

である。また前者はその可能性の根拠をそれ自身のうちに見出すがゆえに「内的に可能な

もの」（possibile internum sive intrinsecum）とも称され、後者はそれ自身では現実性に

至ることはできず、外からの原因によって現実性に至るがゆえに「外的に可能なもの」

（possibile externum sive extrinsecum）とも称される（ 26）。確かにヴォルフは、事象の

「存在が規定されること」を、その事象の可能性に「対立（矛盾）しない」という「内的

なこと」とも見なしている（ 27）。しかしヴォルフの哲学において諸事象が存在する可能性

の度合いに差異が認められるのは、「この世界」における現実的原因との関係によって規定

される「外的可能性」についてである（ 28）。 

ヴォルフによれば、ある事象が「外的に可能」である度合いはその内的な本質によって

ではなく、「この世界」における他の「可能的存在者」（ens potentiale）や「現実的存在

者」（ens actuale）との因果関係において決定される。その存在の十分な根拠を現実的存

在者において持つ可能的存在者は、存在に「最も近い可能性」（potentia proxima）のうち

にあると言われ、可能的存在者において持つ存在者は「隔たった可能性」（potentia remota）

のうちにあると言われる。「隔たった可能性」のうちにある存在者は相互に系列をなし、あ

る存在者は「数的な度合いにおいて」他の存在者よりも現実存在に近いと言われる（ 29）。

たとえば「人類が石油を消費する」ことが原因で「地球温暖化」が生じ、「地球温暖化」が
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原因で「極地の氷が溶け、海面が上昇する」とする。「地球温暖化」は「人類が石油を消費

する」ことを直接の原因として起こるが、「極地の氷が溶け、海面が上昇する」ことは「地

球温暖化」という現象を介さなければ起こりえない。そこで前者は後者よりも「隔たった

可能性」のうちにあると言えるだろう。したがってヴォルフにおいて外的可能性の度合い

は「充足根拠律」に基づいて規定されていると言えるであろう。ではこの「外的可能性の

度合い」を蓋然性の基礎として解釈することは可能であろうか。 

 

２．２．２．  仮定的必然性と外的可能性 

 

「可能的なものが現実存在を要求する」というライプニッツの思想においては、事象の

可能性が完全性の度合いによって規定され、その度合いが無矛盾性に基づいて規定される

点に決定論的な難点があった。ヴォルフにおいて外的可能性はどのように規定されている

であろうか。ヴォルフによれば外的可能性には「仮定的必然性」（necessitas hypothetica）

が含まれている。「仮定的に必然的なもの」とは「その反対が与えられた仮定あるいは与え

られたある条件のもとにおいてのみ不可能であるか、矛盾を含むもの」を意味する（ 30）。『世

界論』第 114 節では以下のように述べられている。 

 

外的な可能性はまさしく仮定的な必然性を含んでいる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。外的に可能であるものは、

可視的世界にそれ自身の定められた原因が置かれるがゆえに存在する。しかしある存

在の必然性は物の本質から生じるのではなく、同じ物の系列の中にある他のものの現

実性から生じるから、外的な可能性には仮定的な必然性だけが伴うことは、論証によ

って必然的に帰結できる（ 31）。 

 

先の例で言えば「地球温暖化」は「人類が石油を消費する」事を原因とするが、「石油を消

費する」ことは人類の本質に属することではなく、もし人類が石油よりも先に他のエネル

ギー源を発見していれば、「地球温暖化」も必ずしも起こらなかったであろうし、「極地の

氷が溶け、海面が上昇する」こともまた然りであろう。ヴォルフ自身宿命論に対して、外

的可能性を内的可能性から区別することの重要性を指摘している（ 32）。 

 ところで外的可能性がこの可視的世界における因果系列上に位置を占めるという条件の

下での可能性を意味するとすれば、それが仮定的必然性を含意するのは、この世界以外の
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「可能的諸世界」を前提しているからである。ヴォルフは「内的に可能なもの」がこの世

界で現実態を伴わない場合でも、別の世界で現実態を伴いうると考えている。すなわち「他

の可能的諸世界が存在していて、ここでは現在の世界において現実態を伴うことのない

諸々の可能的なものが現実態に至る」（ 33）のである。ではなぜ他の世界ではなくこの世界が

現実に存在するのであろうか。これに対するヴォルフの解答はライプニッツのそれとまっ

たく一致している。すなわちこの現実的世界があらゆる世界の中で最善の世界であるから

であり、「そこにおいて最大の完全性が見出される」（ 34）世界であるからこそ、神は自らの

意志でこの世界を選択したのである。とすればヴォルフにおいてもライプニッツ同様の困

難があると言わざるをえないのではないだろうか。確かに外的可能性を内的可能性から区

別することは、両者を区別しないスピノザの宿命論に対しては有効である（ 35）。しかしラ

イプニッツの決定論はこうした区別を認めた上でもなお成立しうるのである。ヴォルフに

よれば世界の完全性はあらゆるものが「相互に一致する」ことにおいて、各々の特殊な根

拠が「絶えず一様に普遍的な根拠へと解消される」ことにおいて成立する（ 36）。そして世

界の完全性の度合いはこの一致の度合いによって決定されるのである。したがってヴォル

フにおいても世界の完全性の度合いはやはり無矛盾性に基づいて規定されていると言える

のではないだろうか。その限り神の選択の必然性は限りなく絶対的必然性に近づくであろ

うし、この世界における因果系列上の外的可能性に伴う必然性もまた然りであろう（ 37）。

以上の考察から、ヴォルフの思想において「外的可能性の度合い」を蓋然性の基礎と解釈

することには困難があることが明らかになった。ヴォルフ自身「蓋然性の論理学」の構想

について懐疑的であったのは、こうした存在論的な基礎づけの困難さを自覚していたこと

に拠るものであると言える（ 38）。 

 

２．３．  哲学的方法における蓋然性  

 

 ヴォルフは蓋然性の存在論的基礎づけの困難さを自覚したが故に、「蓋然性の論理学」

を積極的に展開しなかった。しかしこのことによってヴォルフは蓋然性を哲学的にまった

く無意味なものとして排除したわけではない。それはつねに確実な真理を獲得できるとは

限らない人間にとって、真理に到達するために方法論上欠かすことのできない手段を意味

する。哲学は「学」である以上、そこでは確実な原理から正しい推理によって論証しなけ

ればならず、最高の確実性が求められることは言うまでもない。しかし確実な認識とは言



 22 

えないが、その有用性の故に哲学において認められるものがある。それが蓋然的なもので

ある。とりわけ「先行する蓋然的な認識なしには確実な認識が獲得されえない場合」（ 39）

に効力を発揮するのが「哲学的仮説」である。  

ヴォルフによれば哲学的仮説とは「実際にそうであることがまだ論証されていない事柄

を、弁明のためにあたかもそうであるかのように想定すること」（ 40）であった。確かに哲学

的仮説は不十分に証明された「意見」に過ぎない（ 41）。しかし「それによって発見される

べき確実な真理への道が開かれる限りは」（ 42）、哲学的仮説はその存在意義が認められるべ

きである。ヴォルフは『哲学序説』において次のように述べる。  

 

  哲学的仮説においては、われわれが生起するのを観察する事象を弁明することが許さ

れているから、実際にそうであることが知られていないものを、あたかもそうであるか

のように想定する。もしそこから、われわれが生起するのを観察した以上のことが導出

されるなら、仮説以外の方法では決して考えることがなかったであろうようなことを観

察したり、実験によって解明したりする手がかりがそこから得られる。その結果、経験

に矛盾することがそこから帰結するかどうか、われわれは一層確信を持てるようになる。

なぜなら、もしそこから経験に矛盾することが導出されるなら、仮説が偽であることが

明らかになるが、これに対してそれらが経験に合致することが認められるなら、それら

の蓋然性が増大するからである。このようにして、発見されるべき確実な真理への道が

開かれる（ 43）。  

 

天文学においては過去何世紀にもわたってこうした方法によって研究が行われてきた。天  

文学者は惑星の運動について真の理論を直ちに展開することはできなかったが、仮説を考

案し、観察と比較されるものを導出することでこうした理論を探究したのである。そこで

彼らはもし仮説を考案しなければ決して思い浮かぶことのなかったような観察方法を考え

出したり、それによって仮説を改良していく手段を手にしたのであり、ついには確実な真

理へと到達したのである。ヴォルフは哲学においても探究されるべき真理の基礎が推測に

よって設置される場合には、天文学の方法を模倣することが有効であると考えているので

ある。  

 しかし哲学的仮説は「仮説」であって「定説」（dogmata）ではない。哲学的仮説におい

ては実際にその通りであることがまだ証明されていないことを想定するのであるから、そ
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れは確実性からはまだ遠く隔たっている。仮説を哲学において定説と認められている命題

の論証に原理として用いれば、定説を確立するために不確かなものを用いることになる。

したがって「仮説は哲学で定説として認められている命題の論証に原理として関わっては

ならない」（ 44）のである。ヴォルフは哲学的仮説の効用を認めながらも、これを濫用するこ

とを厳しく戒めているのである。  

 ところでヴォルフは確実な「論証」の前提となる命題として、定義、公理、すでに証明

された命題に加えて「疑われていない経験」（experientia indubitata）を挙げていた（ 45）。

これは前三者のみを前提として認めたアリストテレスの論理学の伝統に対するヴォルフの

論理学の顕著な特徴である（ 46）。この「疑われていない経験」とはいかなる経験を意味す

るのであろうか。『ラテン語論理学』第 517 節においてヴォルフは命題の真理性の認識に

ついて、「あるものが主語に属するのを観察する（observare）だけでは、その命題が真で

あることを認識しているとは言えない」（ 47）と述べている。ヴォルフにとって命題の真理と

は「述語が主語に属する」ことであり、述語が主語に属するように「決定する」ものが「根

拠」（ratio）であった（ 48）。そして「命題の真理性を認識する（agnoscere）」ということは

「いかにして主語に含まれるものによって述語が決定されているかを理解する」（ 49）こと、

すなわち「根拠」を理解することに他ならない。たとえば「雪が白い」ことをわれわれは

観察している。その場合われわれは雪の概念の中にそれが白くなるように決定するものが

あることを理解している。しかしそれが何であるかをわれわれはまだ理解していない。し

たがって「いかにして主語に含まれるものによって述語が決定されているか」という「根

拠」を理解していない。自然学者がこれを明らかにするとき、彼はようやくこの命題の真

理性を認識するのである（ 50）。アルントによれば、ヴォルフはここで「雪が白い」という

命題が「真理であること
．．

」と、この命題の「真理への
．．

洞察」とを区別している。前者が「雪

が白い」ことの「事実的な確認」であり、後者がこの命題における主語と述語の関係への

われわれの「合理的な洞察」を意味する。そして前者が「疑われていない経験」に相当す

る。すなわちわれわれはいかにして「雪」という主語に含まれているものによって「白い」

という述語が決定されているかという「真理への
．．

洞察」をまだ行えていないものの、「雪が

白い」という命題が「真理であること
．．

」は、「述語が主語に属することをわれわれが異論の

余地なく観察する場合」すでに確実であるのである（ 51）。したがって「「雪が白い」という

命題が真理であることには疑いはない」（ 52）のである。  

 では「疑われていない経験」はなぜ「疑われていない」のであろうか。ここでわれわれ
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は「疑われていない経験」が「疑われていない」（ indubitata）と言われても、「疑われえ

ない」（ indubitabilis）とは言われていないことに着目しなければならない（ 53）。もし命題

が「疑われえない」のであれば、それは論証的に確実な命題であり、われわれはその反対

が不可能であることを矛盾律にしたがって「証明する」ことができる。これに対して「疑

われていない」命題とはその反対がこれまで一度も成立していないが故に疑われていない

が、われわれはその反対が不可能であることを矛盾律にしたがって「証明する」ことはで

きない。たとえば「空中は投じられた石は地上に落下する」という命題は、その反対がこ

れまで一度も成立していないが故に疑われていないが、われわれはその反対が不可能であ

ることを矛盾律にしたがって「証明する」ことはできず、せいぜい「想定する」ことがで

きるのみである。確かにヴォルフは「疑われていない経験」を蓋然性に算入してはいない。

もし蓋然的な命題が証明の前提であるとすれば、ヴォルフにとってそれは「蓋然的証明」

であって「論証」ではなくなるからである。しかし「疑われていない経験」の反対の不可

能性が「証明」されず、「想定」されるに過ぎないとすれば、むしろそれはヒュームが「知

識」から区別して「広義の蓋然性」と見なした「証明」（proof）の領域に算入されるであ

ろうし（ 54）、後述するクルージウスの「モラーリッシュな確実性」に相当するであろう（ 55）。

したがってわれわれは「疑われていない経験」を「蓋然性の最大限」と見なすこともでき

るであろう（ 56）。  

 ではなぜヴォルフは「疑われていない経験」を「論証」の前提に加えたのであろうか。

その理由はヴォルフの哲学的方法における経験の重視にあると考えられる。確かに経験は

たんなる「事実的認識」として「哲学的認識」や「数学的認識」よりも下位の段階に位置

づけられている。しかし経験はたんに認識の初期段階にのみ位置づけられているのではな

い。『哲学序説』第 26 節においてヴォルフは「あるものが生起しうることを根拠に基づい

て知っており、かつ実験を行うことによってそれと同じものが生起するのを観察する人が

いれば、その人は哲学的認識を事実的認識によって確証（confirmare）している」と述べ

ている（ 57）。「あるものが生起しうることを根拠に基づいて知っている人」は哲学的認識を

持っているが、その人が「それと同じものが生起するのを観察する」ならば事実的認識を

も持っていることになる。すなわちその人は哲学的認識を事実的認識によって「確証する」

のである。ヴォルフによれば「現実に生起することが観察されるものは、それの生起しう

ること自体は疑われえないし、したがってまた事実的認識は一切の疑念を払拭している」

ので、哲学的認識が事実的認識によって確証されるのは明らかである（ 58）。ヴォルフにし
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たがえばわれわれの認識は事実的認識に始まり、哲学的認識を経て、数学的認識において

最高の段階に至るが、その真理性は再び事実的認識によって確証されなければならないの

である。こうした経験の確証機能にこそ、ヴォルフ自身によって「理性と経験の結婚」

（connubium rationis et experientiae ）（ 59）と表現された哲学的方法の要石があると言う

こともできるであろう。蓋然性の存在論的基礎づけを困難にしたのは「偶然性」と「必然

性」という相対立する二つの側面を持つその二義性にあった。しかしこの二義性は「方法

論」にとってはむしろ有利に働いている。なぜなら蓋然性は偶然性とも必然性とも結合す

ることによって理性と経験を橋渡しするのに役立つからである（ 60）。ヴォルフ哲学におけ

る蓋然性の意義は、哲学的認識の「合理性」がたんに理性原理のみならず仮説や経験にも

基づくことを明らかにした点にあると言うことができるであろう。  
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第３章  ランベルトにおける「蓋然性の論理学」の展開  
 

 ライプニッツによって構想され、ヴォルフに継承された「蓋然性の論理学」はヴォルフ

学派のランベルトにおいてひとつの実現された形を見出すことになる。本章ではランベル

トにおける「蓋然性の論理学」とその哲学的基礎について考察する。ランベルトの「蓋然

性の論理学」は 1764 年の主著『新オルガノン』において展開されているが、この論理学

書はその表題が示す通り、ヴォルフやカントの論理学とは異なる極めて特異な性格を有し

ている。われわれはまず『新オルガノン』における蓋然性の意味を概観する。さらにラン

ベルトの「蓋然性の論理学」はヤーコプ・ベルヌーイが『推測法』において展開した蓋然

性の理論に基づいて成立しており、いくつかの学説を共有している。本章では両者の理論

を比較することでその特徴を解明する（１）。  

  

３．１．  『新オルガノン』における蓋然性  

 

３．１．１．  「オルガノン」としての論理学  

 

『新オルガノン』の全体は四部構成で、第１部「思考法則論」（Dianoiologie）では認識

及び学問的証明の論理的形式が、三段論法を主軸とする推理形式において探究される。第

２部「真理論」（Alethiologie）では第１部で考察された推理形式とその内容となる「単純

概念（基本概念）」との結合が論じられる。第３部「記号論」（Semiotik）では概念及びそ

の 結 合 の 表 現 方 法 と し て の 記 号 の 探 究 が 行 わ れ る 。 そ し て 第 ４ 部 「 仮 象 論 」

（Phänomenologie）（２）においては、先行する部分で考察された原理を実際に人間の知覚

認識に適用する際に生じる「仮象」（Schein）の探究を通して、誤謬を避け真理を獲得す

る方法が明らかにされる。「蓋然的なもの」の考察はこの「仮象論」の第５章を占める。し

たがって『新オルガノン』は論理学書であるが、ランベルトはヴォルフのように理論的論

理学と実践的論理学、あるいは教授論理学と実施論理学という区分をしていない。その理

由はこの著作を「オルガノン」と命名したランベルトの方法論的意図に関係している（３）。

元来オルガノンとは機関や道具を意味する。ランベルトは「序文」で自らの著作をアリス

トテレスとベーコンのオルガノンを引き継ぐものと位置づけている（LP.Ⅰ , Vorrede）。ア

リストテレスにとって論理学がオルガノンであるのは、三段論法に代表される「証明」の
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機能に学問研究の道具としての意味を見出したからであった。これに対しベーコンにとっ

て論理学がオルガノンであるのは、帰納法に代表される「発見」の機能に学問研究の道具

としての意味を見出したからであった。ランベルトのオルガノンはこの両者が一体となっ

た機能すなわち「証明的発見」に学問研究の道具としての意味を見出そうとするものなの

である（４）。  

ランベルトは第１部「思考法則論」第 249 節で、「結論が推理によって証明される」こ

とと、「結論が推理によって発見もしくは産出される」こととは「一緒のこと」であるとし、

その相違は「結論に対する前提を探求したか、前提によって結論に導かれたか」にのみあ

ると述べている（LP.Ⅰ , S.154）。のみならずランベルトは「推理は証明にのみ役立つ」と

考える学者に対して、証明よりも発見のために推理を用いる方が「はるかに自然である」

とも言う。なぜなら「証明においては結論が真であるかどうかをすでに知っていなければ

ならない」からであり、真理の「発見が先行する」からである（LP.Ⅰ , S.154-5）。したが

ってランベルトのオルガノンはその最も理論的な部分においても、すでに発見という実践

的な機能が働いている。ランベルトは「序文」において、オルガノンの本質について次の

ように述べる。  

 

 オルガノンの本質は、それが人間的認識のあらゆる部分に、したがってあらゆる学問

に適用されうるところにある。そして人が後に留まることを望まないならば、その使用

において技能
．．

（Fertigkeit）を獲得するに違いないところにある。したがって私は、オ

ルガノンが個別の場合や諸部分に適用されるところでは、解明に役立つ実例を諸学問か

ら引き出さずにはいられなかったのである（LP.Ⅰ , Vorrede）。  

 

ランベルトはオルガノンの本質がたんに思考の規則の解明に留まるのではなく、それを実

際に認識や学問において適用するところにあると考えているのである。すなわちランベル

トの意図は「普遍数学」をモデルとする確実な知識獲得の方法の探究にあり、具体的には

数学の方法を哲学に適用するための様々な条件を探求することにあるのである（５）。そし

てその中でも「仮象論」はその適用において生じる仮象を探究することで、誤謬を避け真

理を獲得する方法が明らかにされる最も実践的な部門であると言えるであろう（６）。ラン

ベルトの「蓋然性の論理学」はまさにこの「仮象論」において展開されているのである。  
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３．１．２．  「論理的仮象」としての蓋然性  

 

ランベルトによれば仮象とは「真と偽の中間物」である。この仮象のために「そう見え

る」ところのものが「実際にそれである」ところのものと取り違えられるのである。ラン

ベルトは「仮象論」において、この仮象を感性的仮象、心理学的仮象、道徳的仮象に区別

する。これらの仮象はその源泉から主観的仮象、客観的仮象、（主観と客観の）関係的仮象

にも分類されるが、いずれにせよ認識主観と客観との間において何らかの仕方で生じると

いう点では一致している。ところでランベルトはこれらの仮象とは別に「蓋然的なもの」

をも仮象の一種と見なしている。しかし蓋然的なものは他の仮象と比較して、きわめて特

異な性格を有している。「仮象論」第 30 節でランベルトは次のように述べている。  

 

蓋然的なものは仮象の一つの限定された種であり、しかもきわめて特殊な種であるの

で、この（蓋然的なものの）論理学は仮象論の中で単独の、そしてきわめて特殊な部分

を形成する。蓋然的なものはある命題の他の真なる、あるいはたんに蓋然的な諸命題へ

の不十分な数の関係のうちにある。これらの関係は総括されて、そこから見れば命題が

ある度合いにおいて蓋然的である側面
．．

を形成する。他の側面から見れば命題は偽である

ように見えるので、蓋然性が優勢であるかあるいは非蓋然性が優勢であるかどうかとい

う、度合いの比較あるいは根拠と反対の根拠との比較が重要であるだろう（LP.Ⅱ , S.234. 

括弧内は論者が補った）。  

 

蓋然的なものが「きわめて特殊な仮象の一種」であるのは、それが他の仮象のように認

識主観と客観との間において生じるのではなく、「ある命題の他の命題への関係」において

生じることに由来する。ある命題が他のある命題との関係においては真と見なされるが、

別のある命題との関係においては偽と見なされる場合、真偽はある命題そのものにおいて

ではなく、各々の命題との関係という「側面」（Seite）において成立しているに過ぎない。

蓋然的なものがこうした命題の「真偽の決定不可能性」という事態を表しているとすれば、

それが真と偽の中間物である仮象の一種であることは明らかである。  

ランベルトは「仮象論」第 151 節以下で「蓋然的なもの」の概念を詳細に分析している。

この概念は第一に「賭け事」を意味する。それは「事象の本質にしたがってそれが起こる

ことを期待できるもののことであり、にもかかわらずその反対が起こることも不可能では
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ない」（LP.Ⅱ , S.321）ものを意味する。その前提になっているのは、すべての事象は各々

独立には同一の可能性を有するという「等確率」の原理である。蓋然性は同一に可能な場

合の総数に対する当該事象が起こる場合の数の割合を意味し、ア・プリオリに規定される。

ところで賭け事を無限に続ける場合、蓋然性はア・ポステリオリにも規定される。この場

合、蓋然性は当該事象が起こる場合と起こらない場合の数の合計に対する起こる場合の数

の割合を意味する。これがこの概念の第二の意味である。  

しかしランベルトが最も重視するのは第三の、「推理」における蓋然性である。われわ

れが、ある物事がある原因もしくは根拠から必然的に生じることを理解する場合、この根

拠－帰結関係は確実である。しかしこの物事が生じる原因が複数考えられる場合、この根

拠－帰結関係は不十分であり、われわれは蓋然性のある度合いにのみ到達できる。逆にわ

れわれは原因を「仮説的に」（hypothetisch）想定し、そこから結果を導出する。この推理

法は一種の「帰納法」（Induktion）であり（LP.Ⅱ , S.329）、ランベルトはこれを三段論法

の推理形式に置き換えて考察している。そこで仮説と見なされるのは物事ではなく命題で

あり、命題の真理性が帰結からどれほど証明されるかが問題となる。たとえば「A は B で

ある」という命題を仮説とし、概念 A、B の徴表（Merkmal）をそれぞれ「A は C,D,E,F

…である」、「B は  C,D,E,F…である」とする。今 C,D,E,F…が概念Ａ、Ｂに固有の徴表で

あるとするならば、これを M に置き換え、仮説と見なされる命題を小前提として「B は M

である。A は B である。ゆえに A は M である。」という推理が成立する。この仮説を証明

するためには大前提を換位して「M は B である。A は M である。ゆえに A は B である。」

と変形すればよい（７）。この場合「A は B である」は確実な命題と言える。しかしもし C,D,E,F

…が概念 B 以外の概念の徴表となる可能性があるとすれば、それは確実ではなく「蓋然的

な」命題となる。ランベルトはこの蓋然性の計算が「賭け事の理論」に還元されると言う

（LP.Ⅱ , S.338）。すなわち、C,D,E,F…という徴表が各々独立した同一の可能性を持つ物

事と見なされており、この場合の蓋然性はこれらの徴表の総数に対する、概念 B に帰属す

る徴表の数の割合ということになるのである。  

このようにランベルトは蓋然性を推理において命題間に生じる「論理的仮象」として解

釈しており、これは今日の論理的解釈に相当する（８）。ランベルトによれば三段論法の推

理における蓋然性の計算で問題となるのは、推理全体の蓋然性である結論の蓋然性をどう

表すかということである。ランベルトは「仮象論」第 187 節以下でこの問題に取り組んで

いる。たとえば A を主語、B を述語、C を A に属するある個体とする。大前提を「3/4A は
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B である」、小前提を「C は A である」とするならば、大前提はすべての A うちの 3/4 が

述語 B を所有することを意味する。小前提においてはある個体 C が A に所属することが

わかっているが、それが述語 B を所有する 3/4A に所属するか、述語 B を所有しない 1/4A

に所属するかはわかっていない。ただし 3/4A が述語 B を所有することが大前提から明ら

かであるので、個体 C が述語 B を所有する蓋然性は 3/4 となる。これを「C は 3/4B であ

る（C ist 3/4B）」と表すと分数は述語 B に付加され、「個体 C は確実に 3/4B である」と

いうことになる。そうではなく、ここでは「C が B である
．．．

」可能性が「C が B でない
．．．

」可

能性よりも３倍大きいということが表されなければならない。つまり蓋然性を意味する分

数は「である」という「繋辞」に付加されるべきである。ランベルトはこれを「C は B 3/4

である（C 3/4ist B）」と表すのである（LP.Ⅱ , S.359）。こうした蓋然的な推理についてラ

ンベルトは三段論法の格式にしたがった詳細な分析を試みており、そこには「非加法的蓋

然性」という独自の理論も現れている。以下ではこの蓋然性について、ヤーコプ・ベルヌ

ーイの理論との比較によって解明する。  

 

３．２．  「非加法的蓋然性」を巡る展開  

―ヤーコプ・ベルヌーイとの比較（１）  

 

３．２．０．  問題の所在  

 

Ｇ．シェーファーによれば、ラプラスによって集大成された「古典的確率論」はほとん

どが「互いに排反である事象の確率を加算した合計は１である」という「加法的蓋然性（確

率）」（additive probability）の理論であるが、二人の数学者（哲学者）が例外的に合計が

１にならない「非加法的蓋然性」（non-additive probability）の理論を展開している。そ

れはヤーコプ・ベルヌーイとランベルトである（９）。彼らに共通しているのは、確率論を

推理に適用する「蓋然性の論理学」を展開していることである。この論理学は裁判の証言

や信念の信憑性の度合いを「数学的に」評価することでこれらに合理的な根拠を与えるこ

とを意図していたが、当初からその評価方法についての困難をも抱えていた。例えばアカ

デミー版カント全集の中のイエッシェ編集の『論理学』では、「蓋然性の論理学」は「不十

分な根拠が十分な根拠に対して持つ関係を数学的に考量できない」が故に不可能である、

というカントの批判が見出される。彼によれば哲学的認識においては数学的認識のように
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蓋然性の諸要素を「数値化する」（numeriren）ことができず、たんにその「重みを量る」

（ponderiren）ことができるのみである（ 10）。「数値化する」とは十分な根拠が与える確実

性を尺度（＝１）として、これとの比較において不十分な根拠が与える蓋然性を確定する

ことだが、哲学的認識においては不十分な根拠を十分な根拠とではなく、「反対する不十分

な根拠」と比較するだけで一定の尺度が存在せず、その「重みを量る」ことしかできない

のである。非加法的蓋然性の問題は、まさしくこの二つの評価方法の間に存在する。すな

わちあらゆる蓋然性は「数値化」できるか、もし不可能であるとすれば論拠の「重みを量

る」ことはいかにして可能であるか、という問題である。本節ではこの問題をヤーコプ・

ベルヌーイとランベルトの理論において考察し、その歴史的・現代的意義を問う。  

 

３．２．１．  ヤーコプ・ベルヌーイにおける蓋然性の概念  

 

ヤーコプ・ベルヌーイの主著『推測法』（Ars Conjectandi）は彼の死後 8 年たった 1713

年に出版された未完の大著であり、数学史においてはしばしばこの時代の確率論形成のマ

ニュフェストとみなされる重要な著作である。全体は４部構成で、第１部はホイヘンスの

論文『骰子遊びにおける計算について』の再録とその註釈、第２部は順列と組合せの理論、

第３部は偶然ゲームに関するさまざまな解法、そして第４部は「政治的・道徳的・経済的

なことにおける前述の理論の効用と応用」と題されるが、その内容は「確実性」「蓋然性」

「偶然性」といった概念の分析、知識と推測についての説明、さまざまな論拠に基づく推

測法とその蓋然性の計算、ア・プリオリな蓋然性とア・ポステリオリな蓋然性の区別など

からなっており、著名な「大数の法則」に関する記述もこの部分に収められている。  

ベルヌーイは『推測法』第４部第１章で蓋然性の概念について考察する。彼によれば、

第一に蓋然性は「確実性の度合い」（gradus certitudinis）である。確実性には「客観的確

実性」と「主観的確実性」がある。前者は「それ自身において確実なことであり、物事が

現在もしくは未来において実際に存在することのみを示す」（WB.3, S.239）が、後者は「わ

れわれとの関係において確実なことであり、物事が実際に存在することに関して、われわ

れの認識の基準のうちに存する」（ebd.）。それは「すべてにおいて同一というわけではな

く、より多いとか、より少ないとかいうように多様に変化する」（ebd.）のであり、その基

準は「ある物が存在する、存在するであろう、存在したということがより多くの、あるい

はより少ない蓋然性を持つことに応じて、大きくなったり、小さくなったりするより不完
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全な基準」（ebd.）である。蓋然性が確実性の度合いであるのは、こうした「主観的確実性

の度合い」という意味においてである。  

 第二にベルヌーイはこの確実性の度合いを「数値化する」ことが可能である、と考えて

いる。これについてベルヌーイは次のように述べる。  

 

したがって蓋然性とは確実性の度合いであり、部分が全体から区別されるように、確

実性から区別される。たとえば a あるいは 1 で示される完全で絶対的な確実性が 5 つの

蓋然性あるいは部分から成り立っていると想定し、そのうちの 3 つがある出来事の現在

のあるいは未来の生起を支持し、残りがその反対を支持するとすれば、この出来事は

3/5a あるいは 3/5 の確実性を所有する（ebd.）。  

 

すなわち確実性は部分に分割可能な全体であり、確実性を 1 とすればその部分である蓋然

性は分数によって表される。蓋然性はあらゆる起こりうる場合の総数に対する当該の物事

が起こる場合の数の比を意味し、その前提になっているのは、すべての物事は各々独立に

は同一の可能性を有するという「等確率」の原理である。  

 ところでベルヌーイによればわれわれは確実で疑いえないものを「知る」（ intelligere）

と言い、そうでないものを「推測する」（ conjicere）と言う。そして物事を推測するとい

うことはその「蓋然性を測定する」ことに他ならない（WB.3, S.241）。したがってわれわ

れが判断や行為において、より確実な、より理にかなった選択を行う目的で物事の蓋然性

を測定する術を「推測法」（ars conjectandi）と称するのである。この推測法こそベルヌ

ーイの「蓋然性の論理学」に他ならない。そして蓋然性は論拠の「数」（numerus）によ

って評価されると同時に「論拠の重み」（pondus argumentorum）を量ることによっても

評価される（ebd.）。ベルヌーイはこの「論拠の重み」を「証明する力」（vis probandi）

とも解している（ 11）。したがって、「蓋然性の論理学」とは物事の蓋然性を、「論拠の数」

や「論拠の重み＝証明する力」を量ることによって評価する術ということになるであろう。

次にベルヌーイの「蓋然性の論理学」における非加法的蓋然性について考察する。  
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３．２．２．  ヤーコプ・ベルヌーイにおける非加法的蓋然性  

 

ベルヌーイは『推測法』第４部第３章で｢論拠｣(argumentum)の二つのあり方を区別す

る。一つは論拠が「存在する」(existere)というあり方であり、今一つは論拠が「証示する」

（ indicare）というあり方である。前者においては論拠そのもののあり方が問われ、後者

においては論拠とその帰結との関係が問われる。そして各々のあり方が「偶然的」である

か、「必然的」であるかによって、次の三つの場合が起こりうる（WB.3, S.243）。①論拠

が偶然的に「存在し」、必然的に「証示する」場合。②論拠が必然的に「存在し」、偶然的

に「証示する」場合。③論拠が偶然的に「存在し」、偶然的に「証示する」場合。例えば私

の兄が長期間音信不通のままであるとし、死、怠惰、仕事という三つの論拠があるとしよ

う。まず死という論拠は兄が生存中とも考えられるから、偶然的に｢存在する｣。しかし死

ねば必ず手紙は書けないから、必然的に｢証示する｣。次に怠惰という論拠は私が兄は怠惰

であると知っているから、必然的に｢存在する｣。しかし怠惰が手紙を書くことを妨げない

場合もあるから、偶然的に｢証示する｣。そして仕事という論拠は兄が仕事中であるともな

いとも考えられるし、仕事は必ずしも手紙を書くことを妨げないから、偶然的に｢存在し｣、

偶然的に｢証示する｣（WB.3, S.243-4）。ベルヌーイは、これらの論拠が与える蓋然性は「賭

け事に参加する人の分け前」のように計算されると述べており（WB.3, S.244）、数学的確

率をモデルとしていることは明らかである。以下では上述の三つの場合についての計算を

検討する。  

 

①  論拠が偶然的に「存在し」、必然的に「証示する」場合。  

論拠が「存在すれば」ある物事を必然的に「証示する」（＝１）が、「存在しない」場合

いかなる物事をも「証示しない」（＝０）から、この論拠が与える蓋然性は論拠が「存在す

る」蓋然性に等しい（ebd.）。先の例で言えば、兄の死という論拠が「存在する」ことによ

って兄の音信不通を「証示する」蓋然性ということになる。ところでベルヌーイはこの論

拠が与える反対の蓋然性を考慮していない。これは論拠が「存在しない」が「反対を証示

する」場合で、先の例で言えば、兄の死という論拠が「存在しない」場合に兄が手紙を書

くことを「証示する」蓋然性ということになる。しかしこうした論拠の不在だけでは兄が

手紙を書くことを証明できないから、実際の蓋然性は０になる。したがってこの論拠が与

える蓋然性の合計は論拠が「存在する」蓋然性に等しくつねに１より小さくなり、「非加法
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的に」計算されるのである。  

 

②  論拠が必然的に「存在し」、偶然的に「証示する」場合。  

この論拠は必然的に「存在する」（＝１）から、ある物事を「証示する」蓋然性自体に

影響はない。しかしこの論拠は「混合した論拠」（argumentum mixtum）である。「混合

した論拠」とは他の場合にその物事の「反対を証示する」論拠である（ebd.）。したがって

この論拠はある物事を「証示する」以外の場合において、その物事の「反対を証示する」

のである。先の例で言えば、怠惰という論拠が「存在する」ことによって音信不通を「証

示する」蓋然性と、怠惰でも手紙を書くという「反対を証示する」蓋然性との合計は１で

あり、「加法的に」計算される。  

 

③  論拠が偶然的に「存在し」、偶然的に「証示する」場合。  

①よりこの論拠が「存在し」ある物事を「証示する」蓋然性は、論拠が「存在しない」

場合にはいかなる物事も「証示しない」（＝０）から、論拠が「存在する」蓋然性とある物

事を「証示する」蓋然性の積に等しい。また論拠が「存在し」、その物事の「反対を証示す

る」蓋然性は、 論拠が「存在する」蓋然性とその物事の「反対を証示する」蓋然性の積に

等しい。（WB.3, S.245）。②よりある物事を「証示する」蓋然性とその物事の「反対を証

示する」蓋然性の合計は１であるから、この論拠が与える蓋然性の合計は論拠が「存在す

る」蓋然性に等しい。先の例で言えば、仕事という論拠が「存在し」手紙を書かないこと

を「証示する」蓋然性と、仕事という論拠が「存在しても」手紙を書くという「反対を証

示する」蓋然性の合計は、仕事という論拠が「存在する」蓋然性に等しくつねに１より小

さくなり、「非加法的に」計算されるのである。  

 

以上の考察から、①と③のように論拠が「偶然的に存在する」場合に蓋然性の合計が１

よりも小さくなる非加法的蓋然性が生じる事になる。論拠が「偶然的に存在する」ことに

よって蓋然性の合計が１よりも小さくなるのは、論拠が「存在する」場合にはある物事を

「証示する」としても、「存在しない」場合にはいかなる物事も「証示せず」、したがって

その物事の「反対をも証示せず」、その蓋然性は０になるからである。このようにある場合

には物事を証明するが他の場合にその反対の物事を証明しない論拠をベルヌーイは「純粋

な論拠」（argumentum purum）と称している（WB.3, S.244）。確かにベルヌーイ自身は
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「純粋な論拠」が非加法的蓋然性を与えることを自覚的に論じてはいない。しかし加法的

蓋然性の理論において前提とされる事象の排反性がベルヌーイの「純粋な論拠」に適用で

きないことは明らかである。こうした非加法的蓋然性の理論を自覚的に展開したのがラン

ベルトである。  

 

３．２．３．  ランベルトにおける非加法的蓋然性  

 

ランベルトは「仮象論」第 192 節で、大前提と小前提の両方が条件付きである推理を第

一格の格式にしたがって展開する。大前提を「3/4A は B である」、小前提を「C は 2/3A

である」とすると、結論は「C は B1/2 である（C 1/2ist B）」となる。これに基づいて第

193 節で大前提を否定命題としたときの推理を展開する。すなわち大前提を「1/4A は B で

はない」とし、小前提を「C は 2/3A である」とすると、結論は「C は B1/6 ではない（C 1/6ist 

nicht B）」となる。ところで第一格の推理には「小前提は肯定命題でなければならない」

という規則がある。ランベルトはもし小前提が否定的であるとすると、「結論がいかなる外

観を呈するかは未規定のままである」（LP.Ⅱ , S.362）と言う。小前提を「C は 1/3A では

ない」という否定命題にすることができないのは、もし個体 C が残りの 1/3 の A の属性の

うち一つでも持たないことがわかれば、それは「C は 1/3A ではない」ではなく、たんに

「C は A ではない」ということを意味するに過ぎず、したがって個体 C が述語 B を所有

するかどうかは規定できず、推理自体が成り立たなくなるからである（ 12）。すなわち「わ

れわれは、小前提が結論の蓋然性に影響をもつ場合には、推理形式とその規則にしたがっ

て規定される結論の蓋然性の部分のみを見出す」（ebd.）のである。  

以上のことから 1/2 の場合において結論が肯定されるのに対して、1/6 の場合において

否定され、両者の合計は 2/3 となり１にはならない、ということが明らかとなる。ランベ

ルトは「残りの 1/3 の場合においては、結論が全体的あるいは部分的に肯定か否定かはま

ったく未規定のまま残されている」（ebd.）と述べている。この未規定性の原因は、一つは

われわれが小前提において個体 C が主語 A の属性の 2/3 を有することはわかっているが、

残りの属性を有するかどうかについては未知である、ということにある。この未知性はベ

ルヌーイの「純粋な論拠」がある場合にはある物事を証明しても、他の場合にそれと反対

の物事を証明しないことによって生じる未知性に通じるところがある。しかしランベルト

はさらにその原因が、「小前提の否定はいかなる結論をも導かない」というこの推理に固有
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の性質にあることを指摘している。この指摘はベルヌーイにはないランベルトの特徴であ

り、シェーファーはこれをより根本的な原因と見なしている（ 13）。ランベルトはこの未規

定性の原因が三段論法の推理規則にあることを示したのである（ 14）。したがってランベル

トの「蓋然性の論理学」は三段論法と「賭け事」をモデルとする数学的確率の理論とを結

合することによって、ベルヌーイよりも一層非加法的蓋然性の理論を先鋭化した、と言え

るだろう。しかしこうした非加法的蓋然性の理論は確率論史全体の中でいかなる意味を持

つであろうか。  

 

３．２．４．  ケインズの確率論と非加法的蓋然性  

 

 ラプラスによって集大成された古典的確率論の重要な原理の一つが「互いに排反である

事象の確率を加算した合計は１である」という「加法性」にあり、この原理がその後の確

率論の展開の枠組みを規定したことは、数学史上周知のことである。さらにこうした確率

を推理に適用する試みはその後幾人かの数学者（哲学者）によって行われたが（ 15）、ベル

ヌーイやランベルトの非加法的蓋然性の理論を継承し展開した者は皆無に等しいという事

実を踏まえるならば、このような理論は確率論の形成期に一時的に生じた歴史的産物に過

ぎない、という評価もやむなしという感がある。確かにベルヌーイは蓋然性が「論拠の重

みを量る」ことによっても評価される、と述べている。しかしその評価を有限個の総数か

ら成る「賭け事」のモデルではなく、Ｌ．Ｃ．マドンナが指摘しているような「普遍数学」

のモデルにしたがって行うまでには至らなかったと言わざるをえない（ 16）。すでに見てき

たとおり、ベルヌーイは明らかに賭け事のモデルに基づく「数値化」を志向しており、ラ

ンベルトに至ってはこれを三段論法と結合することを意図しているのである。  

 しかし非加法的蓋然性の理論が命題間には未規定の部分があることを明らかにしたこと

も事実である。すなわち数学的な賭け事のモデルにおいては、ある物事が起こる蓋然性が

規定されると同時にその反対の物事が起こる蓋然性も規定された。しかしベルヌーイは「純

粋な論拠」がある物事を証明しても他の場合にその反対の物事を証明しないことを示し、

ランベルトは三段論法の推理規則が妥当する範囲内でのみ結論の蓋然性が規定可能である

ことを示した。このように蓋然性が数学的な規則のみならず、論拠の性質や推理規則にし

たがって評価されることを明らかにしたことは両者の功績と言えるだろう。  

今日においても確率の解釈は決して一義的ではない。確率を知識や信念の信憑性の度合
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いと見る「認識論的な」解釈は「主観説」や「論理説」に継承され、客観的・物質的世界

の性質と見る「客観的な」解釈は「頻度説」や「傾向説」に継承されている（ 17）。その中

には必ずしも数値化や加法性を前提としない学説も存在する。例えばケインズは命題間に

は数値化されない確率関係が存在することを指摘している。彼は以下の四つの場合を区別

する。①確率関係が全く存在しない場合。②共通の尺度が不在で一つの系列における度合

いとして数量的に測定できない場合。③共通の尺度は存在するが未知の部分が残る場合。

④すべての確率が共通の尺度によって数値的に規定可能な場合（ 18）。この区分にしたがえ

ばベルヌーイやランベルトの非加法的蓋然性はさしあたり③に該当するであろう。ところ

がケインズは②の場合にも確率関係が成立すると主張する。彼によればこの場合蓋然性は

不可能性と確実性の「オーダー」の中に位置づけられている。そのオーダーの中での大小

は、色における「より青い」「より緑色である」といった、その程度の大小を数量的に規定

できないものになぞらえることができる。われわれがある物を「より青い」と言うときに

は、それが他の物より青さを量的に多く持っているのではなく、「ある色がその色のオーダ

ーの中でひとつの位置を占めており、それは比較されているもうひとつの色よりも標準的

な色に近い」と見なしているのである（ 19）。ケインズは蓋然性が数量に還元されない質的

関係においても成立することを示したと言えよう。  

またシェーファーは非加法的蓋然性の理論が「確率の限界」（probability bounds）の理

論として復活していると言う（ 20）。たとえばわれわれがある事象と他の事象の確率をそれ

らがいかなる頻度で起こったかという基準で比較するとしよう。そのためにはこれらの事

象が完全に同質的であり、頻度という「数値」によってのみ比較可能であることが前提と

される。しかしわれわれが眼にする自然現象や社会現象は極めて多様である。たとえば 65

歳以上の死亡率は災害や疫病の流行によって変化し、常に同一の比率で保険金の額を決定

することは不可能である。確率を頻度だけによって確定しようとすれば、この死亡率はわ

れわれには不可知ということになる。そこでこの比率がある決まった値ではなく、ある値

を上限・下限とする一定の範囲内にあると見なすのが「確率の限界」という考え方である。

この理論は決して数値化を放棄するのではなく、数値化を前提としつつも現象間の質の相

違をも考慮に入れており、また加法性が決して不動の前提ではないことも暗示していると

言えよう。われわれはこのような理論にベルヌーイやランベルトの非加法的蓋然性の理論

の現代的意義を確認できるであろう。  
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３．３．  異種的な論拠の「組合せ」を巡る展開  

―ヤーコプ・ベルヌーイとの比較（２）  

 

３．３．０．  問題の所在  

 

 ライプニッツによって構想された「蓋然性の論理学」は当初から証言や信念の信憑性を

「数量的に」評価することについての困難を抱えていた。たとえばアカデミー版カント全

集の中のイエッシェ編集の『論理学』では、蓋然性の諸要素は数学的認識においては同種

的であるので数量的に比較できるが、哲学的認識においてはそうした諸要素が異種的であ

るために蓋然性の評価自体が不可能である、というカントの批判が見出される（ 21）。推理

において組み合わされた異種的な論拠の蓋然性をいかに評価するか、という問題はカント

の批判を待つまでもなく、当の「蓋然性の論理学」の提唱者達にとってきわめて重要かつ

困難な問題であった。こうした論拠の「組合せ」（combination）の問題に積極的に取り組

んだのがヤーコプ・ベルヌーイとランベルトである（ 22）。本節の目的はランベルトのベル

ヌーイ批判の検討を通してこの問題に対する取り組みの一端を明らかにし、その現代的意

義を問うことにある。  

 

３．３．１．  ヤーコプ・ベルヌーイにおける異種的な論拠の組合せ  

 

 ヤーコプ・ベルヌーイは『推測法』第４部で、蓋然的な推理における「純粋な論拠」と

「混合した論拠」という異種的な論拠の組合せの問題に取り組んでいる（WB.3, Ｓ .244-7）。

「純粋な論拠」とはあることを証明するが他の場合にそれと反対のことを証明しない論拠

であり、「混合した論拠」とはあることを証明するが他の場合にそれと反対のことを証明す

る論拠である。ベルヌーイは次のような例を挙げる。ある人が雑踏の中で刺され、目撃者

が犯人は黒い外套を着ていたと証言したとする。もしグラックスと他の３人の男が黒い外

套を着ていたら、黒い外套はグラックスが犯人であることの「混合した論拠」である。な

ぜなら犯行がグラックス自身による場合には黒い外套は彼の罪を証明するが、他の３人の

中の一人による場合には必然的にグラックスの無罪が証明されるからである。もしグラッ

クスが話を聞いて顔面蒼白になったら、それはグラックスが犯人であることの「純粋な論

拠」である。なぜならもし彼が罪の意識から顔面蒼白になったら、それは彼の罪を証明す
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るが、他の理由で顔面蒼白になったとしても、それは彼の無罪を証明するわけではない（も

ちろん罪も証明しない）からである（WB.3, S.244）。  

ベルヌーイはまず「純粋な論拠」同士の組合せについて論じる（WB.3, S.245-6）。ある

「純粋な論拠」があることを証明する蓋然性は、総数を a、証明する場合を b、証明しな

い場合を c とすると、 a
b = a

ca− となる。他のもう一つの「純粋な論拠」があることを証明す

る蓋然性は、総数を d、証明する場合を e、証明しない場合を f とすると、 d
e = d

fd−
となる。

これら２つの「純粋な論拠」の組合せによってあることが証明される蓋然性は、一方の論

拠が何も証明しない場合にも別の論拠があることを証明するので、  

a
ca− × d

fd−
＋ a

c × d
fd−
＋ a

ca− × d
f
＝ ad

cfad−
＝１－ ad

cf

 
となる。さらにこれに総数を g、証明する場合を h、証明しない場合を i とする「純粋な論

拠」が加わると、これら３つの論拠の組合せによってあることが証明される蓋然性は、  

g
ig−
×（１－ ad

cf
）＋ g

i ×（１－ ad
cf

）＋ g
ig−
× ad

cf
＝ adg

cfiadg−
＝１－ adg

cfi  

となる。  

次にベルヌーイは「混合した論拠」同士の組合せについて論じる（WB.3, S.246）。第１

の「混合した論拠」があることを証明する場合を b、第２の論拠が証明する場合を e、第

３の論拠が証明する場合を h とし、各々の論拠が反対を証明する場合を c、f、i とすると、

第１の論拠によってあることが証明される蓋然性とその反対が証明される蓋然性の比は

b：c である。同様に第２の論拠による蓋然性の比は e：f、第３の論拠による蓋然性の比は

h：i である。これらの「混合した論拠」の組合せによってあることが証明される蓋然性と

その反対が証明される蓋然性の比は beh：cfi である。したがってこれらの論拠の組合せに

よってあることが証明される蓋然性は cfibeh
beh
+ 、その反対が証明される蓋然性は cfibeh

cfi
+ である。

ここでベルヌーイは bfh や cei といった組合せを考慮の外においているが、これは「混合

した論拠」同士の組合せにおいては、あることが証明されると同時に別の論拠によって反

対のことが証明される事態はありえないということを意味している。  

最後にベルヌーイは「純粋な論拠」と「混合した論拠」の組合せについて論じる（ebd.）。

上述のように３つの「純粋な論拠」の組合せによってあることが証明される蓋然性は、１

－ adg
cfi

＝ adg
cfiadg−

である。あることを証明する場合が q、反対を証明する場合が r の「混合し

た論拠」とあることを証明する場合が t、反対を証明する場合が u の「混合した論拠」と

の組合せによってあることが証明される蓋然性は ruqt
qt
+ となり、また反対が証明される蓋然

性は ruqt
ru
+ となる。今上記の３つの「純粋な論拠」と、２つの「混合した論拠」の組合せに
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よってあることが証明される蓋然性を考えると、以下の３つの場合が想定される。  

①「純粋な論拠」と「混合した論拠」が両方ともあることを証明する場合。  

②「純粋な論拠」があることを証明し「混合した論拠」がその反対を証明する場合。  

③「純粋な論拠」が何も証明しないが、「混合した論拠」があることを証明する場合。  

これら３つの場合を合計すると、  

  adg
cfiadg−

× ruqt
qt
+ ＋ adg

cfiadg−
× ruqt

ru
+ ＋ adg

cfi
× ruqt

qt
+ ＝ adg

cfiadg 1)( ･−
＋ )( ruqtadg

cfiqt
+ ＝ )(

)()(
ruqtadg

cfiqtruqtcfiruqtadg
+

++−+
＝

)(
)(
ruqtadg

cfiruruqtadg
+
−+

＝１－ )( ruqtadg
cfiru

+  

となる。ベルヌーイの蓋然性の計算の特徴は、上述の②からも明らかなように、「純粋な論

拠」があることを証明し「混合した論拠」がそれと反対のことを証明する場合にも、ある

ことが証明される蓋然性が保持される、と考えている点である。これに対してランベルト

は、こうした異種的な論拠が対立する場合にはあることが証明される蓋然性が０になると

して、ベルヌーイの主張を批判している。次にこの批判を考察してみよう。  

 

３．３．２．  ランベルトのベルヌーイ批判  

 

ランベルトは『新オルガノン』第４部「仮象論」第 237 節で二人の証人の組合せによる

「信憑性」（Glaubwürdigkeit）の計算に取り組んでいる（LP.Ⅱ , S.398-9）。彼は a を真、

e を偽、u を真偽が不明の要素とし、10a＋3u＋1e という式で表される証人の信憑性と 12a

＋5u＋2e という式で表される証人の信憑性とを組み合わせることで、120aa＋86au＋

15uu＋11eu＋２ee＋32ae という結果を得る（ 23）。このうち真と真偽が不明の要素の組合せ

（au）、偽と真偽が不明の要素の組合せ（eu）はそれぞれ真、偽に算入される。しかし ae

という真と偽の組合せは、一方の証人のある証言を信じると同時に他方の証人のそれと反

対の証言を信じることはできないから除外される。これにより先の結果は 206a＋15u＋

13e となる。ランベルトはこの計算を以下のように公式化する。  

証人 1 の信憑性：Ma＋Nu＋Pe 証人２の信憑性：ma＋nu＋pe 

合計：（Mm＋Mn＋mN）a＋（Nn）u＋（Pp＋Pn＋pN）e 

この公式に基づいてランベルトは第 239 節でベルヌーイの公式を批判する。ランベルト

によればベルヌーイは先に提示した２種の論拠の他に「あることを証明せず他の場合にそ

れと反対のことを証明する」第３の論拠を提示する（LP.Ⅱ , S.401）。この論拠と「純粋な

論拠」の組合せは、純粋にあることのみを証明する論拠とその反対のことのみを証明する
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論拠との対立を意味する。ランベルトは第 237 節で ae という真と偽の組合せを除外した

ことに基づいて、そもそもこのような事態が不可能であり、あることが証明される蓋然性

は０になるはずである、と述べる（LP.Ⅱ , S.402）。ところがベルヌーイの公式ではこのよ

うな場合にもあることが証明される蓋然性が確保されることになる。すなわち１－ )( ruqtadg
cfiru

+

という公式において「あることを証明せず他の場合にそれと反対のことを証明する」とい

う論拠が想定されるのは、q＝０あるいは t＝０の場合であるが、この場合にも１－ adg
cfi

と

いう「純粋な論拠」の蓋然性が確保されることになり、あることが証明される蓋然性は０

にならないのである（ebd.）。ランベルトはベルヌーイの公式における「純粋な論拠」の無

条件の優位性を批判しているのである。こうした批判をトドハンターは正当な指摘と見な

しており（ 24）、シェーファーもランベルトがベルヌーイの公式の誤りとより劣った普遍性

を正したと解釈する（ 25）。これに対してＩ．ハッキングはベルヌーイとランベルトの公式

を異なる場合において適用可能なものとして双方を支持している（ 26）。これらの研究を手

がかりにランベルトの批判の妥当性を検討してみよう。  

 ランベルトの批判は以下の点において正当である。上述のようにベルヌーイは「混合し

た論拠」同士の組合せにおいては、あることが証明されると同時に他の論拠によってその

反対が証明される事態をはじめから除外している。しかし「純粋な論拠」と「混合した論

拠」という異種的な論拠の組合せにおいては、後者が反対を証明する場合にも前者がある

ことを証明する蓋然性が確保されている。ベルヌーイはこれらの二つの組合せの相違につ

いていかなる説明もなしに、後者の場合において無条件に「純粋な論拠」の優位を認めて

いるのである。  

しかし以下の点において問題をも含んでいる。第一にランベルトが「あることを証明せ

ず他の場合にそれと反対のことを証明する」論拠を、q＝０、t＝０というように「混合し

た論拠」があることを証明する蓋然性が０になる場合として想定している点である。確か

にベルヌーイはこのような論拠を想定しているが、彼はこれを「純粋な論拠」として想定

しているのである（WB.3, S.246）。もしランベルトが想定するように「混合した論拠」が

あることを証明する蓋然性が０になる場合であるならば、その論拠は純粋にその反対のこ

とのみを証明する論拠であり、もはや「混合した論拠」ではなくなるであろう。確かにこ

うした論拠を第３の種類の論拠と見なす可能性は残されている。しかしこうした異種性を

前提とするランベルトの批判は、「純粋な論拠」と「混合した論拠」という異種性を前提と

するベルヌーイの公式には妥当しないのではないだろうか。  
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 第二にランベルトが純粋にあることのみを証明する論拠とその反対のことのみを証明す

る論拠との対立において、あることが証明される蓋然性が無条件に０になると考えている

点である。実はこうした事態についてはベルヌーイも証書の日付の真偽の例を通して言及

している（WB.3, S.247）。まず証人の名誉や地位を考えるならば、真の蓋然性が 49／50

であるとする。これに対して偽造によって得られる利益を考えるならば、偽の蓋然性が 999

／1000 であるとする。しかしそこから直ちに双方の蓋然性がほぼ等しいと結論を下しては

ならない。もしその証人は職務に忠実ではないという悪評を耳にすれば、真の蓋然性は０

になりえる。すなわちベルヌーイは、真の蓋然性が０になるのは「証人の悪評」という特

殊な論拠があたえられる場合においてである、と考えているのである。ランベルトはベル

ヌーイが「あることを証明せず他の場合にそれと反対のことを証明する」論拠を「計算せ

ず提示しただけである」と批判する（LP.Ⅱ，S.401）。その真意はベルヌーイが異種的な

論拠の対立において、あることを証明する蓋然性が０になる場合を「計算せず提示しただ

けである」という点にある。上述のようにベルヌーイは確かにあることを証明する蓋然性

が０になる場合を提示しているが計算していない。しかしベルヌーイはこのような場合を

ある特殊な論拠が与えられる場合にのみ可能であると考えたが故に、あえて一般的な公式

への算入を拒んだと言える。ではわれわれは両者の公式の妥当性をどのように評価するべ

きであろうか。次にＩ．ハッキングの解釈を手がかりにしてこれについて考えてみよう。  

 

３．３．３．  蓋然性の再評価  

 

 ハッキングはあることを証明する蓋然性が０になる場合を、蓋然性の「再評価」

（reassessment）をする場合として考察している（ 27）。たとえば７月のある月曜日に、「月

曜日」という日付と「明日寒波到来」という表題だけが読み取れる新聞の切れ端を拾った

としよう。この切れ端は「明日寒波が到来する」というわれわれの信念の「純粋な論拠」

である。仮にこの切れ端が今日の朝刊ではなかったとしても直ちに「明日寒波が到来しな

い」ことを証明するわけではないからである。他方「７月の寒波到来は１％に満たない」

という気象データがあるとする。このデータは１％以下の「寒波到来」と 99％以上の「寒

波不到来」を証明する「混合した論拠」である。これらの論拠は「因果的」には独立して

いる。明日の天候が新聞の予報に左右されることはないからである。しかし「認識論的」

には両者は必ずしも独立していない。もしこの切れ端を拾った場所が普段生活している日
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本の都市であったとすれば、この切れ端が今日の朝刊であり明日の寒波到来を証明する蓋

然性は限りなく０に近づくであろう。なぜならわれわれは長年の経験から７月の寒波到来

がありえないことを知っているからである。このような場合に信念の蓋然性が再評価され、

ランベルトの公式が妥当する。逆にこれらの論拠が認識論的に独立している場合には再評

価はありえず、ベルヌーイの公式が妥当するのである。ハッキングは後者の場合をわれわ

れに「完全な情報」（complete information）が与えられている場合として想定している。

たとえば均質の硬貨をｋ回投げたとしよう。われわれは何回表が出たかその結果を直接知

ることはできないが、記録装置にアクセスすることができる。そしてわれわれはこの記録

装置が 90％の場合においてこのｋ回の試行の結果を示すが、10％の場合において他の試行

の結果を無作為に示すことを知っているとする。もし記録装置がｋ回すべて表が出たこと

を示すとすれば、この試行の結果がすべて表であるという信念の蓋然性はほぼ 90%となる

であろう。なぜならわれわれはこの記録装置が 90％の場合においてｋ回の試行の結果を示

すことを「確実に知っている」からであり、この情報を実際に硬貨の表が出た結果と同じ

であると見なすことができるからである。この蓋然性はｋの値がどれほど多くなろうとも、

新たな論拠によって再評価されることはなくつねに一定であろう（ 28）。  

われわれはこうしたハッキングの主張を概ね支持する。ランベルトは蓋然性の再評価を

する場合を一般的と考え、ベルヌーイはしない場合を一般的と考える。どちらも反対の場

合を特殊な論拠があたえられる場合と見なし、これを例外とすることで公式を確立してい

る。したがってトドハンターやシェーファーの解釈も、再評価をする場合においてのみ妥

当すると言える。そしてわれわれはここに当時の「蓋然性の論理学」の試みのひとつの限

界を見ることもできるであろう。異種的な論拠によって成立している推理の蓋然性を計算

する公式は、たんに一般的な蓋然性の評価の規則に過ぎず、結局は各々の場合に与えられ

ている論拠を個別に考察することなしには、真の蓋然性の評価を行うことはできないので

ある。われわれはランベルト自身の次の言葉にも耳を傾けるべきであろう。  

 

われわれが特殊な場合において、一般的な混乱した蓋然性に留まることを望まないの

であれば、証人がしばしば誤ったり虚言をしうるという可能性を、いかなる選択も与え

られた場合への顧慮もなく基礎に置いてはならないのであり、ましてある証人における

可能性を他の証人における可能性と詳細な比較や選択もなしに結び付けてはならない

のである。なぜならそのような仕方によっては、しばしばごく普通の蓋然性の度合いを
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越え出ることは決してないであろうし、とりわけ証言が矛盾している場合にはそうだか

らである（LP.Ⅱ , S.403）。  

 

ではベルヌーイやランベルトのこうした「組合せ」理論は現代の確率論においていかなる

意義を持つであろうか。最後にこの点について述べたい。  

 

３．３．４．  「組合せ」理論とベイズ主義  

 

今日「認識論的」な蓋然性の理論において最も強い影響力を持っているのは「ベイズ主

義」と称される「条件付き確率」の理論であろう。この理論は一般に「ある証拠に基づい

た仮説についての事前確率を、その後に得られた新しい情報のもとで、事後確率として改

訂する手順を表現した」理論と言われる（ 29）。その構想は当のベイズに先んじて、ベルヌ

ーイと同時代のド・モワブルの理論の中に見出すことができるが（ 30）、今日的な意味での

条件付き確率の本格的な理論形成はラプラスやコンドルセ以降のことである（ 31）。それを

踏まえればベルヌーイやランベルトの「組合せ」理論はいわば条件付き確率の理論が未発

達の段階において一時的に展開された歴史的産物に過ぎないとも言える。しかしこうした

論拠の「組合せ」理論は現代においても決して途絶えることなく、シェーファーやＡ．Ｐ．

デンプスターなどの数学者によって、より精緻でより多様な根拠を組み合わせる理論とし

て展開されている（ 32）。ベイズ主義的な条件付き確率の公式は「新しい証拠」を条件とす

る信念改訂の手続きを形式化したものである（ 33）。しかし新しい証拠によってつねに信念

が改訂されるとは限らない。すでに述べたとおり、「完全な情報」が与えられている場合に

は新しい証拠によっても信念は改訂されないのである。「組合せ」理論は新しい証拠と古い

証拠とを「対称的に」（symmetrically）扱うことによってこの問題に答えている（ 34）。例

えば「10 年以内に地震が起こる」という信念の証拠として、「100 年動かない活断層」と

いう証拠に加えて「地下水の水位が下がった」という証拠が新たに見つかった場合にも、

新しい証拠のみを信念改訂の条件と見なすのではなく、新旧の証拠をこの信念を部分的に

正当化する証拠として対等に扱うのがこの理論の特徴である。したがって「組合せ」理論

はベイズ主義的な条件付き確率の理論とは異なる特色を持った理論として今日もなお展開

されており、ベルヌーイやランベルトの理論はその途上にあると言えるであろう。  
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３．４．  「蓋然性の論理学」の哲学的基礎 

 

 われわれはこれまでランベルトの論理学における蓋然性の特色ある思想について考察し

てきた。しかし蓋然性はたんに数学や論理学の原理のみの基づくものではないことは、ラ

イプニッツやヴォルフにおける蓋然性の解明において示された通りである。以下では「蓋

然性の論理学」を積極的に展開したランベルトの哲学的基礎について考察する。 

 

３．４．１．  可能性と蓋然性―存在論的基礎 

 

 本稿第２章第２節で明らかにした通り、ヴォルフが「蓋然性の論理学」を積極的に展開

しなかった理由の一つはその存在論的な基礎づけの困難さにあった。ヴォルフはその必要

性を説きながらも、自らそれを行うまでには至らなかったのである（ 35）。ではランベルト

はこの点をどのように考えているだろうか。  

ランベルトの存在論は 1771 年の『建築術構想』において展開されている。『建築術構想』

は『新オルガノン』で提示された「基本概念」（Grundbegriff）によってあらゆる学問を

基礎づける「基本学」（Grundlehre）の構想を著した書である。第１部でその概略が示さ

れた後、第２部と第３部で存在論の諸概念が基本概念に基づいて詳細に論究されている。

第４部では数学的諸学の基礎となる「量」の概念が考察されている。ランベルトは第 297

節において、「論理的真理」が「記号的なもの」（Symbolische）と「思考可能なもの」の

境界線であるのに対して、「形而上学的真理」は「思考可能なもの」と「現実的なもの」と

の境界線を成す、と述べている（LP.Ⅲ , S.286）。記号的なものとは「丸い四角」や「負数

の根」のように「矛盾を含むもの」や「不合理なもの」のことであり、たんに「想像的に」

表象可能なものである。思考可能なものは「矛盾を含まないもの」のことであり、これが

現実的に「或るもの」を示すためには「現実に存在可能である」ということが付け加わら

なければならない。思考可能なものであると同時に現実に存在可能であるものが形而上学

的真理の領域ということになる。  

この「思考可能性」と「現実存在の可能性」とはヴォルフの「内的可能性」と「外的可

能性」の区別に相当するとも思われる。しかしランベルトは現実存在の可能性をヴォルフ

とは異なる仕方で根拠づけている。ヴォルフにおいては外的可能性すなわち現実存在の可

能性は「この世界」に存在する「現実的原因」によって根拠づけられた（ 36）。これに対し
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てランベルトにおいてはその根拠が「固性」（Solide,Solidität）と「力」（Kraft）という

基本概念に求められる。「固性と力なしにはいかなる存在するものも考えられないから、固

性ならびに力が形而上学的真理の基礎である」（LP.Ⅲ , S.287）。固性は他の単純概念が「固

性の規定」（Ⅲ , S.113）と見なされる「基体」であり、それらを「述語」とする「主語」

である。力はあらゆる論理的に可能なものが現実に存在可能となるための、すなわち「積

極的可能性の最も直接的な源泉」（LP.Ⅲ , S.215）である。こうした固性を基体とし、力を

その規定として有するものに「現実存在」（Existenz）が規定として加わることによって

はじめて事物は存在するのである。  

ところで本稿第３章１．２節で明らかになったように、ランベルトは三段論法における

推理全体の蓋然性を結論の「繋辞」に付加された分数によって表した。この繋辞について

ランベルトは第 232 節において、この繋辞が「である」（ ist）か「ではない」（ ist nicht）

によって表されるとし、この繋辞に付加される分数は「蓋然性の度合い」を示すが「たん

に観念的なもの」であり、けっして「真なるもの」や「現実的なもの」の国においては現

れないと述べている（LP.Ⅲ , S.198）。このことは確かに『新オルガノン』において「蓋然

的なもの」が「仮象」として位置づけられたことに対応している。蓋然性を意味する分数

が直接対応する実在物を持たない仮象である限り、「たんに観念的なもの」に過ぎないこと

は明らかだからである。しかしこうした「蓋然的なもの」は「真なるもの」から区別され

るにせよ、まったくの偽なる虚構と見なされているわけではない。推理そのものにおいて

は仮象に過ぎない分数も、それがどこから生じているかを明らかにすることができれば、

それに対応する事象を示す可能性が残されているからである。これについてランベルトは

『新オルガノン』の「序文」において次のように述べている。  

 

命題の蓋然性がどこから成立しているかという問いは、それによってどこから繋辞は

分数を付加されているかという問いに変わる。そこで私はこの分数が、それによって命

題が証明される推理の前提命題において、媒概念に分数が付加される場合に、したがっ

て主語の普遍性あるいは述語の完全性に何らかの不足がある場合に生じることを示す

のである。そしてこれがあらゆる蓋然性の計算の基礎である（LP.Ⅰ , Vorrede）。  

 

三段論法の推理において結論の繋辞に付加されている分数は、元々は前提命題の媒概念に

付加されていたものである。とすれば結論命題の蓋然性そのものは仮象に過ぎないとして
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も、それが媒概念を介して間接的にではあれ、この概念に対応する事象に関係することは

明らかである。媒概念は前提命題における主語もしくは述語に相当するが、ランベルトに

よれば述語に分数が付加されるのは、述語概念のすべての徴表ではなくいくつかの徴表の

みが主語概念に属する場合で、その場合分数は主語と述語の「親近性」と「類似性」を表

し、「述語全体に関する蓋然性の計算に役立つ」のである（LP.Ⅲ , S.200）。  

そしてこの述語を固性の規定とみなすならばこの分数は固性の「未規定性」を表すこと

は明らかであろう。ランベルトは「未規定的なものは存在しない」が、それは「現実存在」

という規定のみを欠いているか、あるいはそれと共にさらに多くの規定を欠いているかで

ある、と言う（LP.Ⅳ , S.126）。現実存在以外のすべてにおいて規定されたものは「個体」

（Individuum）として形而上学的真理の領域にある。現実存在以外の規定を欠いているも

のは、その規定性において個体よりも劣っている。しかしそのことによって直ちに個体よ

りも「現実存在の可能性が低いもの」となるわけではない。すでに述べたようにランベル

トは現実存在の可能性の条件を固性と力という規定のみに見出しているのであり、この規

定の有無のみが現実存在の可能性に関わるのであって、それ以外の規定の多少は無関係で

あるからである。固性と力という規定を欠いているものは存在する可能性をまったく持た

ない。しかしこれらの規定を有するものが同等に存在可能であるわけではないであろう。

固性や力という規定そのものに程度差が生じうるからである。すなわち固性は「密度」

（Dichtigkeit）を持ち（LP.Ⅲ , S.69）、力は「強度」（Intensität）を持ちうるのである（LP.

Ⅳ , S.318-9）。とすればあるものが固性の密度や力の強度において勝ることによって、他

のものよりも現実に存在する可能性が高まることはありうることではないだろうか。した

がって媒概念に付加された分数が主語や述語の普遍性や完全性の度合いを示すとしても、

それが直ちに現実存在の可能性の度合いを意味するわけではない。しかしそれが固性の密

度や力の強度を示すとすれば、それは現実存在の可能性の度合いを意味することになるで

あろう。そしてそこにライプニッツの「可能性の度合いは本質や実在性の量によって決定

される」という思想を読み込むことは困難ではないであろう。  

 したがってランベルトは推理における蓋然性の基礎を直接的に存在論に求めているわけ

ではないが、媒概念を介して間接的に関係しており、そこにはライプニッツの形而上学思

想の影響も窺われる。しかしそれによって再び決定論の疑惑が浮上することも事実である。

この疑惑に対しては、ランベルトはおそらく「等確率」の原理を主張するであろう。すべ

ての事象が同一の可能性を持つとすれば、どの事象が生じるかは予め決定されないからで
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ある。事実ランベルトは「盲目的な偶然」の根底にもこの原理があることを指摘している

（LP.Ⅲ , S.305）。ランベルトはア・ポステリオリに規定される蓋然性をも認めているが、

その計算も結局はこの原理に基づくのである。確かにこの原理は固性の密度や力の強度が

同一である複数の個体の可能性を想定した場合には妥当すると思われる。こうした個体の

可能性は密度や強度によってではなく、それがいかにしばしば起こりうるかという「頻度」

（Häufigkeit）によって測られるからである（LP.Ⅳ , S.308）。しかし固性の密度や力の強

度によって予め現実存在の可能性に差異がある個体にはこの原理は妥当しないであろう。

ランベルトの存在論は物理的実在としての個体を中心に構成されており、ライプニッツほ

どの形而上学的な展開は見られないが、その思想を継承している部分においてはその決定

論的性格をも引き継いでいると見ることができる。しかし推理における蓋然性を媒概念に

付加される分数に帰することは、前章で明らかにされた蓋然性の仮象的性格をむしろ弱め

ることになる。こうした仮象としての蓋然性の意義をより積極的に解釈するために、われ

われはランベルトの「蓋然性の論理学」をもうひとつの哲学的伝統の系譜に置いてみなけ

ればならない。それは「結合法」の伝統である。  

 

３．４．２．  「完全な調和」と蓋然性―結合法の形而上学 

 

 結合法とは人間の思考の究極的な構成要素である原始概念や原理の組み合わせによって

すべての真理を導出することを試みる技法であり、その起源は古代ギリシャのピュタゴラ

ス学派にまで遡ることができるが、これを「大いなる術」として最初に集大成したのは 13

世紀のライムンドゥス・ルルスである（ 37）。ルルスの技法は中世後期、ルネッサンス期、

バロック期を通じて規範として継承されたが、こうした伝統の頂点を極めると同時に新た

な方向を展開したのはライプニッツである。若きライプニッツが『結合法論』で著したそ

の技法の特徴は、一つは概念文字を代数学で用いられる記号や数字に置き換えたことであ

り、もう一つは結合法を三段論法に適用したことである（ 38）。ライプニッツの結合法は「人

間思惟のアルファベット」である原始概念を見出し、それらに記号を付与し、この記号を

数学的な演算によって結合することですべての真なる命題を見出そうとする試みである。

すなわち「主語を与えてそのすべての可能な述語を見出し、述語を与えてそのすべての可

能な主語を見出す」技法である（ 39）。一言で言えば、従来の伝統的な「論証の論理学」に

対し、「発見の論理学」を実現しようとしたのである。そして「蓋然性の論理学」の構想の
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意図は、こうした「発見の論理学」をそれまで確実な真理が不可能と考えられていた領域

にまで展開することに他ならなかった。ランベルトがこの構想を三段論法の結論命題の繋

辞に分数を付加することによって実現したことは上述の通りである。  

 ところで結合法には個々の概念や命題よりも、複数の概念や命題間の関係や組み合わせ

の中にこそ真理が存在するという独特の真理観がある。ランベルトは『新オルガノン』第

２部「真理論」において、こうした結合法の真理観を「完全な調和」（complete Harmonie）

という概念によってきわめて明確に表している。すなわち真理は諸命題の連関のうちにあ

り、「いかなる真理も他の真理から完全に独立しているということはない」（LP.Ⅰ , S.583）。

「あらゆる真理は共在する」（LP.Ⅰ , S.545）のであり、この共在が「真理の調和」を形成

する。ある命題が真理であるかどうかは個別的に判断されるのではなく、こうした諸真理

の調和に矛盾するかしないかによって判断される。ある前提命題からより多くの真なる結

論が導出されれば、「その命題と真理との調和は高まる」（LP.Ⅰ , S.546）のであり、導出

されるべきすべての命題を数え上げることができれば、この調和は「完全」になり、この

前提命題は「証明」されたことになる。ランベルトは「真理論」第 183 節で次のように述

べている。  

 

  したがって調和が真理に到達するか、命題
．．．．．．．．．．．．．．

を証明すべき場合には、調和が完全に揃っ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ていなければならない
．．．．．．．．．．

ことは明らかである。そしてその限りこの調和は絶対的な一であ

り、その部分は分数であり、この分数は命題を多かれ少なかれたんに蓋然的
．．．

なものにす

るが、しかしその合計が１になるまでは決して真なるものとはしないのである（LP.Ⅰ , 

S.548-9）。  

 

真理が「完全な調和」を意味するのに対し、蓋然性はいわば「不完全な調和」を意味する。

それは偽なる命題が導出される「不調和」とは異なるが、導出された命題が真であっても、

なお前提命題が偽となる可能性が残されている場合である。すなわち前提命題は一方では

まだ証明されておらず、他方偽なる命題が導出されるまでは、われわれには「偽が真理と

異ならないように見える」（LP.Ⅰ , S.550）のである。  

 したがって蓋然性は「完全な調和」を全体＝1 とする分数によって表される。ではこの

「完全な調和」の根拠は何処に求められるであろうか。それは現実的には成立不可能と思

われる。前提命題から導出される結論をすべて列挙することは不可能であろうし、それら
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の結論がすべて真であったとしても、そのことによって前提命題がすべて真であるとは限

らないからである。しかしわれわれはこの概念を結合法の思想的伝統の中において理解す

ることができる。結合法には「この世界の一切の真理が一なる神の無限知性のうちに「結

合」されてあり、神はそれらを直観的に把握しているという了解」（ 40）がある。ランベルト

が「神は真理の存在根拠（Principium essendi）であり、真理は神の存在の認識根拠

（Principium cognoscendi）である」（LP.Ⅰ , S.572）と言うとき、そこではまさしくかか

る了解が前提とされているのであり、「完全な調和」の根拠は神の存在に求められていると

言えよう。またランベルトが「真理の国」の「一性」（Einheit）に言及し、真理の国は「そ

の諸部分がたんに厳密に多様な仕方で結合されているだけではなく、いかなる欠落も許さ

ないような全体」（LP.Ⅰ , S.583）として認識されると言うときにも、かかる了解が前提と

されていると言えるだろう。確かに真理の国は「まったく観念的」（LP.Ⅰ , S.552）であり、

それ自体はいかなる現実存在との関係を欠いているように思われる。しかし思考可能性を

意味する論理的真理は現実存在の可能性を意味する形而上学的真理とまったく無縁の真理

であるのではない。ランベルトは『建築術構想』第 299 節において、これらの真理の関係

について次のように述べる。  

 

したがってたとえば思考可能性は、それに形而上学的真理が付加されない限り、すな

わち思考可能なものを現実に思考する存在者なしには、何ものでもないのである。論理
．．

的真理の国は、物そのものの中にある形而上学的真理なしには空虚な夢に過ぎないであ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ろう。そして思考する
．．．．．．．．．．

基盤的
．．．

存在者
．．．

（Suppositum intelligens）なしには、夢ですらな
．．．．．．．．．．

く、まったくの無であるだろう
．．．．．．．．．．．．．．

（LP.Ⅲ , S.289）。  

 

ランベルトによれば論理的真理が形而上学的真理に変わるためには２つの根拠が必要であ

る。ひとつは思考可能なものの対象である「事象そのもの」である。今ひとつは「思考す

る基盤的存在者」である。ランベルトは前者を「客観的根拠」、後者を「主観的根拠」と称

する（ebd.）。前者については上述の通り固性と力がそのメルクマールである。ここでは後

者が問題となる。「思考する基盤的存在者」とはいかなる存在者であろうか。確かにこれを

思考する存在者一般すなわち人間知性と解釈することも可能であろう（ 41）。しかし「必然

的で永遠不変の真理」が問題であるとき、その根底にあるのは「必然的で永遠不変の思考

する基盤的存在者」でなければならない（LP.Ⅲ , S.290）。したがって「完全な調和」が「必
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然的で永遠不変の真理」を意味するとすれば、その根底にある「思考する基盤的存在者」

は神を指していると考えられる。これに対して「不調和」は偽を意味し、夢ですらない「ま

ったくの無」として真理の領域から除外される。しかし「不完全な調和」が意味する蓋然

性は思考可能なものとして論理的真理の領域にあり、客観的根拠との関係は希薄であるも

のの、主観的根拠である「思考する基盤的存在者」を介して形而上学的真理にも関わりう

ると言えるだろう。あるいは「完全な調和」の根拠が神的知性に求められるとき、「不完全

な調和」を意味する蓋然性の根拠が有限な人間知性にあるという言い方も可能であるかも

しれない。それは人間知性の不完全性という消極的な意味ではなく、「完全な調和」を目標

として無限にそれに接近する人間知性の固有のあり方を示している解釈することもできる

であろう。  

しかし蓋然性を「完全な調和」を１とする分数によって表わすことは、蓋然性を「完全

性の度合い」と解釈することであり、その度合いが命題間の無矛盾性によって規定される

という思想は、ライプニッツの要素間の「両立可能性」が無矛盾性によって規定されると

いう思想と同様に決定論的であると言わざるをえない。さらにランベルトの「非加法的蓋

然性」は数学的確率の規則よりも三段論法の規則が優先されるところに生じている。この

事態は「完全な調和」という結合法の形而上学とは相容れない事態とも考えられる。ある

いは伝統的論理学に立脚する限り、「完全な調和」は人間理性には原理的に拒まれていると

言うこともできるであろう。逆に非加法的蓋然性の現代性を考慮すれば、ここに結合法の

形而上学の一つの限界を見出すこともできるであろう（ 42）。  
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principio contradictionis, 1755, Ak.Ⅰ , Berlin, 1902/10, S.389-390. 
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第４章 クルージウスにおける「蓋然性の方法」の展開  
 

 これまではヴォルフ学派において「蓋然性の論理学」がどのように展開され、どのよう

な哲学的基礎に基づいていたかについて考察してきた。しかし蓋然性を自らの哲学の基本

的スタンスとして展開したのは、トマジウス以降のいわゆる反ヴォルフ学派の哲学者たち

である。彼らの特徴は蓋然性をもっぱら認識論的な意味において解釈したことである（１）。

中でもクルージウスはそれまでのヴォルフ批判の論点を、独創的な哲学に基づいて体系化

した（２）。形而上学をもっぱら「論証の方法」によって展開したヴォルフを批判して、ク

ルージウスは「蓋然性の方法」を形而上学の方法として採用する。それが最も効果的に適

用されるのが、「デザイン論証」と称される神の存在証明においてである。  

世界には一定の秩序（デザイン）が存在し、秩序が存在するところには秩序を与える者

（デザイナー）がその原因として存在する―この一見極めて単純な論理に基づいて世界の

秩序の創始者としての神の存在を証明するのが「デザイン論証」である。その歴史はプラ

トンのデミウルゴスにまで遡ることができるが、中世のキリスト教世界では護教論として、

自然神学の範囲で神の存在を証明する論証として展開された。近世哲学においては否定的

に評価されることが多くなったものの（３）、その影響力はなお隠然として継続し、現代の

生命科学においてはダーウィニズムに対抗する「インテリジェント・デザイン」と称する

新しいパラダイムとしても展開されている（４）。こうしたデザイン論証はヴォルフ以降の

ドイツ啓蒙主義哲学においても、信仰を確証する理論として様々な形で展開された。特に

クルージウスは蓋然的推理についての詳細な理論に基づいてこの論証を展開している。本

章の目的はクルージウスのデザイン論証の独自性を解明することにある。われわれははじ

めに 1747 年の『人間の認識の確実性と信頼性への道』（以下『論理学』と記す。）におけ

る蓋然性の方法について概観する。次に 1745 年の『偶然的な理性真理と対立する限りで

の必然的な理性真理の構想』（以下『形而上学』と記す。）の「自然神学」の章における世

界の秩序の原因としての神の存在証明を考察し、蓋然性の方法との関係を解明する。さら

にヴォルフのデザイン論証との比較を通して、クルージウスの論証の独自性が 1750 年

（1743 年初版）の『決定根拠律の、あるいは通俗的には充足根拠律の、用法ならびに限界

に関する哲学論稿』（以下『根拠律論文』と記す。）で展開された「充足根拠律」批判に基

づいていることを明らかにする。  
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４．１．  『論理学』における蓋然性  

 

４．１．１．  論証の方法と蓋然性の方法  

 

クルージウスは『論理学』を当時の論理学のテキストの慣習にしたがって「理論的部門」

と「実践的部門」に分ける。この理論的部門は伝統的論理学の手続きにしたがい、概念論

（第３章～第５章）、判断（命題）論（第６章）、推理論（第７，８章）に区分される。推

理論では第７章で「推理の第一の根拠」として「矛盾律」（principium contradictionis）、

「不可分離律」（principium inseparabilium）、「不可結合律」（principium inconiungibi- 

lium）という「理性の最高三原則」を提示する（CP.Ⅲ , S.475-6）。この原則は同時に形而

上学の原則でもあり、クルージウス哲学の根幹を成す原則である（CP.Ⅱ , S.26-7）（５）。次

に第８章では「推理の異なる方式」として、「論証的推理方式」と「蓋然的推理方式」が提

示され（CP.Ⅲ , S.489-490）、第１部で両方式に共通する「推理規則」が、第２部では論証

的推理方式が提示される。従来の論理学では、理論的部門において扱われているのは論証

的推理方式のみであり、蓋然性はたんに論証的推理方式を具体的な内容に適用する仕方の

問題として「実践的部門」で取り扱われた（６）。これに対しクルージウスは蓋然的推理も

論証的方式と同等の推理方式として「理論的部門」に算入する（７）。クルージウスによれ

ば２つの推理方式は推理形式においては一致する。両者が異なるのは「たんに質料におい

て」（ebd.）、すなわち推理に含まれている「命題とその内容」（CP.Ⅲ ,S.460）においてで

ある。以下で見るように、クルージウスが理論的部門の第９章「蓋然的なものについて」

において論じるのはもっぱら「命題の蓋然性」についてである。したがって厳密にいえば

蓋然的推理方式は論証的推理方式を内容的に補完する方式であるということができる（８）。 

クルージウスは第９章でまず「論証の方法」と「蓋然性の方法」とを区別する。論証の

方法とは「ある命題に矛盾する命題がまったく思考されない場合、…その命題は真と見な

される」（CP.Ⅲ ,S.639-640）認識の方法である。これに対し蓋然性の方法とはある命題を

「その反対が…なお思考されるにもかかわらず、どちらかと言えば真と見なしたり、偽と

見なしたり、あるいは完全に確実であるとさえ見なす」（CP.Ⅲ , S.640）認識の方法である。

ここでクルージウスは理性の最高三原則に従い蓋然性を以下のように定義する。  

 

…蓋然性とは、第一義的には、反対が思考されるにもかかわらず、すなわち反対が矛



 66 

盾を含まず、また一方が本性上他方なしには思考されない諸概念を分離したと言わず、

また一方が本性上他方と一つの概念において結合されない諸概念を結合したと言わな

いにもかかわらず、それによってその命題を真と見なすか、あるいは反対よりも真と見

なす傾向のある命題の性質のことである（ebd.）。  

 

蓋然性は矛盾律、不可分離律、不可結合律にしたがってその反対が思考されるにもかかわ

らず、それによって命題を真と見なす命題の性質である。蓋然性にはその程度に応じて３

種類の蓋然性がある。ある命題が「その反対よりも容易に可能であり、どちらかと言えば

真と見なされると判断する」場合の蓋然性を「憶測」（Muthmassung）と称する。またあ

る命題が「疑いなくそれにしたがって振る舞うことができる程度に真と見なされるに値す

ると判断する」場合の蓋然性を「信頼性のある」（zuverlässig）もしくは「信憑性のある」

（glaubwürdig）と称する。そして「その反対が思考されるにもかかわらず、多くのこと

を端的に矛盾なく確実であると見なす」場合の蓋然性を「モラーリッシュな確実性」

（moralische Gewißheit）と称する（CP.Ⅲ , S.641）。たとえば「アテネという町が存在し

た」という命題はモラーリッシュな確実性を有する。モラーリッシュな確実性は、「継続的

な探求においてさらに多くの蓋然性の諸根拠が見出される」事物の認識において成立する

場合、「無限の蓋然性」とも称せられる（CP.Ⅲ , S.732）。後に見るようにクルージウスは

モラーリッシュな確実性を論証の確実性と同等の確実性と見なしている。  

 

４．１．２．  蓋然性の最高原則と源泉  

 

クルージウスによれば、蓋然性の素材は命題の「論理中立的な可能性」（ logikalische 

Möglichkeit）である。「論理中立的な可能性」とは「真と見なすいかなる根拠も、不可能

と拒絶するいかなる根拠も持たない命題」（CP.Ⅲ , S.644）の性質である。蓋然性の本質は

論理中立的に可能な命題の性質にあり、「その命題の定立において、それに矛盾する命題の

定立においてよりも、より少ないものが論証なしに仮定される」（CP.Ⅲ , S.648）命題の性

質にある。あらゆる蓋然性は「二つの矛盾的に対立する命題においては必然的に一方が真

である」という推理規則と、「いかなるものも十分な認識根拠なしに理性によって真と見な

すことはできない」という推理規則から成立する（ebd.）（９）。すなわち命題がたんに論理

中立的にのみ可能であるにもかかわらず、その真偽を決定しなければならない場合、その



 67 

決定はどちらがより十分な認識根拠に基づくかに拠るのである。たとえば「ローマが存在

した」という命題は「ローマが存在しなかった」という命題と形式的には矛盾的に対立す

るが、たんに論理中立的にのみ可能な命題であるが故に、その真偽は認識根拠の量と質に

よって決定される。クルージウスは蓋然性の最高原則を、「それに矛盾する命題によってよ

りも、そこにおいてあるいはそれによって論証なしに仮定されることがより少ない命題は

蓋然的である」と規定する（CP.Ⅲ , S.649）。そしてこの最高原則に基づいて、「源泉」

（Quelle）と称する６つの蓋然的推理の基本形式を提示する。  

第一の源泉は「より多様な可能性の考察」で、具体的には起こりうる事象の総数に対し

て着目事象が起こる可能性の度合いという数学的な確率の定理に相当する源泉である。し

かしクルージウスはここで頻度という「数量」を問題にするのではなく、命題の「性質」

を問題としており、これを「より多くの仕方で可能なものを措定する人は、…より少ない

仕方で可能なものを措定する人よりも、より少ないことを根拠なしに仮定する」と表現す

る（CP.Ⅲ , S.661）。たとえば当たりより外れが多い籤を引くことは得するより損する可能

性が高い。なぜなら損するほうが「より多くの仕方で可能」だからである。  

第二の源泉は「より多くの可能性の偶然の一致の考察」である。すなわちより多くの出

来事が同時に起こる可能性はある一つの出来事が起こる可能性よりも低い。なぜならより

多くの出来事が同時に起こるためには、ある一つの出来事が起こることより多くの条件を

必要とするからである。したがって「偶然に一致しなければならない可能性が、ある命題

においてあるいは命題によってより多く仮定されるほど、より多くのことが証明なしに仮

定されることになり、それ故その命題は同じことが仮定されない他の命題よりも非蓋然的

になる」（CP.Ⅲ , S.665）のである。後に見るようにこの源泉はデザイン論証に適用される。  

第三の源泉は「より実在的な可能性の考察」である。すなわち「述語が主語に属する仕

方がより判明に理解されている可能性」は理解されていない可能性より、「より実在的」で

あり、したがって蓋然的である。またある命題について実例が知られている場合にはそれ

が知られていない場合よりも、より実在的な可能性があり、蓋然的である（CP.Ⅲ , S.670-1）。 

第四の源泉は「類似した事例の期待、あるいは類推」である。これはある事物が持つ性

質から他の類似した事物にも同じ性質があることを推理する方法で、「帰納法」を意味する。

すなわちこれまで絶えず起こり続けてきたことは、「それによって同じものが表象される共

通の本質において、あるいはそれらが相互に共有する恒常的な外的原因においてその根拠

を持つ限り」（CP.Ⅲ , S.676）、そのような種類の実例が生じるあらゆる他の未来の場合に
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おいても蓋然的である。  

第五の源泉は「すでに知られた原因あるいは事物の性質との対立の考察」である。これ

は「それ自身一般的に見て十分なすでにある原因」に対立する結果は非蓋然的であるとす

る推理である（CP.Ⅲ , S.689）。  

第六の源泉は「諸現象あるいは諸状態との一致」である。これは「ある可能な命題がそ

の反対に比してすでに知られた諸現象とよりよく一致する場合、その命題はそのことによ

って蓋然的である」（CP.Ⅲ , S.691-2）という推理であり、後に見る「一致の蓋然性」の原

理である。現象には２種類ある。いくつかの現象が仮説とのみ一致しそれ自身では相互に

連関しない場合、「単純な現象もしくは状態」と称する。いくつかの現象が相互に連関して

一つの仮説と一致する場合「調和した現象もしくは状態」と称する（CP.Ⅲ , S.693）。クル

ージウスによれば単純な現象の多数よりも調和した少数の現象の方が命題により大なる蓋

然性を与えることができる（CP.Ⅲ , S.694）。  

 

４．１．３．  仮定の蓋然性と一致の蓋然性  

 

次にクルージウスはこれらの源泉から、異なる分野における特殊な推理の基礎となる

「仮定」（Präsumition）と称する普遍的・蓋然的命題を導出する。源泉と仮定との関係は、

蓋然的推理の基本形式である源泉が特殊な分野や対象に適用されるときに規則として機能

するのが仮定であると見なすべきであろう。理論的に解明された源泉は、実際の推理の場

面では仮定として機能すると言ってもよいであろう。第一の源泉からは「より多様な可能

性の仮定」が生じる。すなわちわれわれは「より多くの仕方で可能なこと」を仮定するが、

「原因が稀にしか存在しないこと」は仮定しない。後者を「希少性の仮定」と称する（CP.

Ⅲ , S.713）。第二の源泉からは「奇蹟の仮定」（praesumtio mirabilitatis）が生じる。こ

れは「多くの可能性が偶然に一致しなければならないものは仮定されない」（CP.Ⅲ , S.714）

というもので、デザイン論証で前提とされる仮定である。第三の源泉からは「より実在的

な可能性の仮定」が、とりわけ「十分な原因の仮定」が生じる。すなわち「結果に対する

十分な原因を知っており、いかなる妨害も見出さないとき、それが結果として生じること

が仮定される」（ebd.）のである。第四の源泉からは「つねに生じる類推の仮定」と「たび

たび生じる類推の仮定」が生じる。すなわち「これまでつねに生じたことあるいはたびた

び生じたこと」が適合した条件の下で仮定される（CP.Ⅲ , S.716-7）。第五の源泉からは「す
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でに存在する十分な原因に対立するものは期待されない」という「不一致の仮定」が生じ

る（CP.Ⅲ , S.718）。  

ところで「現象あるいは状態との一致」という第六の源泉からは仮定が導出されない。

これは第六の源泉が他の源泉とは性格を異にする源泉であることを意味する。これを説明

するのが「仮定の蓋然性」（ Präsumitions=Wahrscheinlichkeit）と「一致の蓋然性」

（Uebereinstimmungs=Wahrscheinlichkeit）という二つの蓋然性の区別である。クルー

ジウスによれば命題の蓋然性は上述の諸仮定に基づくか、現象や状態との一致に基づくか、

あるいはその両方に基づくかのいずれかである（CP.Ⅲ , S.711）。諸仮定に基づく場合が「仮

定の蓋然性」である。たとえば「嘘つきは将来嘘をつくであろう」という命題は、蓋然性

の第三の源泉から導出された「より実在的な可能性の仮定」に基づいて、「嘘をつかないで

あろう」という反対命題より蓋然的であると判断される。仮定の蓋然性は反対命題が仮定

に反することにのみ基づいているので、その度合いを規定することは不可能である。した

がって仮定の蓋然性には「対立する諸根拠の非規定的な比較のみ」（ 10）が存在するのであり、

一般に蓋然性の度合いの規定は、命題がどれだけの現象や状態と一致しているかという「一

致の蓋然性」においてのみ可能である。すなわち第六の源泉から導出されるのはこの「一

致の蓋然性」なのである。  

クルージウスによれば「一致の蓋然性」にはさらに二つの蓋然性の区別が存在する。た

んに現象や状態との一致のみから命題の蓋然性を認識する場合、この蓋然性は「単純な一

致の蓋然性」と称する。これに対して「一致の蓋然性」が「仮定の蓋然性」と混合する場

合がある。この混合は両種の蓋然性の根拠の結合によってか、あるいは両種の蓋然性から

同時に証明力を受容した蓋然性の根拠から生じる。前者の場合、両種の蓋然性の根拠はそ

の結合においてもなお「異なる証明根拠」と見なされている。これに対して後者は上述の

「調 和し た現象もしくは状態」から生じる蓋然性で、「合成された一致の蓋然性」

（zusammengesetzte Uebereinstimmungs=Wahrscheinlichkeit）と称する。この場合調

和した状態は、「もしそれらが調和していると仮定しなければ、われわれはある普遍的・蓋

然的命題に反して行動しなければならなくなるという理由で、調和的であることを維持し

ている」（CP.Ⅲ , S.712）のであり、両種の蓋然性の根拠は言わば相即的に成立し、より大

なる証明力を生み出している。デザイン論証で問題となる蓋然性はまさしくこの「合成さ

れた一致の蓋然性」に他ならない。この点を次に『形而上学』において考察する。  
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４．２．  『形而上学』における蓋然性  

 

４．２．１．  形而上学と蓋然性の方法  

 

クルージウスは『形而上学』の「存在論」の第１章において、形而上学の方法として「論

証の方法」のみを重視する立場を批判して、「蓋然的証明が形而上学から除外されなければ

ならないということを認めることはできない」（CP.Ⅱ , S.18）と主張する。蓋然性を除外

することを望む意見は、ひとつには「多くの論理学の不完全性」に、今ひとつは「確実性

と必然性が混同されていること」に基づいている（ebd.）。クルージウスによれば確実性と

は「思考する者がある事柄について持つ認識に関して、その事柄について措定したことに

おいて、もはやいかなる反対への恐れも存在しない思考する者の状態」（CP.Ⅲ , S.750）の

ことであり、「たんに悟性のうちにあるもの」（CP.Ⅱ , S.18）である。これに対して必然性

は事柄が「それ以外ではありえない場合」の状態のことであるが、それは「事柄自身の性

質のうちにあるもの」（ebd.）である。われわれは事柄そのものが必然的であれ偶然的であ

れ、「より確実な根拠を洞察し、その事柄について抱く思考がわれわれを欺くという、恐れ

るべき原因をもはや持たない」（CP.Ⅱ , S.18-9）とき、それを確実に認識する。事柄の存

在が確実であるということから直ちに「その反対が矛盾するが故に、あるいはまったく思

考されないが故にそのことを認識しなければならない」（CP.Ⅱ , S.19）ということは帰結

しない。事柄の必然性についての判明な認識は確かに確実性を与えるが、逆に「必然性を

判明に洞察する以前には確実性を持たないことは帰結しない」（ebd.）のである。  

クルージウスにとって形而上学の目的は、その著作の表題が示す通り、必然的真理の探

究にある。そして真理を必然的たらしめるものは「われわれの思考の外にある事物そのも

の性質のうちにおける或るもの」（CP.Ⅱ , S.17）である。これに対して「論証と蓋然性は

われわれの認識のたんなる区別された種類にすぎない」（ebd.）のである。ここからクルー

ジウスは次のように言う。  

   

  ひとつの真理が論証的証明同様蓋然的証明によって何度も示される。論証的に証明す

べきところでも、蓋然的証明がつねに不必要であるわけではない。なぜなら心とその状

態の相違にしたがって、ときにはある種の証明が、ときには他の種類の証明が最も強い

印象をなすのであり、したがって極めて重要な命題においては、両者が統括されるのが
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妥当であることは言うまでもないことだからである。さらにその推理様式から見て蓋然

的である証明は、ある状態においては論証的証明と同様に確実性へと導くのであり、幾

人かがこれを洞察しないのは、たんに欠陥のある論理学にその責任があることは言うま

でもないことである。だから一般にわれわれが論証的推理様式にしたがってなされた証

明自身にも、蓋然性のゆえにはじめて疑いえない賛同をあたえることは、とりわけ蓋然

的証明の擁護に役立つであろう（CP.Ⅱ , S.17-8）。  

 

クルージウスが蓋然性の方法を形而上学から除外することに反対するのは、この方法が形

而上学の方法として論証の方法と種類を異にする方法でありながら、同様に確実性を有す

る方法でもあることにその理由があった。そしてこの方法が形而上学において最も効果的

に適用されるのがデザイン論証である。  

 

４．２．２．  デザイン論証と蓋然性  

 

 クルージウスは『形而上学』の「自然神学」の第１章において、神の存在証明を論証の

方法、「無限の蓋然性」の方法、一般的な蓋然性の方法という三つの方法を用いて行ってい

る（CP.Ⅱ , S.361）。論証の方法はいわゆる「宇宙論的証明」に適用され、クルージウスは

この証明を、世界を構成する単純な事物からの証明、世界において見出される諸変化に基

づく証明、運動の系列からの証明、偶然性の証明、「一義的な原因」（causae univocae）の

系列からの証明として行っている。「無限の蓋然性」の方法とは神の存在を、その反対の論

理的可能性を否定することなく、無限に多くの根拠に基づいて証明する方法であり、デザ

イン論証に適用される（ 11）。一般的な蓋然性の方法は歴史からの証明、「神が存在する」と

いう意見の普遍性からの証明、本性的な良心の欲求からの証明に適用される。「無限の蓋然

性」の方法が論証の確実性に匹敵する「モラーリッシュな確実性」に到達する方法である

のに対し、一般的な蓋然性の方法は根拠の量と質に応じた蓋然性の度合いに到達する方法

である。  

クルージウスはまず神の存在証明において前提されなければならない主要原則として、

矛盾律、充足根拠律、「その非存在が考えられるすべてのものはかつて存在しなかった」と

いう偶然律、そして「理性的な人間はその理性の本質にも適うように振舞わなければなら

ない」という道徳律を挙げる（CP.Ⅱ ,S.350-1）。このうちデザイン論証の前提となる原則
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は道徳律である。クルージウスは道徳律によって理解されている重要な命題として、「多く

の偶然的な事物が、…それらの連関から秩序や合法則性が発現するという仕方で統合され

ていると考えることは理性的ではない」（CP.Ⅱ , S.353）という命題を挙げる。この命題は

上述の「奇蹟の仮定」に当たる。この論理的前提の根拠は「…一方の命題の措定において、

他方の命題の措定においてよりも多くのことが根拠なしに仮定されなければならない場合、

その措定において最も少ないことが根拠なしに仮定される命題を真と見なすことが理性に

適っている」（CP.Ⅱ , S.355）という蓋然的推理の第二の源泉である。世界の秩序の原因と

しての神の存在の蓋然性は第一に「奇蹟の仮定」に基づく「仮定の蓋然性」として評価さ

れる。さらにクルージウスはこの蓋然性を「一致の蓋然性」と結合する。すなわち「…一

致する状態の数あるいは一致そのものとその多様性が考えられないほど大きい場合には、

そしてわれわれの認識が拡大すればするほど、われわれはより多くの一致をも知覚するで

あろうということを見通すことができる場合には、あるいはさらにその上に、このような

仕方で証明されたものが、さらにもっと多くの他の仕方でも示されうる場合には、そこか

ら完全な確実性が生じることは疑いえないことである。」（CP.Ⅱ , S.357）この蓋然性は上

述の「無限の蓋然性」に他ならない。また「世界の異なった部分はつねに相互に関係して

いる」（CP.Ⅱ , S.390）から、この「一致の蓋然性」は「調和した現象もしくは状態」から

生じる蓋然性である。したがってクルージウスのデザイン論証の骨格は「合成された一致

の蓋然性」に他ならないのである。以上の前提を踏まえてクルージウスは『形而上学』第

221 節で以下の証明を展開している。  

 

物質はいかなる理念を持つこともできないので、思慮のある原因によって統治される

ことなしには、理念にしたがって秩序ある作用を及ぼすことはできない。したがってこ

の秩序と合法則性は、世界がそこから区別された思慮のある原因によって形成されたこ

とを示しているか、あるいはこの秩序や合法則性はたんに見かけ上のものであり、偶然

生じたあるものが存在することを認めなければならないかのいずれかである。ところで

後者は無限大の非蓋然性を有する。それゆえ、それでもなお後者を仮定することは極め

て愚かなことであろう。したがって、前者すなわち世界における秩序と合法則性が世界

から区別された思慮のある原因に帰せられるということ、したがって神は存在するとい

うことは、論証的（ demonstrativ）に確実であると見なされるべきである（CP.Ⅱ , 

S.387-8）（ 12）。  
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すなわち世界の秩序と合法則性の原因をまったくの偶然の所産とすることは、「多くの可能

性」が同時に成立することを前提とするため、「奇蹟の仮定」に基づくことになり、「無限

大の非蓋然性」を有することになる。これに対して「思慮のある原因」としての神の存在

という「ただ一つの可能性」（CP.Ⅱ , S.395）を承認すれば、世界の秩序と合法則性を合理

的に説明できる。それ故に神が存在する、というのがこの証明の趣旨である。  

 デザイン論証は世界の秩序という経験的な事実からその創始者としての神の存在を推理

する証明であり、本来ア・ポステリオリな証明である。しかしクルージウスの推理は単純

な帰納的推理ではない。それは今日の科学的推理法の一つである「アブダクション」すな

わち「最善の説明への推論」に相当すると考えられる。すなわちある説明を必要としてい

る事実があって、さまざまな仮説の可能性の中で唯一実行可能な仮説を正しい仮説として

選択する方法である（ 13）。たとえば「シーザーが存在していた」という仮説は、われわれ

は直接シーザーを見たわけではないが、しかしその人が実在したと考えなければ彼に関わ

る無数の文書や遺跡を説明することができないから正しい仮説であるという推理である。

この推理は単純に黒いカラスを枚挙することから「すべてのカラスは黒い」という一般的

真理を導出する帰納的推理とは異なり、さまざまな文書や遺跡を説明するために「シーザ

ーが存在していた」というわれわれが直接経験することのできない仮説を形成する推論で

あり、独特の飛躍を伴う推理である（ 14）。こうした推理によるデザイン論証はトマジウス

学派であるミュラーも行っているが（ 15）、クルージウスの証明の最も特徴的であると同時

に最も問題とされるべき点は、世界の秩序や合法則性を思慮ある原因としての神に帰する

ことが「論証的に確実であると見なされるべきである」とされていることであろう。ここ

で「論証的に」というのは文字通り論証の方法によってということではなく、その確実性

に関して「論証の確実性」に匹敵する「無限の蓋然性」によってということを意味すると

考えられる（ 16）。なぜ無限の蓋然性による確実性が論証の確実性に匹敵するのだろうか。

これについてクルージウスは『形而上学』第 207 節で次のように述べる。  

 

そこから生じる確信の確実性は、さもなければ無限に多くの蓋然性が一度に欺かなけ

ればならないことになるから、その同意への自然的
．．．．．．．

（physicalisch）傾向
．．

に関してと同

時に、そこに源を発する同意への
．．．．

道徳的責務
．．．．．

に関して、幾何学的論証と完全に同じであ

るほど大きな確実性である（CP.Ⅱ , S.357）。  
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その主たる理由の一つは「同意への自然的傾向」すなわち「心を同意へと傾ける自然的作

用に関して」（ebd.）無限の蓋然性による証明が幾何学的論証と同じ力を及ぼすことができ

るという心理的理由である。上述のように確実性とは「思考する者がある事柄について持

つ認識に関して、その事柄について措定したことにおいて、もはやいかなる反対への恐れ

も存在しない思考する者の状態」（CP.Ⅲ , S.750）のことであり、思考する者の心理状態を

意味する。ここでは本来異なる推理方式と見なされた論証の方法と蓋然性の方法が、確実

性という心理的メルクマールに還元されることで、その区別が解消される傾向にある。今

一つは「同意への道徳的責務」に関して、蓋然性を拒否すれば愚かさや悪意が無限に増大

するという理由である。さらにクルージウスによれば無限の蓋然性はしばしばわれわれの

心に対する作用において、論証よりも大きな力を持ちうる。われわれはしばしば真の論証

と誤った論証とを混同することを知っている。たとえ「…論証の結論が客観的に確実であ

るとしても、それが正しい論証であることが決定されるまでは主観的に確実ではなく、悟

性を反対の恐れから解放しない」（CP.Ⅲ , S.748-9）のである。論証の正しさは蓋然的推理

によってはじめて確証される。また論証は「唯一の箇所においてあることが見誤られれば、

論証全体が用をなさず、結論は些かの確実性さえもそれによって得られなくなる」（CP.Ⅱ , 

S.359）ことが知られている。しかし無限に多くの蓋然性による命題の証明は、「無限に多

くの状態や蓋然性が証明に一致するので、このような恐れは取り除かれる」（ebd.）のであ

る（ 17）。  

こうした無限の蓋然性による確実性すなわち「モラーリッシュな確実性」を論証の確実

性と同等の確実性と見なすクルージウスの見解をわれわれはどのように評価すべきであろ

うか。論証的に確実な命題とは、その反対が矛盾するが故に「論理的に不可能」な命題で

ある。これに対してモラーリッシュに確実な命題とは、その反対は矛盾を含まず「論理的

に不可能」ではないが、これまで一度も成立していないが故に「現実的には不可能」と見

なされている。たとえば「太陽は東から昇る」という命題はその反対を考えることは論理

的に可能であるが、現実的には不可能であるが故に、モラーリッシュに確実である。しか

しわれわれはその反対が不可能であることを「証明する」ことはできず、せいぜい「仮定

的に想定」することができるのみである。これに対し論証的に確実な命題の場合、われわ

れはその反対の不可能性を矛盾律にしたがって「証明する」ことができる。ここに両者の

相違があるのではないだろうか（ 18）。モラーリッシュな確実性が無限の蓋然性によって保

証されるものであっても、その反対の不可能性が証明されない以上、これを論証の確実性
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と同一視することはできないであろう。無限の蓋然性は「蓋然性の最大限」であっても、

論証の確実性と見なすことはできないであろう。ではわれわれはクルージウスの論証の独

自性をどこに見出すべきであろうか。次にこの点をヴォルフのデザイン論証との比較を通

して考察する。  

 

４．２．３．  ヴォルフの論証との比較―「充足根拠律」批判  

 

ヴォルフは 1730 年の『マールブルク時間外講義』の「自然の秩序から神の存在を論証

する方法について」と題する章においてデザイン論証を展開している（ 19）。そこでヴォル

フは以前この論証方法について批判したことに言及し、「秩序が存在するところには、秩

序を与えるものが存在する」という命題は、偶然的な秩序について是認されるのでなけれ

ば真理ではないと述べる。なぜなら自然の秩序はヴォルフが批判するスピノザや宿命論者

も認めているのであり、しかも彼らはその偶然性を否定しているからである。ヴォルフに

とって自然の秩序とは「運動力の変容」のうちに存する秩序であり、「自然の秩序が存在

することを証明しようとすれば、物体における速度と方向が一定の確立された法則にした

がって変化することを証明しなければならない。」（ 20）すなわちここで自然の秩序とは自

然の因果法則を意味する。重要なのはこの因果法則が偶然的であることを証明することで

ある。ヴォルフは「すべての仕事は自然の運動の法則が、言わば偶然的なものの源泉であ

る充足根拠律に依存することを認識することにある」と述べる（ 21）。自然の運動の法則の

充足根拠とは「物体の運動がなぜ他の法則よりもむしろこの法則にしたがって生じるのか

という根拠」である。すなわちヴォルフが自然の運動の法則を偶然的と見なすのは、スピ

ノザのように他の法則が存在する可能性を否定してはいないからである。 

そしてこの根拠が含まれているのが「秩序の創始者」である。ヴォルフは『世界論』に

おいて、他のものに還元不可能な物体の内的原理を「要素」（elementum）と称し、この

要素が単純実体であることを明らかにした（ 22）。物体の運動の法則はこの単純実体の変化

の法則に由来し、他の運動法則がなければならないときは他の単純実体が存在しなければ

ならない。すなわち物体の運動法則の偶然性は物体の要素である単純実体の偶然的な存在

に依存し、この世界の偶然的な存在もそれに還元される。ところでヴォルフは『世界論』

において、これらの要素が「目的根拠」（ratio finalis）によって「同位的秩序」（coordinatio）

に置かれ、究極的には神に由来すると述べている（ 23）。なぜ他の要素よりもむしろこの要
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素が存在するのかという根拠は「秩序の創始者」である神に由来するのである。そして「秩

序の創始者」が神であることは、聖書の中の神に一致する属性、たとえば全知や全能とい

った属性を有する存在者だけが自然の秩序の充足根拠を含みうることから明らかである。  

以上のようにヴォルフは自然の秩序の偶然性が物体の要素である単純実体の偶然性に

依存すること、そして要素の目的根拠が神にあることを明らかにすることによって、自然

の秩序の創始者が神であることを証明しようとしているのである。その証明の前提となっ

ているのは「充足根拠律」である。すなわちヴォルフのデザイン論証は自然の秩序の原因

としての神の存在を充足根拠律に基づいて「論証的に」証明する試みであり、機械因果的

自然観と神の摂理とを調和的に解釈する試みであると言える（ 24）。  

 これに対してクルージウスのデザイン論証は充足根拠律に基づく証明ではなく、「理性的

な人間はその理性の本質にも適うように振舞わなければならない」という道徳律に基づく

証明と見なされていた。これはクルージウスの充足根拠律批判に基づいている。クルージ

ウスによれば、神の存在証明に必要な原則のうち充足根拠律、偶然律、道徳律は、従来一

括してライプニッツの充足根拠律に置き換えられていた。しかし充足根拠律は極めて多義

的であり、部分的に誤った意味も含まれている。たとえば「純粋に観念的なア・プリオリ

な認識根拠」が含まれることによって、スピノザのように実体の概念から世界の必然性が

ア・プリオリに導出されることになる（CP.Ⅱ , S.351-2, Ⅳ .1, S.249）。確かにライプニッ

ツの充足根拠律は反対の事態の可能性を否定していない点においてスピノザの決定論とは

異なる。しかし実際に成立するのは唯一の事態のみであり、結局はある事態が「このあり

方においてのみ存在あるいは生起するように決定する」根拠であるが故に「決定根拠律」

（principium rationis determinantis）と称されるべきである（CP.Ⅳ .1, S.192）。そして

その妥当性は作用因と現実存在決定根拠すなわち「同時にア・プリオリな認識根拠でもあ

る実在根拠」に制限されるべきである、というのが『根拠律論文』におけるクルージウス

の批判の主旨であった（ 25）。  

確かにクルージウスは「作用因」としての神の存在を充足根拠律に基づいて論証的に証

明している（CP.Ⅱ , S.362ff.）。しかしデザイン論証は世界の秩序という経験的事実からそ

の「目的因」としての神の存在を証明する営みであり、本来ア・ポステリオリな論証であ

る。クルージウスによればア・ポステリオリな論証とは事柄がたんにある「ということ」

（quod）の認識であるのに対し、ア・プリオリな論証とは事柄が「なぜあるのか」（cur）

という認識である（CP.Ⅳ .1, S.243）。デザイン論証がア・ポステリオリな論証であるとす
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れば、それは世界の秩序に基づいて「神が存在すること」を証明することである。ライプ

ニッツの充足根拠律では、根拠とはそれによって事柄が「なぜあるのか」が認識されるも

のであるから、ア・プリオリな認識根拠のみが含まれていることになる（CP.Ⅳ .1, S.243-4）。

もしライプニッツの充足根拠律に基づいてデザイン論証を行うとすれば、本来ア・ポステ

リオリな認識根拠をア・プリオリな認識根拠と見なす誤謬を犯すことになる。ヴォルフの

デザイン論証は「なぜ他の秩序よりもむしろこの秩序が存在するのか」ということの充足

根拠としての神の存在証明であった。しかしクルージウスにとって、それは神を「この秩

序」の根拠として決定してしまうことを意味した。すなわち他の仕方が不可能ではない世

界の秩序の成立を「このあり方においてのみ」決定することで、他の可能性を排除してし

まうのである。クルージウスの意図は神が唯一「この秩序」の根拠であることを決定する

ことなく、神が存在することを証明することにあった。クルージウスはデザイン論証の本

質がこうした「非決定性」にあることを示していると言えるであろう。ではこの非決定性

は何を意味するのであろうか。  

 

４．２．４．  神の自由と蓋然性  

 

クルージウスがア・ポステリオリな認識根拠で最も問題にしたいのは、実は人間の自由

な行為の予知の問題であった（ 26）。クルージウスによれば自由な行為はア・ポステリオリ

にのみ認識可能である。なぜなら「自由な行為は十全な決定根拠を欠いているが故に、有

限の知性によっては蓋然的にしか予知されえない」からである（CP.Ⅳ .1, S.254）。ライプ

ニッツの決定根拠律は「いかなるものについてもア・プリオリの根拠が存在する」と主張

する原理であるため、ア・ポステリオリな認識根拠の意義を正当に評価していないのであ

る（ebd.）。そして自由な行為のア・ポステリオリな認識は蓋然性の方法による認識に他な

らないのである。  

 

有限な悟性が自由な行為について予知すべきことは、蓋然性の方法によって認識しな

ければならない。なぜなら論証の方法で認識するとしたら、有限な悟性はその存在や性

質をその決定根拠から予知することができるに違いないが、それは矛盾している。なぜ

なら自由な行為はそれによって自由であることをやめてしまうからである（CP.Ⅲ , 

S.735）。  
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クルージウスによれば自由とは「それによって主体が一様に措定された諸状態において、

ある行為を行ったり、中止したり、他の仕方で企てることができる作用」（CP.Ⅱ , S.876）

である。彼は「存在論」第５章でこの作用を「自由の根本作用」（Grundthätigkeiten der 

Freyheit, actiones primae liberae）と称し、存在論的に解明している（CP.Ⅱ , S. 143）。

「根本作用」とは「他の作用を介さずに主体の力から直接生じる作用」（CP.Ⅱ , S.139）で

あり、「自由の根本作用」とは「諸条件が措定されれば生じうるが、しかし生じないことも、

あるいは他の仕方で企てられることもありうる」（CP.Ⅱ , S.140）根本作用である。しかし

この作用は「盲目の偶然」によって生じるのではなく、作用する主体においてつねにしか

るべき原因を持っている。その原因とは「それによって根拠づけられたものが、これらの

諸状態においては他にはありえないという仕方で現実的あるいは可能的になる根拠」であ

る「決定根拠」（determinirender Grund）ではなく、「そこにおいて原因性にとって必然

的ないかなるものも欠けていない」ところの「充足原因」（zureichende Ursache）である

（CP.Ⅱ , S.148-9）。クルージウスはこの充足原因について『根拠律論文』第 45 節で以下

のように述べる。  

 

したがって正確かつ厳密に言えば、私見によると自由な行為においても充足根拠が保

持されている。もちろんそれはたんに充足
．．

原因であって、それに加えてさらにただ一つ
．．．．

の行動様式へと決定された
．．．．．．．．．．．．

原因ではない。なぜなら自由な実体は、それが自由に行為す

るときは行為への十分な力を備えているが、しかし確かに自由に行為している限り、そ

の行為を中止するために同様に十分な力も備えているからである。自由な実体が企てる

ことはその力を越えておらず、それ故にそのための十分な力が存在している。しかし同

時にそれらを実現するためにこの同じ力が同様に十分であった他の多くの行為も存在

していたのである。私は留まることもできるが、私は去る。私は去ることもできるが、

留まる。私はどちらもできるが、新たな決定根拠を必要としているわけではなく、自分

で自分を決定する。すなわち存在あるいは行為の等しく可能な数多くの様式のうちから、

或る一つの様式を選び出し、私の行動力は行為できることから行為することそれ自体へ

と、その生得的な能力（habilitas）によって移行していくのである（CP.Ⅳ .1, S.259-260）。 

 

充足根拠はある行為を行うのに十分な力を備えているが、決して唯一つの行為に決定する
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ように強制する根拠ではない。その行為を中止する根拠も、あるいはその行為以外の行為

を実現したであろう根拠も、同等に十分な力を備えた根拠でありうる。充足根拠は「自由

な行為を完全に決定するのではなく、行為する精神をたんにあるものに傾かせる（geneigt 

machen）」（CP.Ⅱ , S.877）だけの根拠である。たとえば強さが等しい二つの根拠のうち一

方を選択しそれにしたがって行為することもできるし、より強い根拠に対抗してより弱い

根拠を選択しそれにしたがって行為することも可能である（ 27）。クルージウスは自由が「理

性的精神の欲求の諸対象において選択することができる力」（CP.Ⅱ , S.878）であるとも述

べている。「自由の根本作用」はクルージウスの形而上学の「本質的動機」であり、ヴォル

フの決定論的な存在論に対する「論争の要石」でもあるのである（ 28）。  

 クルージウスは「存在論」第８章において、「自由の根本作用」に基づいて「仮定的必然

性」を絶対的必然性から区別する。クルージウスによれば絶対的必然性がそれによって或

るものが「他にはありえない」必然性であるのに対し、仮定的必然性はそれによって或る

ものが「ある状態の措定においては起こらなかったり、他の仕方で生じることはありえな

いが、しかし同じ状態の系列においては時としてその作用を中止したり、他の仕方で企て

ることができる原因が見出される」必然性である（CP.Ⅱ , S.204）。すなわち仮定的必然性

とはたんにある状態が或るものの原因として措定されるという条件下での必然性を意味す

るのではなく、その作用を中止したり、他の仕方で企てることができる「自由の根本作用」

がその原因として措定されうるという条件下での必然性を意味するのである。この点にお

いてクルージウスは仮定的必然性を「系列的必然性」（necessitas consecutionis）からも

区別する。なぜなら後者は条件として措定されるものの系列自体が必然的であるならば、

絶対的な必然性に転ずる可能性があるからである（CP.Ⅱ , S.206）。クルージウスは『根拠

律論文』第５節でヴォルフの仮定的必然性をこのような系列的必然性に相当する必然性と

して批判している（ 29）。決定根拠律の原理にしたがえば現に起こっているものはその反対

が起こりえないが故に必然的である。しかしこのことは現に起こっているものの根拠のみ

ならず、その根拠の根拠に関しても妥当する。そして先行する根拠をどこまで背進的に昇

り詰めて行ったとしても同じことがいかなる存在、状況についても妥当するのである。そ

れ故、「何であれ現にあるもののみが、その反対が起こりえないが故に必然的であるだけで

なく、先行するもののすべての系列も同じ必然性によって強制されているのである。」（CP.

Ⅳ .1, S.197）これに対して「自由の根本作用」はたんなる「充足根拠」を原因とする作用

であるが故に、決定根拠のように先行する根拠の系列全体を絶対的に必然的なものにする
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恐れはない。したがってすべての仮定的必然性は系列的必然性でもあるが、すべての系列

的必然性が仮定的必然性であるとは言えないのである。  

こうした「自由の根本作用」によって、クルージウスは神の自由をも存在論的に説明す

る。クルージウスによれば、神の自由とは「それによって行為が諸状態において生じたり、

中止されたり、あるいは他の仕方で生じることができるほどに、神が自らの行為を始めた

り、継続したり、終わらせたりできる神の意志の特性」（CP.Ⅱ , S.570）である。神が行為

を諸状態において実行したり中断したりする自由を「矛盾の自由」（ libertas contradictio- 

nis）、神が諸状態においてあの仕方あるいは他の仕方で行為を企てることができる自由を

「反対の自由」（ libertas contrarietatis）と称する（CP.Ⅱ , S.570-1）。この「反対の自由」

について、クルージウスは次のように述べる。  

 

したがって神は世界をより先にもより後にも創造することができたのである。そして

神がなぜ世界を神の永遠性の他の時点ではなくこの時点において創造したのか、という

いかなる決定根拠も不可能である。したがって神は世界の始まりをたんに任意に規定し

たのであり、反対の自由をもっているのである（CP.Ⅱ , S.572）。  

 

ヴォルフはこの世界が「最大完全性」を有するが故に神によって選ばれた「最善世界」で

あると考えていた。これに対してクルージウスは、「最善世界」という命題は「誤ってそう

名付けられた充足根拠律」によって、「神が多くの可能的諸世界の中から、なぜ他の世界で

はなくこの世界を選んだのかという決定根拠を持っていたに違いないということが信じら

れた」ために主張されたと述べる（CP.Ⅱ ,S.748）。すなわちこの命題においては「あらゆ

る可能的諸世界の中である一つの世界が最善であることが前提とされている」ために、神

は創造において最善世界のみを選ぶことが「決定」されており、「最善世界以外のいかなる

世界も現実化することはできなかった」ことになってしまうのである（CP.Ⅱ , S.749）。も

しライプニッツの「決定根拠律」が無制限に認められれば、神の「反対の自由」は廃棄さ

れてしまうであろう（CP.Ⅱ , S.749-750）。また世界が「最大完全性」を有するということ

自体が不可能である。なぜなら世界の完全性は「有限な完全性」であり、つねに「より大

なる完全性が考えられる」からである（CP.Ⅱ , S.298）。すなわち神は「前進的無限」（Infini- 

tas progressiva）によってより多くを付加することができるのである（CP.Ⅱ , S.743）。神

が創造する世界は最善世界ではなく、たんに「非常に善い世界」であり、悪は「自由の誤
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用」によってもたらされたものであり、世界の本質には属さないのである（CP.Ⅱ , S.753- 

4）。クルージウスは決定根拠律に基づく最善世界を否定することによって神の「反対の自

由」を確保しているのである。  

このようにクルージウスが主張する自由の本質はその「非決定性」にあると言える。そ

してこの非決定性はデザイン論証の非決定性に通じている。なぜならクルージウスはこの

論証において、世界の秩序を「他の仕方においても」設定できる自由なデザイナーとして

の神の存在を証明していると言えるからである。したがってクルージウスの意図は、人間

の自由な行為を蓋然性の方法によって認識するのと同様に、自由な神の存在をこの方法に

基づくデザイン論証によって証明することにあったと言えるのではないだろうか。世界の

秩序を偶然の所産と見なすことは不可能ではないが、「合理的」ではない。世界の秩序の原

因をその創始者としての神に帰することは「合理的」であるが、予め決定されているわけ

ではない―クルージウスのデザイン論証の主旨を簡潔に表現すればこのように言うことが

できるであろう。一見消極的とも思われるデザイン論証の非決定性は、実は神の自由を合

理的に確保する巧妙な戦略であり、それを可能にしたのが蓋然性の方法なのである。した

がって、クルージウスの蓋然性の方法の独自性はヴォルフ学派に見られる決定論的な困難

を緩和した｢非決定的合理性｣にあると言えるであろう。  
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(14) 帰納的推理とアブダクションの相違点については以下の文献を参照した。米盛裕二『ア

ブダクション―仮説と発見の論理』勁草書房、2007 年、P.81ff. 

(15) August Friedrich Müller, Einleitung in die philosophischen Wissenschaften, 

Anderer Theil, welcher die Metaphysic, Ethic, und Politic in sich enthält. Leipzig, 

1733(2),1728(1), Die Metaphysic oder Natürliche Theologie, Cap.11. Von der existenz 

gottes. in: THOMASIANI Materialien und Dokumente zu Christian Thomasius, 

hrsg.v.Werner Schneiders unter Mitarbeit von Kay Zenker, Bd.3, Teil 2.1, Hildesheim/ 

Zürich/New York, 2008, S.277ff.. 

(16) クルージウスはこの箇所で『形而上学』第 207 節を指示しており、第 207 節では論証

の確実性と無限の蓋然性による確実性が等価であると述べられている（CP.Ⅱ , S.357）。  

(17) 蓋然性の方法が論証の方法と同等の確実性に到達可能であるとするクルージウスの見

解は彼の懐疑主義批判（CP.Ⅲ , S.757ff.）にも通じる。クルージウスは「蓋然性に満足し

ようとしないで偽りの懐疑に耽ることは最も愚かなことである」（CP.Ⅳ .1,S.242）とも述
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べている。なぜならわれわれはすべてのものを論証の方法によって認識できるわけではな

いが、「最も多くのものが、そして実在的な概念の設立がそれに依存するが故に、最も有益

でもあるものがモラーリッシュな確実性を伴って、蓋然性の方法によって認識される」（CP.

Ⅲ , S.792）からである。  

(18) Madonna 1990, S.114. なおランベルトは「モラーリッシュな確実性」を「幾何学的

確実性」（geometrische Gewißheit）に対置し、両者をその起源によって区別する。すなわ

ち前者が「感覚」（Empfindung）や「伝聞」（Nachricht）に由来するのに対し、後者は「論

証」（Demonstration）に由来する。しかしこのことはモラーリッシュな確実性が完全性（=1）

を持つことを妨げるものではない。その限りにおいてモラーリッシュな確実性は幾何学的

確実性から「たんに種類において」区別されているとも言えるであろう。しかし推理形式

に着目すれば、論証は「最も厳密な意味でのア・プリオリな諸学問」において「あらゆる

明晰さと秩序と完全性」を有するのであり、たんなる（帰納的な）推理の積み重ねとは本

質的に異なるのである（LP.Ⅱ , S.418-9）。感覚や伝聞に由来するモラーリッシュな確実性

はあくまで「個人的」（ individual）な確実性に留まる（LP.Ⅱ , S.406）。またランベルトは

「狭義のモラーリッシュな確実性」として人間の意志や行為に関わる「道徳的確実性」を

挙げている（LP.Ⅱ , S.410-1）。  

(19) Christian Wolff, Horae subsecivae Marburgenses Anni MDCCXXX, quibus Philoso- 

phia ad publicam privatamque utilitatem aptatur, trimestre brumale, Frankfurt u. 

Leipzig 1731-2, Ⅲ . De Methodo existentiam Dei ex Ordine Naturae demonstrandi,   

§ 1ff., WW. Ⅱ Abt., Bd.34.2, S.660ff.. Vgl. Anton Bissinger, Die Struktur der 

Gotteserkenntnis. Studien zur Philosophie Christian Wolffs, in: Abhandlungen zur 

Philosophie, Psychologie und Pädagogik, Bd.63, Bonn, 1970, S.255-9. 

(20)   C. Wolff, a.a.O.,§3, WW.ⅡAbt., Bd.34.2, S.672. 

(21)   C. Wolff, a.a.O.,§4, WW.ⅡAbt., Bd.34.2, S.674. 

(22)   C. Wolff, Cosmologia, §182, WW.ⅡAbt., Bd.4, S.146. 

(23)   C. Wolff, a.a.O.,§204, WW.ⅡAbt., Bd.4, S.157. 

(24)   Martin Krieger, Geist, Welt und Gott bei Christian August Crusius. Erkenntnis-  

theoretisch-psychologische, kosmologische und religionsphilosophische Perspektiven  

im Kontrast zum Wolffschen System. in: Epistemata Würzburger wissenschaftliche  

Schriften, Reihe Philosophie, Bd.126, Würzburg, 1993, S.287. 
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トが考えているような均衡中立論者ではないと言えるであろう。  

(28)  Carl Festner, Christian August Crusius als Metaphysiker, Inaugural-Dissertation 

zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde der hohen philosophischen Fakultät 

der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg, Halle a.S., 1892, S.18. 

(29)  クルージウスはヴォルフの『存在論』第 302 節の以下の定義を引用している（CP.Ⅳ .1, 

S.195）。「それ自体としてあるいは絶対的に考察されたものの反対が不可能であるか、矛

盾を含むものは絶対的に必然的であると称する。しかしながらその反対が与えられた仮定

あるいは与えられたある条件のもとにおいてのみ不可能であるか、矛盾を含むものは仮定

的に必然的である。」（C. Wolff, Ontologia,§302, WW.ⅡAbt., Bd.3, S.241）クルージウス

によれば、仮定的必然性が「与えられた条件のもとにおいてのみ」現にあるものが生じる

必然性であるとしても、その条件の系列自体が「決定根拠」に基づく限り、その必然性は

絶対的必然性に転じるが故に、ヴォルフの定義は不十分なのである。  
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第５章  カントにおける蓋然性の哲学的基礎  
 

 カントは「蓋然性の論理学」の展開に終止符を打ったと見なされている。しかしこれに

よって蓋然性そのものの意義が否定されているわけではない。本章ではまずカントが「蓋

然性の論理学」を否定するに至った経緯を講義録やレフレクシオーンを手掛かりに発展史

的に考察する。次に超越論哲学において蓋然性がどこに位置づけられているかを考察する。

さらに仮定的必然性と道徳的確実性の意味をヴォルフ、クルージウスと比較することで明

らかにしたい。  

 

５．１．  「蓋然性の論理学」を巡る展開  

 

５．１．１．  『論理学』（1800 年）における「蓋然性の論理学」の否定  

 

1800 年のイエッシェ編集の『論理学』では、蓋然性とは「十分な根拠に対して、反対す

る根拠が持つよりも一層大なる関係を持っているような、不十分な根拠に基づく信憑」（Ak.

Ⅸ , S.81）であるというカントの見解が示されている。論理学の講義のテキストであるマ

イアーの『論理学綱要』では、「ある不確実な認識を採用する根拠が拒否する根拠よりも、

より多くより強い」場合にその認識は蓋然的であるとし、十分な根拠との関係が問題とさ

れていない（１）。これに対してカントは、十分な根拠との関係の有無によって蓋然性を「仮

象性」（Scheinbarkeit, verisimilitudo）から区別する（２）。すなわち蓋然性の場合には「そ

れによって蓋然性を評価することができる尺度がいつでもそこになければならない」（Ak.

Ⅸ , S.82）。その尺度とは「確実性」である。蓋然性は十分な根拠に基づく確実性と比較さ

れることによってのみ評価されうるのであり、それによって「どれほどのことが確実性に

は必要であるか」を知ることができるのである。これに対して仮象性にはこうした尺度が

存在しない。仮象性においては不十分な根拠を十分な根拠とではなく、反対する（不十分

な）根拠と比較できるのみである。したがって信憑の根拠は、蓋然性においては「客観的

に妥当」するが、仮象性においては「主観的に妥当する」だけである（ebd.）。  

さらにカントはこうした蓋然性の評価を数学に限定する。すなわち数学的認識において

は蓋然性の要素が「同種的」であるが故に、その関係を「数値化する」ことが可能である

が、哲学的認識においては要素が「異種的」であるため、その関係は数値化されず、たん
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に「重みを量る」ことができるのみである。したがって数学者は不十分な根拠が十分な根

拠に対してもつ関係を規定できるが、哲学者は「たんに主観的で実践的に十分であるよう

な信憑」すなわち仮象性で満足しなければならない。従来「蓋然性の論理学」として探究

された論理学は実はこうした「仮象の論理学」に過ぎないのである。すなわち「ひとは蓋

然性の論理学について多くを語ってきた。だがそうした論理学は可能ではない。というの

も、不十分な根拠が十分な根拠に対して持つ関係を数学的に考量できない場合には、すべ

ての規則が役立たないからである」（ebd.）。  

このように批判期のカントは「蓋然性の論理学」に対して否定的な見解を展開した。確

かにこうした見解はすでに前批判期のカントの講義録やレフレクシオーンにも見出される。

たとえば、1760-70 年代の記述と判定されている Refl.2591 では、「蓋然性においては、あ

る事象を支持することが知られている根拠はその反対の根拠と比較されるのではなく、確

実性の十分な根拠と比較されなければならない。前者はたんに仮象性を形成する。」（Ak. 

XⅥ , S.432）と述べられている。また 1770 年代初頭の講義録と見なされている『ブロン

ベルク論理学』には、「数学のみがわれわれが物事の十分な根拠を認識できる種類の学問で

ある。しかし哲学ではそれはありえない。したがって哲学におけるあらゆるわれわれの認

識は、疑いもなく確実ではないが、決して蓋然的ではなく、つねに仮象的でしかありえな

い、ということになる。」（Ak.XXⅣ .1,S.197）という記述がある（３）。しかし次節で述べる

ように、この時期のカントはまだ「蓋然性の論理学」について肯定的な見解をも持ってい

た。この事実はこうした批判的な見解が直ちに「蓋然性の論理学」の可能性を否定するま

でには至らなかったことを意味する。ではカントはどのような展開を経てこの論理学を否

定するに至ったのであろうか。  

 

５．１．２．  実践的論理学としての「蓋然性の論理学」  

 

前批判期の公刊著作においてカントが「蓋然性の論理学」に言及している箇所は、ほぼ

皆無である（４）。しかしわれわれはレフレクシオーンと論理学に関する講義録からその足

跡を辿ることができる。1755-56 年の記述と判定されている Refl.1669 では、「蓋然性の論

理学は実践的論理学（practische Vernunftlehre）のより必要な部分である。たとえば歴

史的信憑性の評価において。事象が確実に認識できる場合にも、この論理学で、すなわち

近似値で間に合わせることがある。」（Ak.XⅥ , S.72）と述べられている。本稿第２章１．
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２節で示されたように、「理論的論理学」が概念、判断、推理の規則について理論的に論じ

る論理学の部門であるのに対し、「実践的論理学」は理論的論理学で明らかにされた規則を

実際の認識に適用する仕方について論じる部門である。すなわち「まだ見出されていない

真理の発見やすでに見出されている真理の判定における論理学的規則の適用」を示す部門

である（５）。「蓋然性の論理学」が実践的論理学の「より必要な部分」であるのは、この論

理学が「真理の発見」に役立つからである。われわれは実際の認識において直ちに論理的

に完全な認識に到達することは困難である。しかしわれわれは不完全だがすでに認識され

た真理から、他の認識されていない真理を推測することによって、より完全な認識へと接

近できる。ヴォルフ同様にカントも「蓋然性の論理学」を「発見法」（ars inveniendi）の

原理に基づく論理学と見なしていた。  

前批判期のカントはこの理論的／実践的論理学という区分を継承し、「蓋然性の論理学」

を実践的論理学の一部分として肯定的に評価していた。たとえば『ブロンベルク論理学』

では、「日常生活においてわれわれは確実性よりも蓋然性にしたがって行動する故に、蓋然

性の論理学は極めて有用であるだろう。」（Ak.XXⅣ -1, S.38）という記述がある。しかしそ

の一方でカントは「蓋然性の論理学は…葬祭保険基金において利用されている。それはあ

らゆる人間の経験に拡張されるべきであるが、しかしそのような論理学はまだ存在しな

い。」（ebd.）とも述べている。このことは「蓋然性の論理学」が「歴史的信憑性の評価」

や「葬祭保険基金の計算」といった特定の対象に適用される論理学としては存在している

ものの、「あらゆる人間の経験」に適用される一般的な論理学としては存在していないこと

を意味する（６）。以上のことから前批判期のカントは、あらゆる経験一般に適用される「蓋

然性の論理学」の不在を認識しつつも、その有用性の故に、ライプニッツ同様にその実現

を期待していたと言えるであろう（７）。  

 

５．１．３．  「オルガノン」としての実践的論理学  

 

ところで前批判期においてカントは、こうした実践的論理学がオルガノンであるという

指摘をしている。たとえば 1760-70 年代の記述と判定されている Refl.1566 では、「あら

ゆる客観的論理学は理論的である。つまりそれはそれ自身完全な認識には何が属するかを

示す。しかし論理学が主観的な原理を持つ限り、すなわち認識を完全にするために、われ

われの悟性と理性の法則にしたがっていかなる手段が要求されるかを認識する場合には、
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たんに実践的である。」（Ak.XⅥ ,S.6）と述べられており、前者が学問の「批判」であるの

に対し、後者は「オルガノン」であると指摘されている。すなわち前者が完全な認識の条

件を示す「識別（diiudication）の規則」にしたがって認識をより厳密に限定するのに対

し、後者は完全な認識に到達するために悟性や理性がいかに振舞うべきかを示す「執行

（execution）の規則」にしたがって実際に認識を構成する（Refl.1579, Ak.XⅥ , S.22）。

ここでは両者は相互補完的な関係にあり、オルガノンとしての実践的論理学の意義が肯定

されている。  

しかしカントは次第に実践的論理学を否定的に評価するようになる。1770 年代初頭の講

義録と見なされている『フィリピ論理学』では実践的論理学の問いの解決は「多くの場合

トートロジーである」（Ak.XXⅣ .1, S.319）という記述が見られる。すなわち理論的論理学

は「認識が論理的に完全である条件」を示すのに対し、実践的論理学は「われわれが論理

的完全性の条件を満たすことができる手段」を示すが、多くの学者が「認識が完全になる

条件を指示することによって、完全性に至る手段を与えたと思った」（Ak.XXⅣ .1, S.338）

のである。たとえば概念の「明晰・判明性」は認識の論理的完全性の条件であるが、いか

にして認識を論理的に完全にするかという問いに対して、たんに「概念を明晰・判明にす

ればよい」と答えるだけでは、実際に概念を明晰・判明にすることによって認識を論理的

に完全にする手段を指示したことにはならない。カントは論理学が思考の規則の学である

以上、その規則の行使を「再び規則によって行うことしかできない」が故に、「規則の行使

は教えられない」と述べており（Ak.XXⅣ .1, S.339）、ヴォルフの指摘を継承しているので

ある。  

こうした実践的論理学の否定的評価は、「論理学はカノンであってオルガノンではない」

という批判哲学の立場が明らかになるに至って決定的となる（８）。たとえば 1773-75 年の

記述と判定されている Refl.1603 では、「論理学は悟性と理性一般の［普遍的で］純粋な法

則についての（ア・プリオリな）学問であり、特殊な使用の法則についての学問ではない。

…論理学はカノンであるが、しかしオルガノンではない。すなわちア・プリオリに証明可

能な判定（識別）の規則であり、われわれの認識の構成の規則ではない。」（Ak.XⅥ , S.33）

と述べられている（９）。論理学は悟性・理性使用の普遍的・形式的な「規準」であるカノ

ンを意味し、認識の具体的内容を構成するオルガノンではない。オルガノンは認識の内容

の「異種性」に左右される「特殊な使用の法則」にすぎず、一般的な学としては成立しな

いのである（ 10）。論理学がカノンであると解釈されることによって、オルガノンとしての
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実践的論理学は論理学の一部門という位置づけを否定されるようになる。1780 年代初頭の

講義録と見なされている『ペーリッツ論理学』では、「カノンとしての論理学は学であるが、

オルガノンとしての論理学は術（Kunst）である。しかしながら論理学はオルガノンでは

ない。というのも、さもないと実践的な論理学も存在せざるをえないだろうから。論理学

は判定のためのカノンでしかない。論理学は理論的論理学と実践的論理学とに区分されえ

ないことが、なお示されるであろう。」（Ak.XXⅣ .2, S.505）と述べられている（ 11）。  

このようにして実践的論理学はオルガノンであるがゆえに論理学の一部門ではないと

いう見解に到達することによって、カントはその一部分としての「蓋然性の論理学」もオ

ルガノンであるがゆえに論理学の一部門ではないという見解に到達したと推測できる。そ

れはこの論理学が「発見法」の一部であり、認識された真理から未知の真理を推測する「術」

と見なされていたことからも裏づけられるであろう。またそれが認識される対象の内容に

関わる論理学であることは、たとえば 1780 年代初頭の講義録と見なされている『ウィー

ン論理学』で、「蓋然的なものの論理学は純粋論理学ではない。それは客観を対象にもつ学

問であるだろう…。」（Ak.XXⅣ .2, S.879）と述べられていることからも明らかである。「蓋

然性の論理学」が客観を対象にもつ論理学であるということは、その客観の内容の「異種

性」に左右される論理学であることを意味する。たとえば「学生 A は落第した」という事

実から「彼の成績は 60 点未満である」という仮説を推理する場合、その蓋然性は学生 A

の所属する大学が落第を試験成績だけで決める大学か出席状況も考慮する大学かで変わる

であろう。したがって「蓋然性の論理学」は、各々の客観の内容に応じた特殊論理学とし

ては可能であるかもしれないが、一般論理学としては不可能であろう。  

 しかしカント自身は実践的論理学がオルガノンであることを直接の理由として「蓋然性

の論理学」を否定することはなかった。カントが「蓋然性の論理学」を否定するに至るの

は理論的／実践的論理学に代わる新たな論理学の区分を採用することによってである。そ

れは分析論／弁証論という区分である。  

 

５．１．４．  弁証論としての「蓋然性の論理学」  

 

分析論／弁証論という区分の思想史的源泉は、古くはアリストテレスにまで遡ることが

できる。アリストテレスはいわゆる「三段論法」に基づく推論の体系およびこれを基礎と

する論証と探究を「分析論」と称した。これに対し「弁証論」はいわゆる通念や経験的知
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識に基づいて討論の形式で行われる弁証法的推論の探究であり、アリストテレスはこれを

論理学の一部門であるトピカもしくは「蓋然性の論理学」と見なしているのである。こう

したアリストテレスに由来する伝統的な区分は、18 世紀のドイツ啓蒙主義哲学においては

ごく少数の思想家によって継承されているに過ぎない（ 12）。その中の一人はカントが論理

学講義のテキストに用いた『論理学綱要』の著者であるマイアーである。マイアーは論理

学を「まったく確実な学的認識の論理学」と「蓋然的な学的認識の論理学」に区分し、前

者を分析論、後者を弁証論と称している（ 13）。しかし理論的／実践的論理学の区分を継承

した 1750-60 年代のカントは、この区分を論理学の区分として意識的に論じることはなか

った。  

 カントが分析論／弁証論の区分を論理学の区分として使用するのは 1770 年代からであ

り、その区分はカノン／オルガノンの区分に対応する。1773-75 年の記述と判定されてい

る Refl.1602 では「カノンとして考察された一般
．．

論理学は分析論（一般悟性の）である。

オルガノンとして考察された一般論理学は弁証論である。…もしそれがオルガノンとして

考察されるならば、それは仮象の論理学である。」と述べられている（Ak. XⅥ , S.32）。上

述の通りこの時期のカントはすでに「論理学はカノンであってオルガノンではない」とい

う立場に到達しており、弁証論は一定の規準に従って真偽を判定するためのカノンではな

く、相対立する根拠を比較考量することで真理を発見するためのオルガノンであるという

見解を持っていたと考えられる。そして 1780 年代の論理学講義ではこうした見解に基づ

いて、弁証論を「蓋然性の論理学」と見なす伝統的解釈に対する明確な批判が行われる。

たとえば『ペーリッツ論理学』では次のような記述がある。  

 

  著者（マイアー）たちは弁証論を「蓋然性の論理学」と考えている。しかし蓋然性に

は仮象との相違点がある。蓋然性は「部分的真理」（eine partiale Wahrheit）である。

仮象は真理と対立するが、蓋然性は（真理と）対立しない。蓋然的であることは確実だ

が不十分な根拠に基づく真理についての判断であり、不十分であることが十分であるこ

とに属するように、蓋然的であることは真理に属する。なぜなら蓋然的であることにさ

らに根拠が加われば、真理になるからである（Ak.XXⅣ .2, S.507）（括弧内は論者が補っ

た）。  

 

マイアーは伝統的解釈にしたがって、「蓋然的な学的認識の論理学」（弁証論）を「ある真
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理に対する肯定あるいは否定の根拠を見出し、どちらに最も多くの最も強い根拠が見出さ

れるかを合理的に認識するために両者を互いに比較考量する」論理学の部門と見なしてい

る（ 14）。しかしカントにとって弁証論は「蓋然性の論理学」とは言えない。なぜなら蓋然

性においては、ある真理を肯定する根拠が否定する根拠と比較されるのではなく、その真

理を肯定する十分な根拠と比較されなければならないからである。マイアーが「蓋然性の

論理学」と見なしている弁証論は、不十分な根拠を別の不十分な根拠と比較しているに過

ぎず、カントにとっては「仮象の論理学」に他ならない。こうしてカントは弁証論として

の「蓋然性の論理学」を否定するに至るのである。  

しかしカントは「蓋然性の論理学」の可能性を否定したものの、蓋然性そのものを否定

したわけではない。カントによれば仮象が真理と対立するのに対し、蓋然性は真理の不十

分な根拠が十分な根拠に対して持つ関係を意味し、むしろ「部分的真理」として真理に属

するのである。こうした見解はカントが『純粋理性批判』超越論的弁証論の序論において、

蓋然性の学説を「仮象の論理学」である弁証論から区別し、「論理学の分析的部門」から「分

離されてはならない」ものとも見なしていることと一致する（A293=B349）。ではそれは

分析論のどこに位置づけられるのであろうか。  

 

５．２．  「蓋然性の数学」の基礎としての超越論哲学  

 

５．２．１．  数学的認識の確実性  

 

 上述のようにカントは「蓋然性の論理学」の可能性を否定したものの、蓋然性を数学的

に測定する可能性については認めていた。すなわちカントにとって蓋然性の学説とは「蓋

然性の数学」に他ならない。カントは 1783 年の『プロレゴメナ』において、「…算術にお

ける蓋然性の計算に関して言えば、それは与えられた同種的な諸条件のもとで、あること

が起こる可能性の度合いについての、蓋然的ではなく、まったく確実な判断を含んでおり、

この諸条件はあらゆる起こりうる場合の総数においてまったく間違いなく規則に適ってい

なければならない…」（Ak.Ⅳ , S.369）と述べている。ここでカントは蓋然性を、ライプニ

ッツ同様にあることが起こる「可能性の度合い」と見なしており、その計算は「まったく

確実な判断」を含んでいると考えている。ここで問題となる確実性とは数学的認識の確実

性である。われわれはまずカントがこの確実性についてどのように考えているか考察する。 
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 カントが数学的認識の確実性をはじめて主題的に取り上げたのは、1764 年に刊行された

『自然神学と道徳の諸原則の判明性についての探究』（以下『判明性論文』と記す。）と題

する論文である。この論文は 1762 年にカントがベルリンの科学アカデミーの懸賞課題に

応募した論文であり、そこでは形而上学が数学や幾何学と同等の確実性に到達できるかど

うか、また形而上学が確実性に到達する固有の方法とは何かが論じられている。カントは

この論文の第３考察で、「数学的確実性は哲学的確実性と種類を異にする」（Ak.Ⅱ , S.291）

と述べ、数学的確実性の根拠として、数学的定義の特殊性と数学的記号の直接的明証性と

を挙げている。このうち数学的記号の直接的明証性に関して、カントは次のように述べる。  

 

  …数学は推論や証明において、その普遍的認識を記号のもとで具体的に考察するが、

これに対して哲学はその認識を記号と並べて依然として抽象的に考察する。このことは

両者が確実性に到達する仕方に大きな違いをもたらす。なぜなら、数学の記号は感性的

な認識手段であるから、ひとは眼で見るものが確実であるのと同じ確信を持って、一つ

の概念も見落とされていないこと、個々の比較はすべて容易な規則にしたがって行われ

たことなどを知ることができるからである。その際注意力の負担が非常に軽減されるの

は、数学が事象を普遍的な表象において考える必要はなく、記号をそこで感性的である

個々の認識において考えればよいからである（ebd.）。  

 

ここでは数学的記号が「感性的認識手段」であるが故に、「眼で見るものが確実であるのと  

同じ確信を持って」操作できることが数学的確実性の根拠として示されている。数学にお

いて取り扱われるのは事象そのものではなく、それに代わる記号であり、まず事象の増大

や減少、様々な関係が記号化された後、「これらの記号によって容易で確実な規則にしたが

って、置換、結合、引き算及び様々な種類の変換が行われる」（Ak.Ⅱ , S.278）が、記号化

された事象そのものはその過程でまったく忘れ去られ、最後の結論において記号化された

推論の意味が判読されるのである。これに対して哲学においてはこうした記号化が不可能

であるから、普遍的なものを抽象的にしか認識できないのである。  

 次に数学的定義の形成法について、カントはその特殊性が「概念の任意的結合」による

「総合的」な形成法であることを指摘している（Ak.Ⅱ , S.276）（ 15）。たとえば「不等辺四

辺形」の概念は、一つの平面を囲み、向かい合う辺が平行でないような任意の四直線を考

えることによってはじめて与えられる。すなわち数学においては事象の概念は「定義以前
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には与えられず、定義によってはじめて生じる」（ebd.）のであり、それ故に「定義が概念

に与える意味以外のいかなる意味も持たない」（Ak.Ⅱ , S.291）のである。このことが数学

的確実性の第二の根拠である。これに対して哲学においては、事象の概念が定義以前に「す

でに与えられている」が、それはまだ「混乱しているか、もしくは十分に規定されていな

い」（Ak.Ⅱ , S.276）。したがって哲学においては、定義に先立ってまず「概念を分析し、

分離された徴表を与えられた概念とあらゆる場合に比較して、この抽象的な思想を周到か

つ規定的ならしめなくてはならない」（ebd.）のであり、「分析的」な形成法によってのみ

定義に到達することが可能なのである。  

 数学的認識の確実性に関する以上の論点は、『純粋理性批判』における「超越論的方法論」

の「純粋理性の訓練」の章に引き継がれ、若干の進展も見出される。まず数学的記号の直

接的明証性に関しては、以下のように述べられている。  

 

   しかし数学は幾何学におけるように、たんに「量」（quantum）を構成するのみなら

ず、代数学におけるように「たんなる量」（quantitas）をも構成するが、その場合数学

はそうした量概念にしたがって思考されるべき対象の性質をまったく捨象する。そして

代数学は、加法、減法など、また開法のような量一般（数）のすべての構成を表すある

種の記号を選び、量の普遍概念をそのさまざまな関係にしたがって表示した後、量によ

って産出され変化させられるあらゆる操作を、ある種の普遍的な諸規則にしたがって直

観において描出するのである。ある量が他の量によって除せられる場合には、代数学は

両者の記号を、除法を示す形式にしたがって合成する等々。それ故代数学は、記号的構

成（symbolische Konstrukution）を介して、明示的あるいは幾何学的構成（諸対象自

身の）にしたがう幾何学とまったく同様に、比量的認識がたんなる概念を介して達する

ことは決してできない点にまで達するのである（A717=B745）（ 16）。  

 

以上の記述の全体の趣旨は『判明性論文』で述べられたことと同じである。しかしいくつ

かの論点に進展が見られる。まず代数学で扱われる「たんなる量」（quantitas）が幾何学

の「量」（quantum）から区別されている。この区別は後述するように「規定される量」

（quantum）と「規定する量」（quantitas）の区別に相当し、「可能性の度合い」として

の蓋然性を分数化する可能性を示す上で重要な区別である。次に「記号的構成」や「直観

において描出する」といった数学的認識の直観的・構成的性格が明示されていることであ



 97 

る。このことは数学的記号の直接的明証性に留まらず、数学的定義の客観的妥当性に密接

に関わるので、以下ではこの点について考察する。  

 『判明性論文』においては数学的定義のみが可能であると見なされた。その理由は数学

においては定義が「概念の任意的結合」によって形成されるが故に、事象の概念は定義に

よってはじめて与えられ、定義以上の意味を持たないからであった。この論点自体はその

まま『純粋理性批判』にも引き継がれている。カントによれば哲学において「与えられた

概念」はすべて定義不可能であり、定義される概念は「任意的な綜合」を含む概念のみで

あり、数学のみが定義を持っている。しかし「概念の任意的な結合」だけではその真の対

象を定義することはできない。なぜなら「概念が経験的な諸条件に基づく場合、対象とそ

の可能性は任意的な概念によってはまだ与えられていない」（A729=B757）からである。

われわれは任意的な概念からは「そもそもその概念が対象を持つかどうかさえ知らない」

（ebd.）のである。ここには『判明性論文』では見られなかった任意的に結合された概念

の客観的妥当性についての問題意識が表れている（ 17）。ではなぜ数学のみが定義を持ちう

るのであろうか。その理由についてカントは次のように述べる。  

 

それ故、定義の用をなす概念としては、任意の綜合を含み、この綜合がア・プリオリ

に構成されうるような概念以外のいかなる概念も残らない。したがって数学のみが定義

を持っている。なぜなら数学は思考する対象をア・プリオリに直観においても描出する

からであり、この対象は概念以上のものをも以下のものをも含みえないことは確実だか

らである。と言うのも、対象についての概念は説明によって、根源的に、すなわちその

説明をどこからか導出することなしに与えられたのであるからである（ A729-730 

=B757-8）。  

 

数学のみが定義を持ちうるのは、数学的概念を形成する任意的な綜合が「ア・プリオリに

構成されうる」からであり、思考する対象を「ア・プリオリに直観においても描出する」

からであり、そのためこの対象が定義以上あるいは以下の意味を持ちえないことは確実だ

からである。ここで強調されているのは概念の客観的妥当性を保証する直観の意義である。

数学においては概念形成が同時にその対象をア・プリオリに直観において構成することで

もあるが故に、概念と対象が一致することは自明である。そしてこのことは悟性形式（カ

テゴリー）と共に、空間・時間の直観形式が認識のア・プリオリな条件として確立される
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批判哲学の成立を待ってはじめて明らかにされたのである。一方哲学においては数学のよ

うに対象を構成するができないため、概念と対象の一致は自明ではなく、その客観的妥当

性を証示するためには「演繹」という特別の方法が必要となるのである（ 18）。  

 こうして数学は哲学の外部にある独立した知の体系として、哲学の信任状なしにその確

実性と真理性を保持していると言えるであろう。しかし『純粋理性批判』において数学と

哲学はまったく独立した知の体系として相互に没交渉と見なされているわけではない。な

ぜならカントは「超越論的分析論」の「原則の分析論」の章において「直観の公理」と「知

覚の予料」という２つの「数学的原則」の分析を行っているからである。カントは数学と

数学的原則の関係をどのように考えているのであろうか。これについてカントは次のよう

に述べている。  

 

  確かに私は分析論において、純粋悟性の諸原則の表に際して、直観のある種の諸公理

にも言及した。しかしそこで引き合いに出された原則はそれ自身いかなる公理でもなく、

たんに諸公理一般の可能性の原理を提示することだけに役立ったのであって、それ自身

は概念に基づくたんなる原則にすぎない。と言うのも、数学の可能性でさえも超越論哲

学においては示されなければならないからである（A733=B761）。  

 

ここでカントは「公理」と「原則」とを明確に区別する。公理は「対象の直観における概

念の構成」（A732=B760）を介して対象の諸述語をア・プリオリに直接結合できるため、

「直接的に確実」である。これに対して原則は「たんに概念に基づく」ため、直接的に確

実でなない。なぜなら原則においては「経験における時間規定の制約」を「第三者」とし

て探し求めなければならず（A733=B761）、「概念のみから」諸述語との結合を直接導き出

すことは不可能だからである。哲学における原則とは「自らの証明根拠すなわち経験を自

らまず可能ならしめ、この経験においてつねに前提されなければならない」（A737=B765）

という特質を持つのである。したがって原則論における「直観の公理」とはそれ自身いか

なる公理でもなく、たんに「公理一般の可能性の原理」を提示することにのみ役立つ原則

にすぎないのである。カントは「数学の可能性さえも超越論哲学において示されなければ

ならない」と述べているが、その真意は「超越論哲学がなければ数学は成立しない」とい

うことではなく、数学は哲学から独立して学として成立しているが、超越論哲学はその可

能性をも示すことのできる学であるべきであるという程度のことであろう。  
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カントは「原則の分析論」で「数学の諸原則」（Grundsätze der Mathematik）と「数

学的諸原則」（mathematische Grundsätze）とを区別し、前者は純粋直観から悟性を介し

て導出される原則であるのに対し、後者は「数学の諸原則の可能性とア・プリオリな客観

的妥当性が基づいている諸原則」であり、「諸概念から
．．．．．

直観へと進むが、直観から
．．．．

諸概念へ

とは進まない」原則であると規定している（A160=B199）。ここでの客観的妥当性とは具

体的には数学の原則の「経験への適用」（ebd.）を意味する。したがって数学的原則は数学

の原則の経験への適用可能性、すなわちその客観的妥当性を証示する原則であると言える

であろう。もちろん数学の原則は「純粋直観における概念の構成」によって超越論哲学と

は無関係にもその客観的妥当性が保証されているのであるから、ここで経験への適用可能

性によって証示される客観的妥当性とは、むしろ「超越論哲学における」概念（カテゴリ

ー）の客観的妥当性ということになるであろう。原則論に数学的原則を算入したカントの

意図は超越論哲学による特定の学としての数学の基礎づけを目指すことではなく、あくま

で超越論哲学の学としての体系的完全性を目指すことにあったと言えるであろう。ではこ

のような数学的原則は「蓋然性の数学」とどのような関係にあるのであろうか。  

 

５．２．２．  数学的原則と蓋然性  

  

 われわれは数学的原則と「蓋然性の数学」との関係を考察するために、再び『プロレゴ

メナ』に立ち戻って、そこで蓋然性が「可能性の度合い」と規定されていたことに注目す

る。この「可能性の度合い」については、1790 年代初頭の講義録と見なされている『形而

上学講義 L2』において次のように述べられている。  

 

内的可能性はいかなる度合いも持たない｡なぜならわれわれはそれをただ矛盾律に

したがってのみ認識できるからである｡しかし仮定的
．．．

可能性は度合いを持っている。な

ぜなら各々の仮説は根拠であり、各々の根拠は大きさを持つからである。各々の根拠

は度合いを持つ。他方帰結は外延的にも内包的にも考察されうる (Ak.XXⅧ .2.1, S.562)。 

 

ここでカントは、講義のテキストであるバウムガルテンの『形而上学』の区分にしたがっ

て、可能性を「内的可能性」と「仮定的可能性」に区分する（ 19）。内的可能性は無矛盾性

を意味し、カントはこれをたんなる論理的可能性と見なしている。そこでは矛盾律との一
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致、不一致により判断が下されるのみで、いかなる度合いも存在しない。これに対して仮

定的可能性は、ある事象とその根拠との一致もしくは適合性を意味する。もともとこの可

能性はヴォルフの「外的可能性」に由来し、ある存在者が他の存在者を根拠もしくは原因

として現実存在する可能性を意味した（ 20）。この可能性は根拠の量に応じて「より大きい」、

「より小さい」、最大、最小といった度合いを有する（ 21）。カントも基本的にはこの考え方

を継承し、「十分な根拠」との一致が「最大の適合性」であると見なしている（ebd.）。し

かしその一方で「最小の適合性」を想定しておらず、仮定的可能性を「無限に減らされて

ゆくことができる」がゆえに、「消滅に向かってゆくもの」であると考えている（ebd.）。

このことからカントは、仮定的可能性の度合いを「連続量」と見なしていると言える。  

 では連続量としての仮定的可能性の度合いはどのように規定されるのであろうか。カン

トは根拠の量を基本的には「内包量」と見なしている。しかしその一方で、帰結は「外延

的にも」考察されうる。たとえば多数の帰結を有する根拠は「多産的な根拠」と称される

（ebd.）。根拠の量が帰結から見て「外延量」として規定されうるとすれば、仮定的可能性

の度合いも外延量として規定されうる。仮定的可能性の度合いが外延量として規定されう

るとすれば、それは「数」によって規定されうることを意味する。カントは外延量や内包

量といった「規定される量」（quantum）から区別して、数を「規定する量」（quantitas）

と見なしている。具体的には単一性、数多性、総体性という純粋悟性のカテゴリーによっ

て、空間・時間の感性的直観に与えられる量を規定する。その過程が展開されるのが、超

越論的原則論における「直観の公理」の原則においてである。「直観の公理」とは「すべて

の直観は外延量である」（B202）という原則である。ここで外延量とは「部分の表象が全

体の表象を可能にする量」（A162=B203）のことであり、部分の複合体を意味する。一方、

数はそれ自体は悟性概念であるが、直観の多様を綜合する悟性の作用において図式化する。

すなわち数は量のカテゴリーの図式であり、時間における同種的なものの「一から一への

継時的加算を総括する表象」（A142=B182）に他ならない。カントが数に主として外延量

を規定する機能を認めているのは、部分の複合体としての外延量と、諸部分を順次付加す

ることで全体を構成する数の機能との間にパラレルな関係を認めているからである。この

ように仮定的可能性の度合いを外延量として数値化することができれば、蓋然性を分数と

して規定することができるであろう。カントは蓋然性を「分母があらゆる可能な場合の数

であり、分子が当該事象が起こる場合の数を含む分数」（Ak.XXⅣ .2, S.880）と見なしてい

るのである。したがってカントが蓋然性の学説を「論理学の分析的部門」から分離されて
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はならないものとして位置づけているのは、「直観の公理」の原則に基づいて蓋然性の計算

においても確実な判断が可能であると考えたからであろう。  

 確かに蓋然性の計算自体は他の代数学の演算同様に「純粋直観における記号的構成」に

よって、数学的原則とは無関係にも成立するであろう。しかし「直観の公理」の原則の意

図は、こうした公理や数式が経験に適用される可能性を示すことにある。そのことは記号

的構成を可能ならしめる量のカテゴリーと空間・時間の直観形式が同時に可能的経験の形

式的制約でもあることによって示されるのである。これについてカントは次のように述べ

る。  

 

  さて空間は外的経験のア・プリオリな形式的制約であるということ、それによってわ

れわれが構想力において三角形を構成するのとまさに同じ形成的綜合は、われわれが現

象についての経験概念を作るために、現象の把捉において行使する綜合とまったく同一

であるということ、このことのみがこの概念とそのような物の可能性の表象とを結合す

るのである。そして連続量の可能性は、それどころか量一般の可能性でさえも、量につ

いての概念はことごとく綜合的であるのだから、決して概念自身から明らかなのではな

く、経験一般における諸対象の規定の形式的制約としての諸概念から、はじめて明らか

なのである（A224=B271-2）。  

 

したがって、蓋然性の計算の規則も超越論哲学においては、「骰子の６つの目」のような外

的直観の対象への適用可能性が証示されることによってはじめてその真理性を確保するこ

とになると言える（ 22）。仮定的可能性の度合いとしての蓋然性は「経験の可能性の度合い」

でもあると言えるであろう。ではライプニッツやヴォルフの存在論に見出される決定論的

な困難は回避されているであろうか。われわれはこのことを「仮定的必然性」についての

ヴォルフとカントの解釈の相違を通して考察する。  

 

５．３．  「唯一の経験」の仮定的必然性―ヴォルフとの比較  

 

ヴォルフによれば「仮定的に必然的なもの」とは「その反対が与えられた仮定あるいは

与えられたある条件のもとにおいてのみ不可能であるか、矛盾を含むもの」であった（ 23）。

ヴォルフが外的可能性には「仮定的必然性」が含まれると言うとき、外的可能性とはこの
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可視的世界における因果系列上に位置を占めるという条件のもとでの可能性を意味し、そ

の仮定的必然性とはこの可視的世界以外の「可能的諸世界」を前提とする必然性を意味し

ているのである。これに対してカントには仮定的可能性に仮定的必然性が含まれるという

思想自体は見られない。またこの可視的世界以外の可能的諸世界も想定されていない（ 24）。

カントにおいて仮定的必然性の「仮定性」はどのように確保されているのであろうか。 

カントは『形而上学講義 L2』において、論理的必然性と実在的必然性とを区別する。論

理的必然性は論理的に「その反対が不可能」であることを意味し、矛盾律にしたがって認

識される。実在的必然性は事象の現実存在の必然性を意味する。実在的必然性はさらに絶

対的必然性と仮定的必然性に区分される。絶対的必然性は事象の現実存在が「端的に

（simpliciter）ア・プリオリに認識される」場合の必然性であるのに対し、仮定的必然性

は事象の現実存在が「或る点にしたがって（secundum quid）ア・プリオリに認識される」

場合の必然性を意味する（Ak.XXⅧ .2.1, S.557）。或る事物を「或る点にしたがってア・プ

リオリに」認識するというのは、その事物をたんに概念のみに基づいて認識するのではな

く、「その根拠を経験に基づいて認識する場合」（ebd.）である。われわれは事物の現実存

在を端的にア・プリオリに、たんに概念のみに基づいて認識することはできない。なぜな

ら概念は「私の思考一般に対する事物の関係を指示しているに過ぎない」（ebd.）からであ

る。事物の現実存在を認識するためには「思考以外になお或るものが付け加わらなければ

ならないのであって、それはある現実的なものの直観あるいは知覚なのである。」（ebd.）  

ところでここで仮定的必然性について述べられていることは『純粋理性批判』の「経験

的思惟一般の要請」の原則論において、「必然性の原則」について述べられていることとま

ったく同一である。必然性の原則とは「現実的なものとの連関が経験の普遍的制約にした

がって規定されているものは必然的である（必然的に存在する）」という原則である

（A218=B266）。「現実的なもの」とは「経験の質料的制約（感覚）と連関しているもの」

（ebd.）であり、「必然的なもの」とは知覚されるものとの関係が悟性の原則にしたがって

規定されているものを意味する。すなわち必然性とは知覚された原因から原因性の原則に

基づいて生じた結果として認識されるものの必然性に他ならない。したがってカントにと

って認識可能な必然性とはすべて仮定的必然性に他ならないのである。カントはこれを無

制約的な必然性に対置して「制約された必然性」（A593=B621）、あるいは盲目的必然性に

対置して「理解できる必然性」（A228=B280）とも称している。たとえばカントは「生起

するすべてのものは仮定的に必然的である」（ebd.）と言う。これは「生起するすべてのも
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のは現象における自らの原因によってア・プリオリに規定されている」（A227=B280）こ

とを意味する。この場合「仮定的」とは原因―結果という前提条件を必要とする二項関係

の必然性について述べられている。この意味に関する限りカントの言う仮定的必然性はヴ

ォルフのそれと変わりはない。ヴォルフとの相違点はそうした前提条件が与えられる仕方

にある。 

ヴォルフの場合可能的諸世界の中からこの世界の因果系列が現実化したのは、究極的に

は神の自由意志によるものであり、端的にア・プリオリな神の決定によるものであった。

しかしながらヴォルフは神が他の世界ではなくこの世界を選んだ根拠を、ライプニッツ同

様に事象の「完全性の度合い」に求めた。したがってヴォルフの場合にもライプニッツと

同様に、現実的世界の選択が決定根拠に基づくという困難が認められたのである。これに

対してカントは原則論において、可能的諸世界ではなく、可能的経験の複数性の可能性の

問題に言及する。すなわち「諸現象としてのすべての事物は、唯一の経験の総括と脈絡に

属するのかどうか、…あるいは私の諸知覚は（諸知覚の普遍的連関における）一つの可能

的経験以上のより多くの可能的経験に属しうるのかどうか」（A230=B282-3）という問題

に対し、以下のように答えている。 

 

悟性は経験一般に対して、感性と統覚の主観的・形式的諸制約にしたがって規則だけ

をア・プリオリに与えるのであり、この諸制約のみが経験を可能にするのである。他の

（空間と時間以外の）直観の諸形式、同様に他の（思惟の、あるいは概念による認識の

比量的形式以外の）悟性の諸形式を、たとえそれらが可能であるとしても、やはりわれ

われはそれらを考え出したり、理解したりすることは決してできない。たとえわれわれ

がそれをできるとしても、これらの他の諸形式はやはり、そこにおいてわれわれに諸対

象が与えられる唯一の認識としての経験には属さないであろう（A230=B283）。 

 

われわれにとっての直観形式とは空間・時間という感性的直観の形式であり、われわれに

とっての悟性形式とはカテゴリーという比量的悟性の形式であり、それ以外ではありえな

い。それ以外の形式、たとえば直観的悟性の形式が可能であるとしてもわれわれにはそれ

らを「考え出したり、理解することは決してできない」のである。そしてわれわれの感性

的直観の形式と比量的悟性の形式によって可能となる経験のみが、われわれにとっての「唯

一の経験」なのであり、「…現象の別の系列、したがってすべてを包括する唯一の経験より
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もいっそう多くの経験が可能であることは、与えられているものからは推論されない」

（A231-2=B284）のである。このことはヴォルフにおいてこの現実的世界のみが「最善世

界」としてあらかじめ決定されていたように、カントにおいても「唯一の経験」がわれわ

れにとって唯一可能な直観形式と悟性形式にしたがう経験として「決定されている」こと

を意味するとも思われる。そうだとすれば前提条件の与えられ方の違いはあれ、カントの

仮定的必然性にもヴォルフの場合と同様に、決定根拠によって系列全体の必然性が絶対的

必然性に転化するというクルージウスの批判が当てはまることになるのではないだろうか。 

確かにヴォルフの最善世界の決定性が神の全知に基づいているのに対し、カントの「唯

一の経験」の決定性は人間知性の有限性に基づいているという相違はある。しかし現象の

系列において、原因―結果という前提条件を必要とする二項関係は悟性の普遍的な法則に

よってア・プリオリに規定されている。カント自身「生起するものはすべて原因を持たな

ければならない、したがってそれ自身生起し
．．．．．．．

、あるいは生成した原因の原因性もまたさら

にある原因を持たざるをえない、ということはあらゆる経験の可能性すらの普遍的法則で

ある」（A533=B561）と述べており、また「感性界におけるすべての出来事が不変の自然

法則にしたがってあまねく連関していることについての、かの原則の正当性は、超越論的

分析論の原則としてすでに確立されており、いかなる破損を被ることもない」（A536 

=B564）とも述べているのである。したがって感性界の対象に関する限り、カントもヴォ

ルフ同様に決定論的であると言えるであろう（ 25）。もちろんこれによって人間の自由が損

なわれることはない。言うまでもなくカントは『純粋理性批判』の「純粋理性の二律背反」

において「自然法則にしたがう原因性」とともに、「自由による原因性」を「超越論的自由」

として認めることで、自由と必然性の問題についてクルージウスとは異なる仕方で解決を

試みているからである（A444ff.=B472ff.）。  

 

５．４．  「理性信仰」の道徳的確実性―クルージウスとの比較 

 

 これまでの考察から明らかな通り、カントは蓋然性を数学的な意味に限定した。そのた

めカントの蓋然性にはクルージウスが「蓋然性の方法」によって展開した非数学的な認識

論的蓋然性は含意されていない。しかしこのことはクルージウスの認識論的蓋然性の領域

がカントの哲学においてはまったく除外されていることを意味しない。それは蓋然性とは

異なる名の下で扱われている。たとえばクルージウスが「無限の蓋然性」と称した「モラ
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ーリッシュな確実性」は、カントにおいては別の仕方で規定されている。『ブロンベルク論

理学』においては「論理的確実性」（ logische Gewisheit）と「感性的確実性」（aesthetische 

Gewisheit）と「実践的確実性」（practische Gewisheit）が区別されている（Ak.XXⅣ .1, 

S.198）。論理的確実性とは「悟性と理性の規則」にしたがって事象そのものが持っている

と見なされる客観的確実性である。感性的確実性とは「趣味の規則」にしたがった感情に

基づく確実性である。実践的確実性とは「自由意志の規則」にしたがった行為の根拠の確

実性であり、「或る人が持つ認識を真と見なすことの根拠がその人を行為へと規定するのに

十分である」（ ebd. ）ということである 。実践的確実性はさ らに「実用的確実性 」

（pragmatische Gewisheit）と「道徳的確実性」（moralische Gewisheit）とに区分され

る。実用的確実性は幸福を得るための手段を示す「怜悧の規則」にしたがった行為の根拠

の確実性であるのに対し、道徳的確実性は「道徳性の規則」にしたがった行為の根拠の確

実性を意味する（ 26）。この道徳的確実性について次のように述べられている。 

 

  最も多くの、ほとんどすべての著作者が道徳的確実性をまったく知らない。彼らはそ

れを各々の蓋然性と見なしている。たとえば月に居住者がいるかどうかは確実ではない。

しかしつねに何らかの蓋然性がある。若干の人々はこれを道徳的判断と見なしているが、 

しかしこれは成り立たない。なぜならこのような判断は振舞いにいかなる影響も持たな

いからである。それは論理的蓋然性であり、たんなる思考である（Ak.XXⅣ .1, S.200-1）。 

 

クルージウスは伝統的な用語法にしたがって、「アテネという町が存在した」という判断は

「モラーリッシュな確実性」を有すると見なしていた（ 27）。しかしカントによればそのよ

うな判断はたんなる思考に関わる判断であり、「論理的蓋然性」を有するに過ぎない。カン

トにとって「モラーリッシュ」という言葉はまさしく「道徳的」ということのみを意味す

るのである。したがって道徳的確実性を有する判断とは判断する人の行為に関係を持つ判

断に他ならず、しかもその行為は「怜悧の規則」ではなく、「道徳性の規則」にしたがう行

為でなければならないのである。カントは前批判期において、すでに蓋然性を理論的認識

の信憑性に限定し（ 28）、道徳的確実性を実践的認識の確実性に位置づけることによって両

者を明確に区別している（ 29）。 

 道徳的確実性のこうした位置づけは批判期において一層詳細に規定されている。カント

が『純粋理性批判』においていわゆるデザイン論証と称される神の存在の物理（自然）神
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学的証明の可能性を否定したことは周知の事実である（A620-630=B648-658）（ 30）。しかし

カントはこの証明の内容を知識とは異なる「信仰」という形で認めている。『純粋理性批判』

の「純粋理性の規準」第３章において、カントは「信憑」（Fürwahrhalten）を「意見」（Meinen）、

「信仰」（Glauben）、「知識」（Wissen）の三段階に区別して考察する（A822=B850）。意

見とは主観的にも客観的にも不十分な信憑である。信仰とは主観的にだけ十分であって、

客観的には不十分な信憑である。知識とは主観的にも客観的にも十分な信憑である。さら

にカントは信仰を「実用的信仰」（pragmatischer Glauben）、「理説的信仰」（doktrinaler 

Glauben）、「道徳的信仰」（moralischer Glauben）に区分する。実用的信仰とは「偶然的

ではあるが、ある行為のための手段を実際に使用する場合にその根底にある信仰」

（A824=B852）であり、カントは「賭け」の例を挙げて、この信仰が賭ける金額によって、

その度合いが大きくなったり小さくなったりする相対的なものであると説明している（ 31）。

理説的信仰とはたんなる理論的判断の信憑であるが、われわれは多くの場合ある企てを思

想のうちで表現したり、想像したりできるのであり、「事象の確実性を決定するある手段が

あればそうした企ての十分な根拠を持つと考える」ので、「実践的判断の類比物」とみなさ

れる理論的判断の信憑である（A825=B853）。この理説的信仰の例として、カントは自然

神学においてデザイン論証によって証明を試みられた自然の目的論的統一の創始者として

の神への信仰を挙げるのである。 

 

しかし私はこの［合目的的］統一を私にとって自然研究の手引きとしたところの条件

を、ある最高の知性がすべてを最も賢明な諸目的にしたがってそのように秩序づけたと

前提する以外に知りえないのである。したがってある賢明な世界創始者を前提すること

は、確かに偶然的ではあるが、しかし欠くことのできないある意図のための条件であり、

すなわち自然探究において手引きを持つための条件である。私の試みの結果もしばしば

この前提の有用性を確証するし、私が私の信憑をたんに意見と名づけようとしたとして

も、私の主張が余りにも過少であると決定的な仕方で反駁されることもありえず、むし

ろこうした理論的関係においてさえも、私は神を固く信じると言われうるのである。し

かしその場合この信仰はそれにもかかわらず厳密な意味では実践的ではなく、理説的信

仰と名づけられなければならないが、こうした理説的信仰を自然の神学
．．

（物理神学）は

必然的にいたるところで生じさせるに違いないのである（A826-7=B854-5, ［ ］内は

論者が補った）。 
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確かに「ある賢明な世界創始者」という前提そのものは必然的とは言い難いが、われわれ

は自然探究の手引きとしての自然の「合目的的統一」を無視することはできない。そして

その条件として、「ある最高の知性」が最も賢明な諸目的にしたがって自然をそのように秩

序づけたと前提する以外の条件を持たない。統制的原理としての「神の現存在」いう理念

は自然の合目的的統一という事象の確実性を決定するための主観的な根拠なのである。し

たがってカントは、クルージウスのように自然の合目的的統一の創始者としての神の存在

を「証明する」ことができるとは考えなかったが、「信仰する」ことはできると考えている

のである。 

 しかしカントは理説的信仰における確実性を道徳的確実性とは見なしてはいない。なぜ

なら理説的信仰は「実践的判断の類比物」ではあっても、たんなる思想のうちにおける企

てにすぎず、実際に人をある行為へと関係づけるだけの影響力を持っていないからである。

理論理性は一方では自然が機械因果的な法則にしたがって動いていると考えることもでき

るし、他方自然に合目的的統一を認めるとしても、神以外の別の超自然的存在者をその条

件として考えるかもしれない。理説的信仰は理論理性の動揺によってしばしば失われる不

安定な信仰なのである。道徳的確実性は道徳的信仰においてのみ可能である（ 32）。道徳的

信仰とは実践的判断の信憑であり、人を人倫的（道徳）法則にしたがう行為へと導く信憑

である。そこでは「人倫的法則にしたがう」という目的が「端的に必然的な目的」として

確立している。そして「この目的がすべての目的全体と連関し、それによって実践的妥当

性を持つための条件」は、「神と来世は存在する」という条件以外にはありえない

（A828=B856）。具体的には徳と幸福との一致である「最高善」を可能にする道徳的主宰

者としての神と、それが実現する場としての来世が存在すると信じることである。しかも

これ以外の条件を誰ひとりとして知らないということをも、われわれは確実に知っている。

したがってこうした条件のもとで道徳的信仰は必然的に成立するが、何ひとつとしてこう

した信仰を動揺させることがありえないと確信できるのは、人倫的法則が「同時に私の格

率でもあるから」（ebd.）なのである。この点についてカントは次のように述べる。 

 

  確かに誰も神が存在し、来世が存在することを知っている
．．．．．

と自負できないことは言う

までもないことである。なぜならそれを知っている人がいるなら、その人はまさしく私

が長い間探していた人だからである。すべての知識は（それがたんなる理性の対象に関

わる限り）伝えられうるものであり、それ故私は、その人の教えによって私の知識が賛
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嘆すべきほどに拡大されるのを見ることを期待することもできるであろう。しかしそう

はならないのであって、この確信は論理的
．．．

確実性ではなく、道徳的
．．．

確実性であり、この

道徳的確実性は（道徳的心術の）主観的な諸根拠に基づいているから、私は「神が存在

すること等々は道徳的に確実である
．．．

（es ist）」とさえ言ってはならず、「私は
．．

神が存在す

ること等々を道徳的に確信している
．．．．

（ ich bin）」と言わなければならないのである

（A828-9=B856-7）。 

 

知識が主観的にも客観的にも十分な信憑であるのに対し、信仰は主観的にのみ十分な信憑

であった。しかし「実践的な関連においては客観的な根拠と同じほどに妥当するような主

観的な根拠に基づく完全な信憑」（Ak.Ⅸ, S.72）が存在する。それが道徳的信仰に他なら

ない。実用的信仰は同じく実践的な判断の信憑であるが、たんに「任意の偶然的な目的」

（A823=B851）を目指す信仰であるが故に、客観的な根拠と同等の妥当性を有する主観的

な 根 拠 に 基 づ い て い る と は 言 え な い 。 こ れ に 対 し て 道 徳 的 信 仰 は 「 道 徳 的 心 術 」

（moralische Gesinnung）をその根拠とする信仰である。この道徳的心術もしくは「道徳

性に対する自然な関心」は「あらゆる理性的存在者において必然的に生じる」（A830=B858）

が故に、道徳的信仰は「しばしばすべての知識よりも堅固である」（Ak.Ⅸ, S.72）。した

がって道徳的確実性は、それぞれの理性的存在者の道徳的心術に基づく道徳的信仰の確実

性なのであり、こうした信仰こそが真に「理性信仰」（Vernunftglaube）の名に値するが

故に、同時にそれは理性信仰の確実性と言うことができるであろう（ 33）。 
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註 

 

(1) G. F. Meier, a.a.O., §171, S.47. 蓋然性が不十分な根拠の十分な根拠への関係によっ  

て決定されるというカントの解釈は、マイアーの解釈よりもむしろヴォルフの解釈を継承

している。本稿第２章１．１節を参照。  

(2) ドイツ啓蒙主義哲学における蓋然性と仮象性の概念史・源泉史、およびカントにおける  

両概念の区別については、Funaki, a.a.O., 2002 を参照。トネリはカントの蓋然性と仮象

性の区別が、フレミヒェンの「蓋然的なもの」と「真理に類似したもの」（Wahrheits- 

ähnliche）との区別に由来する可能性を指摘する（G. Tonelli, Kant und die antiken 

Skeptiker, in: Studien zu Kants philosophischer Entwicklung, hrsg.v. Heinz Heimsoeth, 

Dieter Henrich u. Giorgio Tonelli, Studien und Materialien zur Geschichte der 

Philosophie, Bd.6, Hildesheim, 1967, S.104）。しかしフレミヒェンは「あるものの諸根拠

をその反対の諸根拠に対して数えたり測ったりする」ことによってはじめて「それが蓋然

的であると称することができる」と述べており（K.H.Frömmichen, a.a.O., S.25）、十分な

根拠に基づく確実性を尺度とすることによってのみ蓋然性を規定できるとは考えていない。

また「真理に類似したもの」は「その原因を完全には理解していない現象を、その原因を

…理解している類似した現象と比較すること」で「蓋然的になる」と述べており（K.H. 

Frömmichen, a.a.O., S.32）、原理的な区別ではないという点において、蓋然性と仮象性の

区別とは異なっている。  

(3) 講義録の年代決定については N．ヒンスケの見解に従った。Vgl. Norbert Hinske, Kant- 

Index, Bd.3,5,6. FMDA, Abt.Ⅲ , Bd.7,9,10, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1989-99. 

(4) 僅かに言及されている『活力測定考』（ Gedanken von der wahren Schätzung der 

lebendigen Kräfte, 1747, Ak.Ⅰ , S.32）や『負量概念を哲学に導入する試み』（Versuch  

den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, 1763, Ak.Ⅱ , 

S.167）においても、主題的には論じられていない。  

(5) J.H.Zedler, a.a.O., Bd.18, S.264. 

(6) このことは『ブロンベルク論理学』において、「蓋然性の論理学」がその一部分である実  

践的論理学が、理論的論理学において示された学的認識の規則を「特殊な場合に適用する」 

論理学の部門であると見なされていることとも一致する（Ak.XXⅣ .1, S.38）。  

(7) なおカントはすでに『ブロンベルク論理学』において、蓋然性の評価そのものの困難さ
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をも指摘している。すなわち、「…確実な認識の規則は蓋然的なものの認識の規則よりも

容易に見出される。確実性の根拠は規定されているが、蓋然性の根拠は規定されていな

い。あることが蓋然的である場合には、その蓋然性がいかほどの大きさであるかが示さ

れるべきであるが、それを規定するのは困難である。」（Ak.XXⅣ -1, S.38）  

(8)  1760-70 年代のレフレクシオーンにおけるカノンとオルガノンの用語法の変化について

は以下を参照。Sonia Carboncini/Reinhard Finster, Das Begriffspaar Kanon-Organon. 

 Seine Bedeutung für die Entstehung der kritischen Philosophie Kants, in: Archiv für  

Begriffsgeschichte, 26, 1982, S.41-51. 

(9)   訳文中の（ ）内はこのレフレクシオーンと同年代にカントによって書き加えられた  

部分、［ ］内はカントによって線を引いて消された部分を示す。  

(10)   オルガノンを「特殊論理学」と見なすカントの見解は、オルガノンをあらゆる学問に

適用される「一般論理学」と見なすランベルトの見解とは対照的である。両者の相違は

1770 年代後半の講義に由来すると見なされているカントの『哲学的エンチュクロペディ

ー講義』の以下のランベルト評価においても明らかである。「各々の特定の学問について

のオルガノンは可能であるが、しかし悟性一般と理性一般のオルガノンとしての論理学

は不可能である。…ランベルトはそのようなオルガノンを著したが、しかしそれは細分

化されており、彼は認識の各様式を個別に考察しているのである。」（Ak.XXⅨ .1.1, S.32）

ここでカントはランベルトの『新オルガノン』の各章を「個別の認識様式」すなわち「特

殊論理学」と見なしているが、ランベルト自身は各章があらゆる学問に一般的に適用さ

れる「一般論理学」の各部分と見なしているのである。Vgl. G. Tonelli, Kant’s Critique 

of pure reason within the tradition of modern logic, 1994, P.161-2. 

(11)  カントは理論的／実践的論理学という区分は廃止したが、これに代えて『純粋理性批判』

において、「超越論的原理論」と「超越論的方法論」という区分を採用した（A15-16=B29-30, 

A707-8=B735-6）。カントは方法論を、学問体系を構築する際の正しい理性使用の形式を

規定する部門と見なしており、したがってオルガノンではなくカノンと見なしている。

こうした新しい区分が採用される経緯については以下を参照。Elfriede Conrad, Kants 

Logikvorlesungen als neuer Schlüssel zur Architektonik der Kritik der reinen 

Vernunft. Die Ausarbeitung der Gliederungsentwürfe in den Logikvorlesungen als 

Auseinandersetzung mit der Tradition, FMDA, Abt.Ⅱ , Bd.9, Stuttgart-Bad Cannstatt, 

1994, S.75-100. 
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(12)   分析論／弁証論の区分が 17-18 世紀のドイツ哲学に受け継がれた経緯については以下

の 文 献 を 参 照 。 G. Tonelli, Der historische Ursprung der kantischen Termini 

„Analytik“ und „Dialektik“, in: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd.7, 1962, S.120-139. 

トネリによればヴォルフ学派においては、論理学はもっぱら論証の道具と見なされたた

め、この区分は見過ごされた。  トネリは 18 世紀のドイツ啓蒙主義哲学においてこの区

分を採用している論理学書として、折衷学派のダリエスの論理学書（ Joachim Georg 

Darjes, Introductio in artem inveniendi seu Logicam theoretico-practicam qua 

analytica atque dialectica in usum et iussu auditorum suorum methodo iis commoda 

proponuntur, Jena, 1742）を挙げ、カントへの影響の可能性を指摘している。  

(13)   G.F.Meier, a.a.O., §6, S.2. マイアーの論理学で実際に扱われているのは分析論の部

分のみである。  

(14)   G.F.Meier, Vernunftlehre, §12, Halle, 1762(2), 1752(1), S.13 

(15) 「任意の結合」による概念の形成法はヴォルフにも見出されるが、その対象がカントの

場合のように数学的概念に限定されていない。この点については以下の論文を参照。山

本道雄「構成と演繹―カントの数学論における直観の問題―」、カント研究会（松山寿一・ 

犬竹正幸）編『現代カント研究４ 自然哲学とその射程』、晃洋書房、1993 年、P.145-178

所収。「カントの数学論―構成と演繹」、『文化學年報』神戸大学大学院文化学研究科、第

10 号、1991 年、P.1-47 初出。 

(16) 「加法、減法など、また開法のような量一般（数）」の部分はアカデミー版では Größen  

überhaupt (Zahlen) als der Addition, Subtraktion u.s.w., Ausziehung der Wurzel;...とな  

っているが、哲学文庫版では Größen überhaupt (Zahlen, als der Addition, Subtraktion  

u.s.w.), Ausziehung der Wurzel,...となっている。ここではアカデミー版にしたがった。  

(17)  山本、前掲書、P.164-5. 

(18)  『判明性論文』から『純粋理性批判』へ至る「哲学的方法」の展開については拙稿「カ

ント前批判期の哲学的方法論」、『愛知』神戸大学哲学懇話会編、第 15 号、1999 年、P.54-69

を参照。 

(19)  Alexander Gottlieb Baumgarten, Metaphysica, §15-16, 1779(7), 1739(1); Nach-  

druckauflage der Ausgabe Halle 1779(Editio Ⅶ ), Hildesheim/New York, 1982, S.5-6. 

(20)  C. Wolff, Anmerkungen zur deutschen Metaphysik,§6, WW.ⅠAbt.,Bd.3, S.12-13. 

(21)  A.G.Baumgarten, a.a.O., §168, S.49. 
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(22)  カントにおいてもヴォルフやランベルトと同様に、蓋然性の計算は基本的には骰子のよ

うな総数が既知の有限個の場合において考察されている。この点については Madonna 

1992,S.34 を参照。  なおこの論文でマドンナは、カントが批判哲学の展開にしたがって漸

次「蓋然性の論理学」を否定するに至ったことを解明しているが、超越論哲学そのものにお

ける「蓋然性」の概念の位置づけについては触れていない。本章の意図はこの点を解明する

ことにある。  

(23)  C. Wolff, Ontologia,§302, WW.ⅡAbt., Bd.3, S.241 

(24)   ただし前批判期においてカントは、ライプニッツ・ヴォルフ学派の「最善世界説」をそ

のまま継承していた。1759 年カントは『オプティミズムについての若干の考察の試み』  

と題する論文を発表した。この年ケーニヒスベルク大学のヴァイマンが「世界は最善では  

ない」という就職論文の公開討論を行った際、カントに対し反対討論を要請したが、カン  

トはこれを拒絶し、その代わりに発表されたのがこの論文である。この論文はオプティミ  

ズムのより偉大な反対者クルージウスに対する反対という形をとっており、その中でカン  

トは最善世界の選択と自由の問題に触れ、以下のように述べる。「さらにひとが明確に最  

善だと見なすことを選ばざるをえないということは、おそらく意志の束縛であり、自由を  

放棄する必然性である。確かに、この必然性の反対が自由であるならば、そしてここに困  

難の迷路の分岐点があり、私が危険を冒しながら一方の道を選ぶことを決めなければなら  

ないとすれば、私は長くは思案しない。…もし私が誤りを犯してまでも選択すべきならば、 

わたしはむしろ、あの居心地の良い、最善のみを産み出すことのできる妥当な必然性を好  

むのである。」（Ak.Ⅱ , S.34）しかし晩年カントはこの書物を見つけ次第すべて破棄するこ  

とを命じたということである。  

(25)  カントの「仮定的必然性」については拙稿「カントにおける「蓋然性」の哲学的基礎」、

『日本カント研究 10』日本カント協会編、2009 年、P.128-9 を参照。なおこの論文で私

はカントの仮定的必然性が「経験に基づく」必然性であるが故に、カントにおいてはライ

プニッツやヴォルフの決定論的な困難が緩和されていると解釈した。しかし仮定的必然性

が経験に基づくということは仮定的必然性が「経験的に規定される」ということを意味す

るのではない。上述のように仮定的必然性は原因―結果という前提条件を必要とする二項

関係の必然性を意味するが、この関係は悟性の普遍的な規則によってア・プリオリに規定

されている。したがって存在論的か認識論的かという差異はあれ、蓋然性の基礎としては

カントの超越論哲学もやはり決定論的であるというのが本稿の解釈である。  
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(26)  講義録の原文では moralische Weisheit と記載されている（Ak.XXⅣ -1, S.200）が、

Gewisheit の誤記と判断される。 

(27)  本稿序文註 (8)、第４章１．１節参照。  

(28)  本稿第５章１．２節で示されたように、前批判期のカントはまだ蓋然性を数学に限定し

ておらず、論理的な蓋然性の可能性を認めていた。  

(29)   この講義録は講義のテキストとして用いられたマイアーの『論理学綱要』第 175 節に

対応しているが、カントの批判はクルージウスには当てはまるものの、マイアーには当て

はまらない（Funaki, a.a.O., S.212）。マイアーは「道徳的確実性」について次のように

述べている。「われわれの規則に適った振舞い（Verhalten）においてよい度合いである蓋

然性の大なる度合いは、周到な確実性と同等の度合いであり、道徳的確実性と称される。」

（G.F.Meier, Auszug aus der Vernunftlehre,§175, S.48-9）マイアーは『論理学』にお

いても、道徳的確実性を人間の振舞いに関係づけている（G.F.Meier, Vernunftlehre,§207, 

S.287-8）。  

(30)  カントによれば、物理神学的証明は世界の秩序と合目的性から推理された世界の偶然性

に赴き、世界の偶然性から「端的に必然的なものの現存在」へと至り、さらに「第一原因

の絶対的必然性という概念」から「一切を包括する実在性という概念」に至るが、これは

宇宙論的証明の歩みに他ならず、宇宙論的証明は「隠れた存在論的証明」にすぎないから、

存在論的証明が成立しない以上、物理神学的証明も成立しないのである（A629=B657）。  

(31)  カントは１ドゥカーテンならあえて賭ける人も、10 ドゥカーテンを賭けることになっ

てはじめて、「彼が以前には気づかなかったことを、つまり彼が誤っていたということも

確かにありうることを認めるに至る」（A825=B853）と述べている。これは確率論のいわ

ゆる「論拠の重み」に相当する議論であり、興味深い。  

(32)  カントは後に『判断力批判』第 85 節以下で、神の存在の信仰に関して、自然神学より

道徳神学（倫理神学）が優位にあることを明らかにしている（Ak.Ⅴ, S.436ff..）。ここで

の議論はこの議論を先取りしていると言えるであろう。  

(33)  「理性信仰」の成立史については以下を参照。宇都宮芳明『カントと神 理性信仰・道

徳・宗教』、第２章「「理性信仰」の由来」、岩波書店、1998 年、P.33-54。宇都宮氏によれ

ば「理性信仰」という言葉自体は『純粋理性批判』ではじめて登場するが、それ以前の講

義録には「理性的信仰」（vernünftiger Glaube）という言葉が使用されている（Ak.XXⅣ .1, 

S.149）。この言葉は講義のテキストとして用いられたマイアーの『論理学』に由来するが、
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マイアーの場合理性的信仰は信じるに値する証人に対する「歴史的信仰」であったのに対

し、カントの場合「神がある」「来世がある」といった「道徳的信仰」を意味し、すでに

この時点で理性信仰の内実は出来上がっていたと見られる。『純粋理性批判』以降理性信

仰は実践哲学との緊密な結びつきにおいて展開され、「実践理性による信仰」として確立

されることになる。  
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結語  
 

本稿の主題は矛盾律や充足根拠律といった理性原理に基づくドイツ啓蒙主義哲学の「合

理性」に蓋然性がいかに組み込まれているかを考察することによって、「合理性」そのもの

の意味がいかに変化したかを再検討することにあった。全般的に見れば、ドイツ啓蒙主義

哲学において蓋然性は「不十分な根拠」に基づく信憑性の度合いとして、主に「論理的に」

解釈されている。しかしドイツ啓蒙主義の論理学は三段論法に基づく演繹推理が中心の論

理学であり、本来蓋然性が問題となる帰納推理はあまり重視されていない。このことは蓋

然性がドイツ啓蒙主義哲学において、イギリス経験論においてのように主題的に取り上げ

られなかったことの一つの原因であろう。また矛盾律や充足根拠律に基づくドイツ啓蒙主

義の存在論は決定論的であった。そのため偶然性や蓋然性は主に人間の有限な認識の性質

と解釈され、存在論的基礎は十分解明されなかったのである。さらにドイツ啓蒙主義の実

践哲学では実用性よりも道徳性が重視された。そのため現代の合理的意思決定理論で問題

とされる期待値や期待効用の問題は中心課題とはなりえなかったのである。  

しかしその一方で「合理性」そのものの意味に関しては、いくつかの変化が見出される。

ヴォルフはライプニッツの「蓋然性の論理学」の構想を受け継いだものの、これを積極的

に展開するには至らなかった。その原因はその存在論的な基礎づけの困難さにあった。ヴ

ォルフは外的可能性を内的可能性から区別し、また仮定的必然性を絶対的必然性から区別

することでこの問題に対応しようとした。しかし彼の存在論の原理である充足根拠律は、

それによって或る一つの可能性のみが現実化すれば他の可能性は否定される原理であり、

クルージウスによって「決定根拠律」と称される原理であった。このためこうした区別は

無意味化されてしまったのである。この現実世界のみを「最善世界」と見なす彼の決定論

的な形而上学において蓋然性が占める場所は存在しなかったとも言えるであろう。しかし

その一方でヴォルフは確実な認識に到達するための手段としての「哲学的仮説」や、論証

の前提として蓋然性の最大限に相当する｢疑われていない経験｣の意義を認めている。これ

らの事実から、蓋然性はヴォルフが「理性と経験の結婚」と表現した哲学的方法の要石で

ある言える。ヴォルフは哲学的認識の合理性の確立には理性原理のみならず仮説や経験が

必要であることを認めたのである。  

これに対して反ヴォルフ学派のクルージウスは、「蓋然性の方法」を「論証の方法」と

同様に形而上学の方法として採用した。彼は蓋然性の方法によって、世界の秩序の原因を
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「多くの可能性」を前提とする偶然に帰するよりも、「ただ一つの可能性」である神に帰す

ることの合理性を証明した。また「決定根拠」と「充足根拠」とを区別することで、行為

を選択する「自由の根本作用」が働く場所を確保した。全体的に見れば、クルージウスの

哲学はヴォルフ学派の決定論的な形而上学の原理を緩和することで蓋然性が占める場所を

確保しており、その合理性は「非決定的合理性」と称することができるであろう。しかし

彼の形而上学は基本的には矛盾律と充足根拠律に基づいて成立しており、こうした原理に

したがう合理性自体に大きな変更が加えられているわけではない。また彼の蓋然性の方法

はもっぱら認識論的な蓋然性に限定され、数学的な蓋然性がまったく欠如している。この

ことは彼の蓋然性の理論が現代の確率論との接点がないという致命的な欠陥を持っている

ことをも意味しているであろう。  

これに対して現代の確率論に最も近づいたのはランベルトであった。ランベルトは蓋然

性を「論理的仮象」として位置づけることで、三段論法の推理形式に確率の計算を取り込

み、ライプニッツが構想した「蓋然性の論理学」を積極的に展開した。この論理学は数学

と論理学を形式的言語の学として一括りにしている点において、ライプニッツの記号結合

法同様に現代の記号論理学の先駆的業績とも言える。また彼の確率論はヤーコプ・ベルヌ

ーイの確率論を踏まえており、当時の数学における最先端の議論の水準にあったと考えら

れる。とりわけ命題間の確率関係には数値的に規定されない「非加法的蓋然性」が存在す

ること、「論拠の異種性」を前提とした組合せにおいても確率の計算が成立することを明ら

かにしたことは、カントが論拠の異種性を理由に「蓋然性の論理学」を否定的に評価した

ことと比べて、はるかに現代的であったとも言えるであろう。しかしその哲学的基礎に目

を転じれば、そこに見出されるのは古代・中世以来の「結合法」の伝統であり、「完全な調

和」という前提も今日的にはまったく無意味化した神学的前提であるとも言えるであろう。

ランベルトの結合法の形而上学は蓋然性の理論的展開の前提であるとともに、その限界を

も意味しているのである。  

カントは矛盾律と充足根拠律に基づくドイツ啓蒙主義の形而上学を根本的に批判する

ことで、その合理性の意味に大きな変更を加えた。一言でいえば矛盾律を存在論の原理か

ら形式論理の原理に格下げし、感性を悟性と並ぶ認識形式と位置づけた上で、充足根拠律

を「可能的経験」の形式的原理とする超越論哲学を確立したのである。しかしそれによっ

て「蓋然性の論理学」は否定的に評価された。なぜなら超越論哲学においては、論理学は

思考の形式的基準を意味するカノンと見なされたのに対し、「蓋然性の論理学」は思考の規
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則を対象に適用するオルガノンを意味したからである。また「蓋然性の論理学」は不十分

な根拠をもう一方の不十分な根拠と比較検討するだけで一定の評価基準を持ちえない「弁

証論」を意味したからである。カントにとって本来蓋然性は十分な根拠との比較において

数学的にのみ規定可能なのである。カントは「蓋然性の数学」を積極的に展開することは

なかったが、超越論哲学においてそれが占める場所を示したと言えるであろう。  

しかし合理性に関してカントが最も重要な変更を加えたのは「知識」に対する「信仰」

の合理性を確立したことである。カントはクルージウスが「蓋然性の方法」によって「証

明」した世界の秩序の原因としての神の存在を「理説的信仰」の対象として位置づけた。

そして本来の「理性信仰」を「道徳的信仰」に見出し、その信憑性を道徳的確実性と称し

たのである。すなわちカントはドイツ啓蒙主義哲学の「理論的合理性」に対して、「信仰に

場所を得させるために知識を制限する」ことによって、「実践的合理性」を確立したと言う

ことができるであろう。  
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